
平成１８年度予算概算要求・要望

主 要 新 規 事 項 等 の 概 要

平 成 １ ７ 年 ８ 月

環 境 省



　 ソーラー大作戦（一般会計・石油特会） 4,315 地球環境局地球温暖化対策課 1

(新) 京都メカニズムクレジット取得事業交付金（一般会計・石油特会） 4,200 地球環境局地球温暖化対策課 7

(新) 業務用冷凍空調機器フロン回収強化対策推進費 35 地球環境局フロン等対策推進室 9

地球温暖化対策技術開発事業（競争的資金）（石油特会） 2,714 地球環境局地球温暖化対策課 10

　 温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業（新規分）（石油特会） 2,000 地球環境局地球温暖化対策課 12

　 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度基盤整備事業（一般会計・石油特会） 124 地球環境局地球温暖化対策課 14

　 地球温暖化防止大規模「国民運動」推進事業（石油特会） 3,000 地球環境局地球温暖化対策課 16

　 地球温暖化対策に係る次期枠組検討経費 44 地球環境局地球温暖化対策課 18

 日米気候変動問題セミナー実施事業費 20 地球環境局地球温暖化対策課 20

アジア地域の主要排出国との気候変動問題セミナー実施事業費 32 地球環境局地球温暖化対策課 21

(新) 気候変動影響モニタリング・評価ネットワーク構築等経費 400 地球環境局研究調査室 23

(新) 北東アジアにおける環境管理基盤の構築 13 地球環境局環境協力室 25

(新) 地域環境管理支援戦略策定費 33 地球環境局環境協力室 27

(新) 東アジア酸性雨等環境管理に向けた枠組み構築事業費 40 地球環境局環境保全対策課 29

アジア太平洋環境開発フォーラムセカンドステージ（ＡＰＦＥＤⅡ）活動推進費 148 地球環境局総務課 31

漂流・漂着ゴミに係る国際的削減方策調査費 19 地球環境局環境保全対策課 32

３Ｒイニシアティブ国際推進費 132 廃棄物・リサイクル対策部企画課 34

　 世界の水環境保全のための国際的活動経費 128 水環境部企画課、水環境管理課 36

黄砂対策推進費 35 地球環境局環境保全対策課 38

(新) 持続可能な森林経営に向けた国際的な行動規範等策定調査費 12 地球環境局環境保全対策課 40

(新) 容器包装に係る３Ｒ推進事業費 90
廃棄物・リサイクル対策部リサイク
ル推進室

42

(新) 容器包装に係る３Ｒ推進広報事業費 121
廃棄物・リサイクル対策部リサイク
ル推進室

43

(新) アジア太平洋地域における電気電子機器廃棄物適正管理事業 30
廃棄物・リサイクル対策部適正処
理・不法投棄対策室

45

アジアにおける資源循環の推進方策に関する戦略的検討 35
廃棄物・リサイクル対策部適正処
理・不法投棄対策室

46

　 廃棄物処理等科学研究費補助金（競争的資金） 1,650
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課

48

廃棄物処理施設整備費（公共）（循環型社会形成推進交付金等） 125,534
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課、浄化槽推進室

51

浄化槽整備事業（公共）
廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推
進室

52

　 不法投棄早期対応システム整備費 49
廃棄物・リサイクル対策部適正処
理・不法投棄対策室

53

　 産業廃棄物処理業優良化推進事業費 85
廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄
物課

55

電子マニフェスト普及促進事業費 180
廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄
物課

57

(新) 低濃度ＰＣＢ汚染物の適正処理実証調査事業 25
廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄
物課

59

(新) クリアランス廃棄物管理システム整備費 54
廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄
物課

61

(新) 環境政策の超長期ビジョン策定 37 総合環境政策局総務課 62

　 環境と経済の好循環のまちモデル事業（一般会計・石油特会） 2,632 総合環境政策局環境計画課 64

(新) 環境統計等の環境データの整備利用推進費 64 総合環境政策局総務課 66

国等におけるグリーン購入推進経費 66 総合環境政策局環境経済課 68

(新) 環境ベンチャー・コミュニティビジネス育成基盤調査 30
総合環境政策局環境経済課、環境計
画課

72

(新) 環境に配慮した設備投資の普及促進事業 14 総合環境政策局環境経済課 74

(新) 企業の社会的責任（ＣＳＲ）に基づく地域環境パートナーシップ促進事業 37 総合環境政策局民間活動支援室 76

環境技術実証モデル事業 300 総合環境政策局環境研究技術室 78

　 ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業 700 総合環境政策局環境研究技術室 80

環境技術開発等推進費（競争的資金） 1,369 総合環境政策局環境研究技術室 83

　 地球環境研究総合推進費（競争的資金） 4,326 地球環境局研究調査室 84

　 学校等エコ改修と環境教育モデル事業（一般会計・特別会計） 1,545 総合環境政策局環境教育推進室 86

　 国連持続可能な開発のための教育の１０年促進事業 68 総合環境政策局環境教育推進室 88

平成18年度環境省予算要求・要望主要新規事項等の概要

１．京都議定書の削減約束の達成と地球環境保全に向けたリーダーシップ

担当局（部）課（室）名 頁
平 成 １ 8 年 度
要求・要望額事　　　　　　　　項

（単位：百万円）　　

２．３Ｒの推進と不法投棄の撲滅

３．環境を軸とした豊かな経済社会の創出

( 1 )



担当局（部）課（室）名 頁
平 成 １ 8 年 度
要求・要望額事　　　　　　　　項

（単位：百万円）　　

(新) 環境体験学習人材育成支援事業 14 総合環境政策局環境教育推進室 90

我が家の環境大臣事業 150 総合環境政策局環境教育推進室 92

(新) 知床世界自然遺産地域における保全・共生推進調査費 65 自然環境局自然環境計画課 94

(新) 知床世界遺産センター（仮称）整備事業費 35 自然環境局自然環境計画課 96

世界自然遺産地域保全対策費 18 自然環境局自然環境計画課 98

(新) 広範な関係者の参加による魅力的な国立公園づくり推進事業 42 自然環境局国立公園課 100

自然公園等事業（公共） 14,586
自然環境局自然環境整備課、自然環
境計画課

102

国立公園等管理体制強化費（アクティブ・レンジャー） 315 自然環境局自然保護事務所管理指導室 104

国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（グリーンワーカー)事業費 350 自然環境局国立公園課 106

　 エコツーリズム総合推進事業費 172 自然環境局自然ふれあい推進室 108

(新) 温泉資源の保護対策等に関する検討調査 10 自然環境局自然環境整備課 110

　 特定外来生物防除等推進事業 454 自然環境局野生生物課 112

　 外来生物対策管理事業費 156 自然環境局野生生物課 114

(新) 国土生態系ネットワーク形成推進費 49 自然環境局自然環境計画課 116

里地里山保全・再生モデル事業調査費 96 自然環境局自然環境計画課 118

自然再生活動推進費 65 自然環境局自然環境計画課 120

(新) 生物多様性国家戦略の見直し検討調査費 14 自然環境局自然環境計画課 122

広域分布型鳥獣保護管理対策事業 120 自然環境局鳥獣保護業務室 124

動物愛護管理推進費 164 自然環境局動物愛護管理室 126

(新) 希少野生動物野生順化特別事業費 65 自然環境局野生生物課 128

クールシティ推進事業 308
環境管理局大気生活環境室、水環境部水
環境管理課、地下水・地盤環境室

130

(新) 使用過程車対策実証実験 45 環境管理局自動車環境対策課 132

　 オフロード特殊自動車排出ガス対策事業費 89 環境管理局自動車環境対策課 134

(新) 自動車の市街地走行騒音検討・調査 11 環境管理局環境管理技術室 136

アスベスト濃度、健康影響等の調査 100
環境管理局大気環境課、環境保健部企画課、保健業務
室、廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対
策室

138

(新) 飛散抑制対策に資する技術開発の支援（競争的資金） 200 総合環境政策局環境研究技術室 140

　 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）対策費 199 環境管理局大気環境課 141

(新) ＰＯＰｓ条約に基づくダイオキシン類等非意図的生成物に係るBAT/BEP推進事業 36 環境管理局ダイオキシン対策室 143

　 水環境保全施策枠組み再構築事業 165
水環境部企画課、地下水・地盤環境
室

145

(新) 流出水対策推進モデル計画策定調査 66 水環境部水環境管理課 147

　 水環境保全活動の普及支援事業 30 水環境部企画課 149

(新) 油汚染等汚染土壌対策促進費 30 水環境部土壌環境課 151

(新) 優良土壌環境事業普及促進費 20 水環境部土壌環境課 153

(新) 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム実施経費 50 環境保健部化学物質審査室 155

(新) 欧州新化学品規制（ＲＥＡＣＨ）案調査検討費 41 環境保健部化学物質審査室 157

(新) 国際的観点からの有害金属対策戦略策定基礎調査 99 環境保健部環境安全課 159

(新) 一般廃棄物処理におけるＲｏＨＳ規制対象物質等対策調査 16
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課

161

化学物質環境安全社会推進費 84 環境保健部環境安全課 162

　 花粉観測体制整備費 116 環境管理局大気環境課 164

総合的な水俣病対策の充実強化 2,760
環境保健部特殊疾病対策室、国立水
俣病総合研究センター

166

局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査 555 環境保健部保健業務室 168

茨城県神栖市における有機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策に必要な経費 1,746 環境保健部環境リスク評価室 170

地方事務所計上予算 6,559 大臣官房環境対策調査室 173

情報基盤の強化対策経費 1,639 大臣官房環境情報室、会計課 174

インターネット自然研究所バージョンアップ事業費 77 自然環境局自然環境計画課 176

５．安全・安心な生活の保全

６．国民のニーズ、地域の実情に応じた環境政策の展開

4.生物多様性保全と自然との共生の推進

( 2 )



ソーラー大作戦 （一般会計・石油特会）

４，３１５百万円（２，８００百万円）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

我が国が世界をリードする太陽光発世界に冠たる太陽光発電大国として、

電技術を生かしたCO削減対策を、家庭や地域で意味ある規模で実現するため、2

太陽光発電に係る新たなビジネスモデルの提示となる事業の実施を始め、

あらゆる施策を大々的に展開する。

２．事業計画

具体的施策として次の事業を主要な柱として展開する。

（１）点在する潜在需要を掘り起こし、住宅に集団的に導入

○ソーラー・マイレージクラブ事業（新規）

地域協議会を通じ太陽光発電設備を集団的に導入した住宅が大幅な

CO2排出削減を達成した場合に削減量に応じた助成（設置後３ヶ年）を行う

導入を促進する。ことにより、地域ぐるみの太陽光発電の

（２）大規模宅地開発の機会を捉えて、面的に住宅等導入

○街区まるごと ２０％削減事業（新規）CO2

大規模宅地開発の機会をとらえて、太陽光発電等を導入した省 住CO2

宅を街区全体に整備した「 削減の街」を実現し、新たな宅地開発モCO2

デルを構築する。

（３）地域で大規模・集中導入し、電力を共同利用するビジネスモデルを構

築

○メガワットソーラー共同利用モデル事業（新規）

地域で１ＭＷ級の大規模太陽光発電の施設を導入し、電力を地域の

需要家が共同利用するビジネスモデルを構築する。

○再生可能エネルギー高度導入モデル事業

太陽光発電を含む再生可能エネルギーを組み合わせてモデルとなる

ような高度な 削減を地域全体で導入する。CO2



（４）自治体・学校への導入

○地方公共団体率先対策導入事業

地方公共団体の施設において太陽光発電設備等の率先導入を図る。

○学校エコ改修事業（拡充）

全国のモデルとして小・中学校等において太陽光発電設備の導入を

含むエコ改修事業を行い、校区ぐるみの環境教育を推進する。

（５）太陽光発電の信用力・ブランド力を強化し、国民の支持を普遍化

○国民運動を通じた普及啓発

○ソーラー・ヘルプデスク

太陽光発電の導入について、気軽に相談できる窓口を設け、安心し

て導入できる体制を整備する。

３．施策の効果

CO の削減量に応じた助成と○ これまでの個々の設備補助を一歩進めて、 2

面的な普及を行うことにより、 。し、さらに地域ぐるみの CO 削減を顕在化2

○ 太陽光発電の大規模・集中導入とその共同利用を組み合わせた新たな

ビジネスモデルの創出。

○ 2010年に目標達成計画で導入を予定する４８２万ｋＷの太陽光発電を

確実なものとする。



街区まるごとCO2
２０％削減事業

大規模宅地

ソーラーマイレージ
クラブ事業

個人住宅

ソーラーヘルプデスク
国民運動により支持

（拡充）

情報基盤

メガワットソーラー
共同利用モデル

事業

率先対策
導入事業

新

新

学校エコ
改修事業
（拡充）

自治体・学校

再生可能エネルギー
高度導入モデル事業

大規模・集中導入

新

ソーラー大作戦５本の柱



PVシステムを核とした
CO2削減対策の面的推進
(ソーラー・マイレージクラブ事業)

国の支援

地域協議会

国民行動
の目安
（▲１０％）

国民運動国民運動

ＰＶによる発電

より多くのCO2削減 具体的なCO2削減
効果を実態として体感

削減効果の報告会

地域ぐるみの
CO2削減

助成

助成



CO2２０％削減事業

環境省

街区まるごと
CO2削減の対策
（太陽光発電他）
（優れた開発事業者を企
画競争によって選定）

開発事業者

住宅購入者

CO2削減の街

個別住宅の対策の集中
導入＋面的対策の導入
を街の開発段階で実現

||
新たな宅地開発モデル

開発条件追加設備整備
費用に補助

省CO2性に優
れた建売戸建・
集合住宅を分
譲

○大規模住宅地
・１００数十の戸建住宅
・数百戸の集合住宅



1MWの太陽光発電システム
（1.5ha)

東京ドーム25個分の森林相当
（120ha)

==

メガワットソーラー共同利用推進事業メガワットソーラー共同利用推進事業

青森県八戸市

高知県

福岡県大牟田市

宮崎県日南市

メガソーラー事業のシステム
構築に関する技術開発

長野県佐久市
環境省

様々な事業形態様々な事業形態
の事業化モデルの事業化モデル
○○分散設置型分散設置型
○○集中設置型集中設置型

民間事業者
メガソーラー事業

電気事業者

自治体

公共施設

・優遇税制
・公共施設での
電力利用
・遊休地の提供

環境省によるＦＳ
全国５ヶ所

メガワットソーラー
整備事業

・初期投資の
助成

余剰売電

一般単価

電力供与

協力単価

公的支援公的支援



（新）京都メカニズムクレジット取得事業交付金

（一般会計・石油特会） ４，２００百万円（０百万円）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

○ 京都議定書目標達成計画（平成１７年４月閣議決定）において、国内

対策に最大限努力してもなお目標達成に不足すると見込まれる差分

（△１．６％＝５年間で約１億トンCO２）については、京都メカニズム

を活用して対応することとしている。

○ 議定書の約束達成に京都メカニズムを活用するためには、個々の企業

ではなく、政府がクレジットを取得することが必要。また、温暖化対策

事業は、プロジェクトの立ち上げからクレジットの発生までに３～５年

の長期間を要するほか、事業の発掘や投資には専門的知識を要する。

○ このため、2006年度から外部機関を活用して効率的に政府がクレジッ

トを取得する制度を立ち上げることとする。

２．事業計画

○ クレジットは、以下のような手法を適切に組み合わせることにより調

達される。

①プロジェクト開始前にクレジット購入契約を締結する方式

②事前のクレジット購入契約の対象とならなかったクレジットを市場を

通じ調達する方式

③グリーン投資スキーム（クレジット代金を環境対策に使うという条件

で行う国際排出量取引）

○ こうした調達業務を適時適切に実施できるよう、毎年度予算において、

政府外部の機関に対して、本交付金を交付する。

３．施策の効果

○ 京都議定書目標達成計画において京都メカニズム活用量として予定し

ている基準年排出量比1.6％分（総計１億tCO2）のクレジットが取得でき

る。

○ 地球規模での温暖化対策の促進と途上国等の持続可能な開発への貢献



京都メカニズムクレジット調達制度の概要

政
府
（環
境
省
・経
産
省
）

・政府（環境省・経産省）が、クレジット調達に要する費用を、外部機関に交付金として交付。

・外部機関は、交付金の範囲内で費用効率的にクレジットを取得。具体的には、交付金の
範囲内でプロジェクト開始前にプロジェクト実施者とクレジット購入契約を締結し、その後、
毎年クレジットが発生・引き渡されるごとに代金を支払う（一部前払いあり）等の手法により、
調達業務を実施。

外部機関

CDM/JI/GIS
プロジェクトとのクレ
ジット購入契約

国際機関（世銀）や
JCF等への調達委託

流通市場での取引

①交付金 ②代金支払い

②クレジット③クレジット



（新）業務用冷凍空調機器フロン回収強化対策推進費

３５百万円（０百万円）

地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室

１．事業の概要

① フロン回収破壊法に基づく業務用冷凍空調機器からの冷媒フロンの回

収率が約３割と低迷していること、また、京都議定書目標達成計画にお

いて平成20年度からの５年間平均で60％以上の回収率を目標としている

ことから、現行法の問題点に対応する追加的措置を導入するため、フロ

ン回収破壊法の改正法案の平成18年通常国会への提出及び平成19年度中

の施行を目指している。

② 上記改正法の適切な施行に向け、平成18年度中に必要な政省令改正・

実施等に必要な調査・準備を行うとともに、新たに制度の対象となる事

業者、都道府県をはじめとする関係者に対し、説明会の開催や事例集の

作成・配布等により周知徹底を図る。

２．事業計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

１．導入する措置の詳細設計

２．対象事業者の実態把握

３．対象事業者等に対する普及啓発

３．施策の効果

① 業務用冷凍空調機器の廃棄、取次、フロン回収に関わる主体の責任分

担が明確となることにより、フロン回収率の向上が図られる。

② 京都議定書における温室効果ガスの排出削減目標の達成に寄与する。

③ オゾン層破壊物質の大気中への排出抑制により、オゾン層の保護・回

復に資する。



地球温暖化対策技術開発事業（競争的資金）（石油特会）

２，７１４百万円（２，６７６百万円）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

現在、我が国においては、京都議定書の６％削減約束の達成に向けて、

温室効果ガス排出量を削減するための各種の対策技術の導入普及に取り組

んでいるところであるが、依然として運輸部門・業務その他・家庭部門の

温室効果ガス排出量は増加傾向にある。

このため、既存の対策技術に加え、新たな対策技術の開発・実用化・導

入普及を進めていくことが必要不可欠であることから、基盤的な温暖化対

策技術の開発を公募により選定した民間企業、公的研究機関等に委託して

行う。

２．事業計画

○ 以下の技術開発分野ごとに、技術開発実施委託先を広く公募し、優れ

た技術開発の実施に係る提案と実施体制を有する企業、公的機関等を委

託先として、基盤的な温暖化対策技術の開発を行う。

(1) 省エネ対策技術実用化開発

・空調・照明（LED)）関係 等

(2) 再生可能エネルギー導入技術実用化開発

・水素・燃料電池社会の構築関係

・バイオマスエネルギー導入技術関係 等

(3) 都市再生環境モデル技術開発

（地域特性を踏まえた先導性・先見性が高い技術開発・実証）

・地域におけるエネルギーネットワークシステムの構築関係 等

○委 託 先：民間企業、公的研究機関（独立行政法人を含む）等

（公募により選定）

○委託内容：基盤的な温暖化対策技術開発

３．施策の効果

新たな温室効果ガス排出量削減対策技術の実用化が推進される。



地球温暖化対策技術開発事業

民間企業、公的研究機関等に以下の技術開発を委託
委託先は公募公募により選定

１．省エネ対策技術開発実用化開発

「空調・照明(LED)における横断的な省エネ対策技
術の実用化開発」等の省エネ対策技術の実用化を
目指した基盤的技術開発を行う。

「水素・燃料電池社会の構築に関する対策技術の実
用化開発」、「バイオ燃料等バイオマスエネルギー導
入技術の実用化開発」等の再生可能エネルギーの
導入技術の実用化を目指した基盤的技術開発を行
う。

「地域におけるエネルギーネットワークシ
ステムの構築に関する技術開発」等の地
域特性を踏まえた先導性・先見性が高い
地球温暖化対策技術に係る技術開発・技
術実証を行う。

２．再生可能エネルギー導入技術実用化開発

３．都市再生環境モデル技術開発



温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業（新規分）

（石油特会） ２，０００百万円（ － ）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

○ 国内排出量取引制度は、市場メカニズムを活用し、費用効果的かつ確実

に排出削減を実現できるとともに、京都メカニズムとリンクすることによ

り京都メカニズムの活用に対する動機付けにもなるという特長を有する。

○ 本補助は、自主参加型国内排出量取引制度を実施するためのもの。

自主参加型国内排出量取引制度は、①設備補助 ②削減の約束 ③排出

枠の取引 の３つをセットにすることにより、積極的に排出削減に取り組

もうとする事業者を支援し、費用効率的かつ確実に削減を実現しようとす

るもの。

○ 具体的な仕組みは以下のとおり。

・制度に参加する事業者は、一定量の排出削減を約束し、国内における省

エネ・代エネによる温室効果ガス排出抑制設備導入への補助（補助率

1/3）を受ける。補助採択に当たっては、費用効率性（補助額／CO2削減

量）を重視。

・参加事業者は平成18年度に設備を整備。平成19年4月に各事業者に取引

可能な排出枠を交付（随時取引可能）。

・平成19年度終了後、参加事業者は平成19年度の実排出量を算定し、検証

機関の検証を受ける。

・各事業者は、平成19年度の実排出量に応じた排出枠を提出（CDMクレジ

ットも活用可能）。提出できない場合には補助金を返還。

２．事業計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度
(2006年度) (2007年度) (2008年度)

･補助事業の公募採択 ・参加企業による温室 ・排出量の算定及び第三者
、設備整 効果ガス削減対策の 機関による検証（費用効率性を重視）

備の実施 実施 ・目標達成に必要な場合､排
･参加企業による基準 ・排出枠の交付と取引 出枠の最終取引
年排出量の算定･検証 ・最終取引後なお実排出量

に応じた排出枠を提出で
きない場合は補助金返還

・補助先 民間事業者

・補助率 １／３（原則１工場・事業場当たり２億円を上限）

３．施策の効果

○ 費用効果的かつ確実に追加的削減を実現

○ 国内排出量取引制度に関する知見・経験の蓄積



温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

政府が費用効率性を勘案して採択
※補助率１／３ H17

基準年排出量
(過去３年の平均)

削減予測量

この分に
ついて排
出枠が交
付される。

H15 H16 H19

～H18.4月 稼動（H19.4月～）

H20.5月末

終了（H20.3月）

⑤平成19年度
排出量の算定と
第三者検証
（H20. 4～5月）

①募集
・採択

③○設備整備期間
○基準年排出量の

算定と第三者検証 ⑥１週間程度の最
終取引期間：必要
な場合は排出枠等
の取引を行うこと
ができる。

削減対策実施期間（H19年度）

④排出枠の交付
参加企業は19年度
中、取引可能

⑦参加企業
は、実排出
量に応じた
排出枠等を
提出

②②温室効果ガス排出抑制温室効果ガス排出抑制
設備導入への補助設備導入への補助 ((１１/3)/3)

＜ポイント＞
○最終取引期間終了後、実
排出量に応じた排出枠等
を提出できない場合には、
支払われた補助金を返還

○他企業から購入した排出
枠やCDMクレジットを使用
することができる。

＜ポイント＞
○最終取引期間終了後、実
排出量に応じた排出枠等
を提出できない場合には、
支払われた補助金を返還

○他企業から購入した排出
枠やCDMクレジットを使用
することができる。

(設備補助申請の際必要な事項)
・排出削減予測量
・基準年排出量
（過去３年間の平均）
※参加は工場・事業場単位

（補助対象設備）
・省エネ・代エネによるCO2排出
抑制設備 （石油特別会計）
・予算総額：２０億円

自主参加型国内排出量取引制度の概要自主参加型国内排出量取引制度の概要



温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度基盤整備事業（ ・ ）一般会計 石油特会

１２４百万円（９９百万円）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

地球温暖化対策推進法の一部改正により平成18年４月から導入される温

室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度の着実な施行を図るため、平成

19年度の第１回報告に向けた基盤整備を行う。

具体的には、報告義務内容、排出量の算定方法等の周知を図るための業

種ごと・地域ごとの説明会の開催等を通じ、対象事業者による報告義務の

遵守に結びつけるとともに、制度の試行を実施して排出量情報の伝達が適

切に行われるかの検証、課題の検討を行う。

この他、対象事業者・非対象事業者における温室効果ガスの排出実態に

ついての調査・情報収集や、排出量等の集計、公表等のシステムの維持管

理等を行う。

２．事業計画

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

・改正地球温暖化対策 ・温室効果ガス排出量 ・対象事業者による排
推進法の成立・公布 の算定・報告・公表 出量の第１回報告

制度の導入 ・排出量の集計、公表
・対象事業者による算 等
定の開始

・政省令の整備 ・説明会の開催等を通 ・システムの維持管理
・排出量の算定・報 じた報告義務履行の 等
告、公表・開示のた 徹底 ・引き続き事業者への
めのシステム等の開 ・制度設計の検証 制度の周知
発 ・排出実態についての

・事業者への制度の周 調査・情報収集等
知 ・システムの維持管理

等

３．施策の効果

実効性のある制度運用を行うために必要な準備を行うことにより、本格

運用開始後における報告情報の分析を通じた地球温暖化対策の立案・実行

や評価・見直しに寄与するとともに、排出量等の情報の公表・開示を通じ

国民・事業者の排出状況に対する理解、各主体における自主的な取組を行

うインセンティブ・気運を高める。



温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度基盤整備事業

①対象事業者による報告義務履行の徹底

説明会の開催やパンフレット
・マニュアルの配布等により、
報告義務の内容、算定方法
等の周知徹底を図り、対象
事業者による報告義務の
遵守に結びつける。

②制度設計の検証

平成１９年度の制度の本格稼
働に向け、制度の試行を実施
することにより、情報の適切な
処理についての検証、課題の
検討を行う。

③排出量の捕捉状況等調査

制度対象となる事業者の把握を
的確に行うため、対象事業者及
び非対象事業者における温室効
果ガスの排出状況について実態
把握のための調査・情報収集を
行う。

④システムの維持管理等

排出量等の集計、公表用のシステムの
維持管理及び改良を適宜行う。また、
制度内外の事業者を支援するため、
「事業者からの温室効果ガス排出量算
定方法ガイドライン（試案）」の改訂に係
る検討を行う。



地球温暖化防止大規模「国民運動」推進事業（石油特会）

３，０００百万円（３，０００百万円）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

○ 地球温暖化への国民の関心には高いものがあり、国民の多くが京都議

定書という言葉を知っている。しかしながら、その一方で、広範な行動

参加までには至っていないのが現状であることから、温暖化防止の具体

的行動に結びつくよう広く国民運動を展開し、国民一人一人の意識改革

を行っていくことが重要。

○ このため、６月の環境月間を中心に、経済界を始めとする各界各層と

連携し、テレビ、新聞、ラジオ等を有機的に用い、温暖化の危機的状況

の周知と具体的な温暖化防止行動の実践を促す集中キャンペーンを実施

するもの。

○ 平成１８年度は、クール・ビズの定着、過剰包装の見直し、エコ製品

の選択の実践を集中的にＰＲする。

２．事業計画

２００５（平成１７）年度より実施。２００８年の京都議定書第１約束

期間に向けて、国民のライフスタイル・ワークスタイルを脱温暖化型に変

えることで、新たに２０人に１人が温暖化防止行動の実践を開始すること

を目標とする。

３．施策の効果

○ 予算の集中投下及び企業等の連携により、集中キャンペーン中、テレ

ビ・新聞・webサイト等で毎日地球温暖化情報を目にする程の徹底したＰ

Ｒが行われる。

○ 国民の２０人に１人（約６３０万人）が新たに具体的な温暖化防止行

動（６つのアクション）を実践することにより、年間約１５０万トンの

ＣＯ 削減につながる。２



地球温暖化防止大規模「国民運動」推進事業

A

B

C

D

E
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G

H

国民政府全体政府全体 『集中ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(ﾃﾚﾋﾞ･新聞・ﾗｼﾞｵ･Web等ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ集中投下)』

運
営
本
部

『6つのアクション』

企業C企業C

企業D企業D

企業A企業A

企業B企業B各種団体各種団体

【ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ】
小泉総理
小池環境大臣

【実施】
環境省・全府省
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地球温暖化対策
推進本部による
政府全体での取
組

統一ロゴマークを活用した多くの企業･
団体との連携

集中ｷｬﾝﾍﾟｰﾝと連動した企業の自主ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（連携ＣＭ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
等でのＰＲ）

政府による集中ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(6～8月ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ集中投下)



地球温暖化対策に係る次期枠組検討経費 ４４百万円（２７百万円）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

2013年以降の次期枠組みを、全ての国が参加する実効ある国際的な枠組

みとすることを目指し、各国における検討状況等の調査等を行いながら、

次期枠組みの検討を進め、国際交渉の進展に積極的に貢献する。

特に、京都議定書の発効を受け、次期枠組みに係る検討が急速に本格化

すると予測されることから、我が国においてもさらにその検討を充実・加

速させることが不可欠。

このため来年度は、今年度の成果を踏まえて事業内容を充実強化し、具

体的な次期枠組みのオプションを視野に入れながら、各オプションの優劣

の評価ができるよう、排出削減シナリオ毎の削減効果の検討等に新たに取

り組む。また、地球温暖化に脆弱な国々を含むアジア太平洋地域でのセミ

ナーを新たに開催して、共通の中長期目標を模索する。さらに、その普及

・実効性が課題となっている京都メカニズムの将来の在り方等についても

新たに検討を加える。

２．事業計画

平成 年 平成 年 平成 年17 18 19

（ 年） 年） 年）2005 (2006 (2007

・温室効果ガス排出 ・排出削減シナリオに沿った削減効 同左

削減シナリオの策定 果等の検討

・気候変動の影響・適 ・緩和策、適応策の検討 ※ 交渉の進

応策の検討 ・アジア太平洋地域でセミナー開催 展に応じた

・京都メカニズムの将来の在り方 検討

※ 交渉の進展に応じた検討

３．施策の効果

① アジア太平洋諸国における、次期枠組みに対する共通理解の促進

② 次期枠組みの構築に関する国際交渉における我が国のリーダーシップ

の発揮



地球温暖化対策に係る次期枠組検討経費

全
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次期枠組みに係る国際交渉スケジュール

2005 遅くとも2005年までに交渉開始（京都議定書第３条９）
2006 次期枠組みへ向けた交渉が本格化する見込み

2002～2007 2008～2012
第１約束期間

2013～
第２約束期間

•排出削減シナリオに沿った削減効果等の検討
•今後の緩和（削減）、適応措置
•アジア太平洋諸国を対象としたセミナー開催
•途上国・米国が参加しうる枠組みの検討
•京都メカニズムの将来の在り方等

•排出削減シナリオに沿った削減効果等の検討
•今後の緩和（削減）、適応措置
•アジア太平洋諸国を対象としたセミナー開催
•途上国・米国が参加しうる枠組みの検討
•京都メカニズムの将来の在り方等

京都議定書の削減約束の確実な達成京都議定書の削減約束の確実な達成

2005



日米気候変動問題セミナー実施事業費 ２０百万円（１８百万円）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

米国の京都議定書への復帰、次期枠組みに関する交渉への参画を促す基盤

を築くため、多様なレベルにおける日米間のチャンネルを構築するもの。

具体的には、日米の政府機関、州、企業、シンクタンク等の専門家、研究

者、担当者等からなるセミナーを開催するとともに、日米共通の政策課題に

ついて米側との共同プロジェクトを実施し、米国の前向きな姿勢を引き出す。

○ 日米気候変動問題セミナーの議題例：

・ 日米双方の国内取組に関する情報・意見交換

・ 実効性ある地球温暖化対策に向けた共通認識の醸成

・ 米国における制度設計と京都議定書に基づく制度設計との整合性確

保等

２．事業計画

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年～

（2003年） （2004年） (2005年） (2006年）

・セミナー ・セミナーの開催 ・継続 ・継続

の開催 ・共同プロジェクト ・継続 ・継続

の実施

※米国大統領選挙 ※第二約束期間の ※米国議会選挙

交渉開始

３．施策の効果

多様なレベルにおける日米間のチャンネル構築を通じて、米国が京都議定

書や次期枠組み作りの交渉などに参加するための基盤づくりを図るとともに、

米国内の多様なレベルで進められている温暖化対策に関する情報を把握し、

我が国における各種施策・対策の参考とする。



アジア地域の主要排出国との気候変動問題セミナー実施事業費

３２百万円（１２百万円）

地球環境局地球温暖化対策課

１．事業の概要

今年２月に京都議定書が発効し、2013年以降の次期枠組みに主要途上国を

いかに巻き込むかが主要な課題になりつつある。また、Ｇ８グレンイーグル

ズサミット（７月６～８日）においては、地球温暖化対策について、Ｇ８と

新興経済５か国とのパートナーシップを強化するための対話を推進すること

が合意された。これらを踏まえ、アジア地域の主要排出国との連携の大幅な

強化を図るため、セミナー対象国を拡大するとともに、具体的な協力方策の

検討を進めることにより、中国、インド等と日本との信頼関係を醸成すると

ともに、次期枠組み交渉に当たっての日本のリーダーシップを発揮する。

２．事業計画

平成１７年度 平成１８年度～ 平成１９年度～

（2005年） （2006年） （2007年）

セミナー開催 左記に加え、 同左

・排出量の現

状及び将来 ・気候変動影響の評価及び適応策の検討 ※交渉の進展に

予測の把握 ・CDMプロジェクトの課題と将来のあり方 応じた検討

・削減対策の ・共益政策の抽出推進

検討 ・途上国が参加する国際枠組みの検討

３．施策の効果

○中国、インド、インドネシア、韓国など、アジア地域における主要排出国

との信頼の醸成

○アジアの先進国として次期枠組み構築へ向けた具体的貢献を示すことで、

次期枠組みに関する国際交渉において、リーダーシップを発揮



＜事業のスキーム＞

アジア地域の主要排出国とのセミナー開催を通して、中国、インド等と日本との信頼関
係を醸成するとともに、本事業を通じ、今後の次期枠組み交渉に当たっての日本の
リーダーシップを確立する。

国別排出量（２００２年）

その他

23.9%

インド

4.4%
日本

4.9%
ロシア

6.4%

インドネシア

1.3%

アメリカ

23.9%

中国

14.5%

ドイツ

3.5%

イギリス

2.3%
イタリア

1.8%
フランス

1.6%

EUその他

4.3%

カナダ

2.1%

韓国

1.9%

オーストラリア

1.4%

メキシコ

1.6%

全世界のCO2排出量
２４１億トン

（二酸化炭素換算）

EU15ヶ国

  13.6%

凡例

議定書未批准

削減義務あり

削減義務なし

今後のCO2排出量の予測

0
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

年

5

10

15

20

25
CO2排出量 (炭素換算10億トン)

先進国

開発途上国

0
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

年

5

10

15

20

25
CO2排出量 (炭素換算10億トン)

先進国

開発途上国

＜今後の対策の鍵をにぎるのは途上国＞
特に、アジア地域は中国、インド等が今後も成長を
続けるため、現在も大量に排出しているが、さらに
伸びると見られており、対策の促進が必要。



（新）気候変動影響モニタリング・評価ネットワーク構築等経費

４００百万円（０百万円）

地球環境局総務課研究調査室

１．事業の概要

気候変動国際交渉、地球観測サミット、総合科学技術会議意見具申、京都

議定書目標達成計画、APFED、G8サミット等において気候変動について観測・

監視によって的確に把握し、その知見を国内外の対策に活かすべきと指摘さ

れていることを踏まえ、気候変動分野（特に影響）の監視、評価、情報提供

を行うシステムを関係府省・機関の連携の下、国内及びアジア太平洋地域レ

ベルで構築することが喫緊の課題である。このため、以下に掲げる事業を関

係府省・機関と連携して総合的に実施し、気候変動影響モニタリング・評価

ネットワークを構築する。

２．事業計画

(1)気候変動影響監視評価センターの設置

地球温暖化分野に係る地球観測について、統合された観測を推進するた

め、関係府省・機関の連携拠点を立ち上げ、事務局を設置する。

(2)気候変動影響評価パートナーシップ推進事業

アジア太平洋地域を中心に、温暖化影響の早期観測、気候変動影響予測

などの地球変動研究や途上国専門家の能力開発を推進。

(3)地球観測モニタリング推進体制支援型の設立(地球一括計上の特別枠)

連携拠点による実施計画に基づき、地球温暖化分野を中心に、関係府省

が連携して体系的に実施すべき地球観測事業を推進

３．施策の効果

（１）総合科学技術会議「地球観測の推進戦略」を踏まえ、国内の関係府省

・機関が密接に連携しつつ、政策ニーズを踏まえた地球観測を、国際的

な連携のもと統合的・効率的に推進する体制整備に貢献。

（２）地球温暖化影響に対して脆弱なアジア太平洋地域途上国におけるモニ

タリング・影響評価能力の向上を図ることにより、国際的取組に寄与し、

気候変動対策に係る将来の国際枠組み構築の議論に貢献。

（３）地球温暖化に関する最新の観測データ、科学的知見を迅速かつ分かり

易く国民に提供し、地球温暖化問題の深刻さ、対策の必要性に関する国

民の理解、意識の啓発と行動の喚起に貢献。



データ解析

開発途上国における影響監視評価
システムの構築

能力開発、共同研究
(APN, etc)

気候変動影響監視評価センター（仮称）@国環研気候変動影響監視評価センター（仮称）@国環研

G8、IPCC、COPプロセス、地球観測サミットプロセス等への貢献

気候変動影響モニタリング・評価ネットワークの提唱

欧州・アフリカ

アジア太平洋

南北アメリカ

世界３地域のネットワーク

気象データ

化学データ（温室効果ガス濃度等）

影響データ（健康、生態系、農業）

社会経済データ、等

モニタリング

日本

開発途上国（アジア太平洋地域）

モデル解析、等

気候変動影響の現状、将来
予測

影響（脆弱性）評価

アウトプット

適応、緩和措置の検討に対
する情報提供

地球観測実施計画へのイン
プット、等

関係府省・機関と連携して、統合された地球観測を推進

評価

日本：アジア太平洋地域をカバー



（新）北東アジアにおける環境管理基盤の構築

１３百万円（０百万円）

地球環境局環境保全対策課環境協力室

１．事業の概要

平成16年12月に行われた第6回日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）で、TEM

Mの下に三カ国による作業部会（TEMM北東アジア地域環境管理作業部会）をお

いて北東アジアの環境管理の枠組みづくりに向けた検討を進めることが合意

された。本事業では、ASEAN、NAFTA、EU等世界の他の地域の枠組みの事例を

踏まえつつ、当地域に適した枠組みの在り方を検討し、作業部会に日本の知

見として提供する。また、日中韓を中心とした北東アジア各国の具体的な環

境管理上の課題や環境政策のレビューを共同で行い、各国の施策の向上を図

るとともに、その課題についての地域協力を促進し、ひいては地域全体の環

境管理レベルの向上を目指す。

２．事業計画

①TEMM北東アジア地域環境管理作業部会への日本の知見をインプット

・既存の多国間、二国間協力の調査、整理

・他地域の事例を参考としつつ、あり方の提言作成

②地域各国の環境管理政策レビューと政策協議

・個別の課題に関する環境状況・政策レビュー

・北東アジア環境管理政策フォーラムの開催

３．施策の効果

①北東アジア地域の各国が共有している環境問題についての情報共有、問

題解決に向けた政策対話、環境管理に必要な技術の交流などを通じて、

北東アジア地域の環境の改善に寄与する。

②今後も著しい経済成長に伴い環境への負荷の増大が懸念されている東ア

ジア地域において、国境を越えた地域レベルでの環境管理の仕組みの改

善のための基盤が形成される。



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

北東アジア地域の環境管理 

ロシア 北朝鮮 

モンゴル 

①作業部

・既存の

・他地域

・目指す

 

②各国政策レビューと政策協議 
・各国政策レビュー 

 

将来

・分野

・各国
 

TEMM 北東アジア地域環境管理作業部会 

地域の環境管理のあり方と、これに向けた 
TEMMプロジェクトの推進方法を提言 

日中韓三カ国 

環境大臣会合 

（ＴＥＭＭ） 

TEMM 

プロジェクト 

日本 
韓国 

中国 

日中韓の取組 
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北東アジアの国際協力 
の好事例の反映方法 
べきあり方 

・課題別協力体制強化の検討 
・フォーラム開催（啓発、ネッ

トワーク強化） 

の北東アジア地域の環境管理の枠組み構築に向けた取組の推進 

別地域協力の発展 

関連政策の発展 

 



（新）地域環境管理支援戦略策定費 ３３百万円（０百万円）

地球環境局環境保全対策課環境協力室

１．事業の概要

複数国にまたがる地域における国際河川の水質汚濁、土壌劣化等の環境問

題については、関係する各国によって環境制度、経済／社会的状況等が異な

ることから、統合的な対策を取ることが困難な場合が多く発生し、対策が先

送りになる状況も多くあった。

これまで途上国の環境保全を支援するに当たって、我が国のＯＤＡは二国

間の援助であることから、国別援助計画等も、基本的には一つの国家の枠内

での環境保全計画の立案が行われるに留まっていたが、今後は、環境状況の

共通した地域を一括りで捉えて環境管理を考えるという視点の必要性が増す

と考えられる。こうした方向性は、「第５回アジア太平洋環境と開発に関す

る閣僚会議（MCED2005）」の宣言における地域に着目した環境保全イニシア

ティブなどにすでに現れている。

本事業では、重要な地域環境問題の存する地域を採り上げ、地域環境管理

という視点で環境と開発の統合を支援する対応戦略づくりを行い、域内でモ

デルエリアを選定し地域の気候風土／社会状況等にあわせた適正な環境技術

の検証試験を実施し、その環境管理が実効的に機能するよう、確立した適正

技術の普及・定着、住民等の意識啓発、環境管理に係る人的・組織的対処能

力向上等の研修を展開し、さらにその成果を地域レベルの環境ＯＤＡ事業の

枠組み検討へつなげ、ＡＳＥＡＮ＋３その他の機会を通し多様な主体に働き

かけることにより、各地域における環境保全へ向けて国際貢献を行う。

２．事業計画

・地域における重要な環境問題（例えば、メコン川流域開発や中央アジア

における土壌劣化等）に関する状況把握と対策ニーズ調査等の実施（年

度計画を策定し実施）

・環境管理方策支援戦略策定検討会を設置し、地域における環境管理方策

の検討、適正環境技術の選定、モデルエリアにおける検証と成果普及

（セミナー等の開催）

・地域レベルの環境ＯＤＡ事業の枠組み検討

３．施策の効果

・地域の主体に対する環境保全能力の増進と持続可能社会の構築支援

・地域の環境保全に資する開発技術計画や開発事業等の案件形成への貢献

・我が国と地域とのパートナーシップの強化



事業概要事業概要

現地ワークショップ等
ＮＧＯ等との連携
環境保全意識啓発
技術的知見の移転

現地ワークショップ等
ＮＧＯ等との連携
環境保全意識啓発
技術的知見の移転

検討会／現地調査
地域管理方策の社会学的
側面からの対策検討

検討会／現地調査
（モデルサイト）

適正技術の確立に向けた検証、
技術改良、検討等

ＮＧＯ等強化
地方政府、住民等
の環境保全意識
向上

地域環境管理方策支援戦略地域環境管理方策支援戦略 適正技術の
移転・普及

技術的知見技術的知見

本邦人材の育成

社会科学的知見社会科学的知見



（新）東アジア酸性雨等環境管理に向けた枠組み構築事業費

４０百万円（０百万円）

地球環境局環境保全対策課

１．事業の概要

本年７月の中央環境審議会答申において、国際環境協力の今後の展開に関し

ては、我が国が東アジアの環境管理の仕組みの改善に重点を置いて、リーダー

シップを発揮すべきとの方向性が示された。このためには、まず、東アジア地

域共通の懸念事項である酸性雨等の越境大気汚染問題に対して、東アジア酸性

雨モニタリングネットワーク（ＥＡＮＥＴ）等、既に積極的に進められている

活動を基盤として、先導的に環境管理の枠組みを構築することが有意義である。

ＥＡＮＥＴについては、本年１１月に新潟で開催される政府間会合において、

設立の法的基盤の強化（地域協定化）を目指した検討の開始と、中期的な取組

に関する計画について合意する予定である。

このため、来年度からは、協定化等の枠組み強化の検討を促進するため、協

定化へ向けた戦略検討や、協定化に向けたより体系的な活動の展開を進める。

２．事業計画

ＥＡＮＥＴ協定化等については参加国間の様々な意見があることから、関係

国からなる議論をリードするグループを設置し、戦略の検討及び議論促進を図

る。また、各国からの排出量把握及びその影響の把握及び推定について、各

国協働で取り組むことにより、協定化の必要性を示す知見を共有し、かつ、

作業の協働実施により、各国の環境管理向上に資する。

H18 H19 H20 協

議論をリードするグループの形成と戦略検討 定

協定化の必要性等に係る知見共有事業 化

～各国環境管理能力向上にも資する 交

①排出量把握・精度向上等技術指導 ②東アジア各国の 渉

研究者による汚染物質の越境移動に係るシミュレーション

結果の比較 ③経済損失等の影響に関する共同研究

３．施策の効果

酸性雨等への各国の対応を改善することにより、東アジア地域における環境

管理能力の向上に寄与することが期待できる。



○各国施策立案のためのキャパシティ・ビルディングを協働して行っていく。

地域協定化

東アジア酸性雨等環境管理に向けた枠組構築
平成17年度 18年度 19年度 20年度

○ＥＡＮＥＴ協定化等については参加国間の様々
な意見があることから、関係国からなる議論を
リードするグループを設置し、戦略の検討及び議
論促進を図る。（★ 戦略検討及び会議開催）

★ 新規予算要求
※ 拠出金等対応

国際環境協力専門委員会報告
・東アジアの重要性

議論をリードするグループによる戦略の検討

平成17年11月
第７回政府間会合

（新潟）

協定化フィージビリティス
タディ
協定化等の枠組みにつ
いての検討開始に合意
(仮称：新潟ﾏﾝﾃﾞｰﾄ）

中期計画
今後５年間の活動計画
→今後の活動計画を示す
ことにより、各国からの
資金拠出を促進

①排出量の把握等
排出量把握のためのＥＡ
ＮＥＴガイドラインの策
定、国別作成支援、日本
からの専門家派遣等
（★ ガイドライン策定
調査、国別ＷＳ、専門家
派遣）

③酸性雨被害に
よる経済損失等
影響調査
農作物被害の
蓋然性とその経
済損失等、調査
研究
（★共同調査研
究）

②東アジア各国の研究者
による汚染物質の越境移
動に係るシミュレーション結
果の比較相互理解の促進
これまでに開発したモデ
ルを用いて、東アジア各
国のデータをインプット
し、結果を比較
(★共同調査研究)

第８回政府間
会合 ※

第１０回政府間
会合 ※

第９回政府間
会合 ※

概ね３年以内
に結論を得て
協定化に進む

協定化の必要性等に係る知見共有のための事業



アジア太平洋環境開発フォーラムセカンドステージ（APFEDⅡ）活動推

進費 １４８百万円（１２８百万円）

地球環境局総務課

１．事業の概要

アジア太平洋地域のより衡平で持続可能な開発モデルを提示することを目

的に設立されたアジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）は、橋本龍太郎議

長の下、各国の有識者による議論を行い、2004年末に、100を超す具体的提言

等からなるAPFED最終報告書や、提言実践の為の枠組等を取りまとめ、その成

果は2005年3月に開催されたアジア太平洋環境と開発に関する閣僚会議等にお

いて高い評価を受けた。

この最終報告書等の取りまとめを受け、APFEDの第二段階の活動（APFED

Ⅱ）として、持続可能な開発に関する知識や経験をアジア太平洋地域の様々

な主体と共有するための「各界関係者交流メカニズム」、及び、持続可能な

開発に関する政策や事業の成功例 / 失敗例についての情報収集や共同研究を

行う「持続可能な開発知識イニシアティブ」の準備を進めているところ。

更に、地域内の各国・各主体で実施される持続可能な開発に向けた取組を

支援するため、提言実践のための枠組みの一つである持続可能な開発の革新

的アイデアの試験的実施 / 検証に向けた取組として、「持続可能な開発の為

の革新的な取組ショーケース」促進事業を実施する。

２．事業計画

平成１７年度より「各界関係者交流メカニズム」、「持続可能な開発知識

イニシアティブ」の実施に向けた準備を進めているところ。

平成１８年度からは、更に「持続可能な開発の為の革新的な取組ショーケ

ース」の促進事業を進める。

３．施策の効果

アジア太平洋地域の様々な主体による、この地域に相応しい持続可能な開

発の実現に向けた取組を促進する。またこれにより我が国のアジア太平洋地

域における環境保全に関する国際協力の推進に貢献する。



漂流・漂着ゴミに係る国際的削減方策調査費

１９百万円（１９百万円）

地球環境局環境保全対策課

１．事業の概要

漂流・漂着ゴミは、海浜景観を損なうだけでなく、海洋環境の保全の面か

らも国際的に問題視されている。我が国の海岸にも日本海側を中心として外

国から漂着したゴミが見られるが、この問題へ対応していくには、近隣諸国

や国連環境計画等と協調した取組を行っていくことが必要不可欠である。

このため漂流・漂着ゴミの削減に向けた国際的な協力関係を構築すること

を目的として、以下の調査等を実施する。

（１）漂着ゴミの実態調査

我が国海岸への海外からの漂着ゴミの実態調査を行う。

（２）漂流・漂着ゴミの予測手法検討

ゴミの漂流ルート等を推定するシミュレーションモデルを構築する。

（３）漂流・漂着ゴミ問題に関するﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝﾃﾝﾂ及びﾘｰﾌﾚｯﾄの作成

現状の問題等を紹介し、国民及び近隣諸国への啓発を図る。

（４）国際ワークショップ等の開催

中国、韓国、ロシアや国連環境計画の北西太平洋地域海行動計画

（ＮＯＷＰＡＰ）との協力の枠組みの構築を図る。

２．事業計画

検 討 事 項 17年度 18年度 19年度

①漂着ゴミの実態調査

②漂流・漂着ゴミの予測手法検討

③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝﾃﾝﾂ、ﾘｰﾌﾚｯﾄの作成

④国際ワークショップ等の開催

３．施策の効果

漂流・漂着ゴミに関する関係国間の共通認識が形成され、削減に向けた

国際的な協力関係が構築される。



漂流・漂着ゴミに係る国際的削減方策調査費漂流・漂着ゴミに係る国際的削減方策調査費

ゴミの漂流予測シミュレーションモデルの構築

漂着ゴミの実態調査

実
態
調
査
の
デ
ー
タ
を
イ
ン
プ
ッ
ト

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
精
査

・シミュレーションモデルの
精度向上

・発生源の推定
・漂流経路の推定
・我が国における漂
着量の推定
・漂着ゴミの調査手法
確立

政
府
担
当
者
レ
ベ
ル
の
会
合
の
開
催

国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催

（
関
係
諸
国
等
か
ら
専
門
家
を
招
請
）

専門家レベル
の会合の成果
を活用

ホームページの開設、リーフレットの作成

国内外への啓発

漂
流
・漂
着
ゴ
ミ
の
削
減
に
向
け
た

国
際
的
な
枠
組
み
を
形
成



3ヶ国の事業を3グループ

に分けて実施

３Ｒイニシアティブ国際推進費 １３２百万円（６８百万円）

廃棄物･リサイクル対策部 企画課

１．事業の概要

Ⅰ．アジア各国との３Ｒ推進のための計画/ビジョン策定支援

○アジア各国の行政担当者との政策対話を通じて、３Ｒ推進のための計画

/ビジョンの策定を支援あるいは協力

Ⅱ．３Ｒに関する技術移転

○アジア各国の行政官・技術者を対象に教材等を作成し、３Ｒ技術を普及

○推進協議会の設置・運営により、他の機関の事業を含めたｷｬﾊﾟｼﾃｨﾋﾞﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞの効率的な推進

Ⅲ．アジア資源循環研究推進事業

○アジアの資源循環に関する研究を推進

○「東アジア循環社会研究ネットワーク（仮称）」を構築

２．事業計画

17 18 19 20 21

Ⅰ 事前調査 政策対話 計画策定

Ⅱ ニーズ把握・資料作成

データベース作成 データベースの管理

３Ｒ推進協議会の設置・運営

Ⅲ ３Ｒ研究国際推進プロジェクト（研究の実施）

研究交流ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催

３．施策の効果

○アジア地域における３Ｒの推進

○アジア各国で３Ｒ政策を担える人材の増加

○３Ｒに関する国際的な研究の推進による科学的基盤の強化

○政策担当者レベル、研究者レベルでのアジア各国間の連携の強化



３Ｒイニシアティブの国際展開３Ｒイニシアティブの国際展開
課題克服の課題克服の
アプローチアプローチ３Ｒ推進の課題３Ｒ推進の課題 具体的な事業内容具体的な事業内容

① 各国の実情に対
応した３Ｒの推進

② 先進国と開発途上
国との協力

③ 国、自治体、企業、
ＮＧＯ、研究機関
等関係者の協力

④ ３Ｒに関する研究・
科学技術の推進

⑤ 国際流通における
障壁の低減、適正
処分

計画策定支援
担当者の能力強化

３Ｒ技術の移転

担当者の交流、
対話の場づくり

研究ネットワーク

の構築

廃棄物の管理
ルールの策定

３Ｒイニシアティブ
国際推進事業

Ⅰ．アジア各国の
３Ｒ推進のための
国家計画策定支援

Ⅱ．３Ｒに関する技術移転

Ⅲ．アジア資源循環
研究推進事業

科学研究費補助金におけ
る３Ｒイニシアティブ特別
枠の新設 (廃対課)

アジアにおける資源循環
の推進方策に関する戦略
的検討 (適正室)



世界の水環境保全のための国際的活動経費１２８百万円（９１百万円）

水環境部水環境管理課・企画課

１．事業の概要

世界の水環境については、近年各地で、急激な人口増加ともあいまって

量の不足、水質汚濁、水辺の生態系の変化など様々な問題が顕在化してい

る。これらの水を巡る問題を解決し、世界の水環境を適正に保全していく

ために、各国の対策や日本等の援助策の実効が挙がるよう、各国の水環境

管理施策の向上を支援することが必要である。

本事業は、上記の課題への対応として、①「アジア水環境パートナーシ

ップ事業」：水質モニタリングや汚濁防止技術などの情報を収集整理し、

関係諸国が共有可能なデータベースを構築、②「世界水フォーラム」など

の世界の水問題に関する国際会議における、日本の取組や「アジア水環境

パートナーシップ事業」の取組の積極的な情報発信、③世界の水環境保全

における日本の今後の取組の方向についての検討を行っているものである。

さらに、平成１８年度から新たに、④「水質汚濁等問題調査診断事業」

：世界の水環境問題の解決に向けて、問題を抱えた地域に対するコンサル

ティングを行う、⑤「きよらかな水辺のまち推進事業」：国内の地域住民

等による先進的な地域水辺保全の取組を選定し、国際会議などの場で積極

的に情報発信する、の２事業に取り組む。

２．事業計画

（１）アジア水環境パートナーシップ事業 平成１６～２０年度

（２）「世界水フォーラム」などの国際会議における水環境保全活動の

情報発信 平成１７～２０年度

（３）世界の水環境保全のための調査研究 平成１７～２０年度

（４）水質汚濁等問題調査診断事業〈新規〉 平成１８～２０年度

（５）きよらかな水辺のまち推進事業〈新規〉 平成１８～２０年度

３．施策の効果

アジア地域をはじめとする世界各国の水環境管理施策が向上することに

より、世界の水環境が適正に保全される。



世界の水環境保全のための国際的活動」の概要「

◎世界の水環境については、近年各地で、急激な人口増加ともあいまって量の不
足、水質汚濁、水辺の生態系の変化など様々な問題が顕在化している。

◎水は、命を養う最も基本的な生活基盤であるが、世界では、清潔な水を得るこ
とができない人々がむしろ増えている状況。２１世紀に国際社会が取り組むべ
き重要課題として捉えられ 「２１世紀は水の世紀」といわれている。、

↓

世界の水環境を適正に保全していくために、日本（環境省）が、各国の対
策や日本等の援助策の実効が挙がるよう、各国の水環境管理施策の向上を支
援することが必要

↑

・水環境対策の最先進国として、経験と技術を多くの地域に最大限伝えてい
くことが日本の使命

・地域の水問題は地球環境全体の問題でもあり、日本は国際社会に責任を有
する国として、現に世界各地で起こっている水問題の解決の支援に積極的
に取り組む。

（１）アジア水環境パートナーシップ事業
アジアモンスーン地域を対象として、水質モニタリングや汚濁防止技術な

どの情報を収集整理し関係諸国が共有可能なデータベースを構築する。

（２）水環境保全活動の情報発信
「世界水フォーラム 「国連・水と衛生に関する諮問委員会」など世界」、

の水問題に関する国際会議やそのフォローアッブ会合において、日本の取組
や「アジア水環境パートナーシップ事業」の取組を積極的に情報発信する。

（３）世界の水環境保全のための調査研究
世界の水環境保全における日本の今後の取組の方向についての検討とし

て、世界の水環境問題の課題の整理や行動面・財政面での支援のあり方など
についての調査研究を行う。

（４）水質汚濁等問題調査診断事業（ 年度から新規）18
世界の水環境問題の解決に向けて、問題を抱えた地域に対するコンサルテ

ィングを行う。

（５）きよらかな水辺のまち推進事業（ 年度から新規）18
国内の地域住民等による先進的な地域水辺保全の取組を選定し、その経験

やノウハウを国際会議などの場で積極的に情報発信する。



黄砂対策推進費 ３５百万円（２８百万円）

地球環境局環境保全対策課

１．事業の概要

近年、中国を始め、韓国、日本でも被害が急激に拡大している黄砂は、日本、

韓国、中国及びモンゴルの共通関心事項である。現在、これら４か国及びＵＮ

ＥＰ等の国際機関によって「アジア開発銀行（ＡＤＢ）－地球環境ファシリテ

ィ（ＧＥＦ）黄砂対策プロジェクト」が実施されており、モニタリングネット

ワークが構築・運営されるとともに、今後、実際に中国・モンゴル国境で、実

際に黄砂に関する発生源対策の各種技術を施工し、その効果を把握する実証プ

ロジェクトの実施が予定されている。

このような背景の下、以下の事業を実施する。

①ライダー装置（レーザー光線により上空の黄砂の分布をリアルタイム

で観測する装置）による国内での黄砂モニタリングネットワークの整備、

運営

②国際黄砂モニタリングネットワークの確立

ライダーネットワークで得られたデータを、日本、韓国、中国、モンゴ

ルの４か国で検証・交換を行うスキームについて、国際ワークショップ等

を開催して検討

③黄砂発生源技術に係る優良事例の交換及び共有促進のための支援【新規】

黄砂発生源対策のための個別技術の選択において、生態系保全という観

点が十分取り込まれるよう、優良事例を収集・整理し、技術評価を行うと

ともに、国境でのプロジェクトへの適用可能性について検討を行う。

２．事業計画

項 目 15・16 17 18 19 20 21

年度 年度 年度 年度 年度 年度

国内ライダー装置設置

ネットワークの確立

技術評価・適用性検討

優良事例交換・共有促

進

３．施策の効果

国際的な連携に基づいて、発生源対策地域における効果的な対策の実証が行

われるよう措置する。実証地点の当該国が実証結果を他地域にも応用すること

。により、黄砂に関する発生源対策に資することが期待される



黄砂発生源技術に係る優良事例の交換及び共有促進のための支援【新規】

優良事例調査・検
討（環境省が調査

実施）

中国モンゴル国境で
の実証プロジェクト

実施
（アジア開発銀行／
地球環境ファシリ
ティが対策をパイ
ロット実施）

インプット

他地域での応用
（中・モが、国内予
算措置及び他の国
際機関にプロジェク

ト要請）

他のプロジェクトへ波及

○中国及びモンゴル等発生源地域の生態系保全に配慮した黄砂発生
対策に係る技術評価・選択（技術事例）

○中国・モンゴル国境：発生源対策技術実証プロジェクト
・計画及び実施内容については、日本、韓国、中国及びモンゴルの政府職員及
び専門家による委員会が検討。日本からインプット。

Straw Straw 
checkerboardcheckerboard

・禁牧による植生回復
・草方格（麦わら等を格子状に砂中
に差し込み、砂の移動を抑制

○中国及びモンゴルにおける発生源対策技術の普及
・優良事例調査結果が反映された実証プロジェクト検討結果及び実施結果をも
とに、中国及びモンゴルが、国内措置または他の国際機関等に対策実施プロ
ジェクトを要請。



（新）持続可能な森林経営に向けた国際的な行動規範等策定調査費

１２百万円（０百万円）

地球環境局環境保全対策課

１．事業の概要

１９９２年の地球サミットの森林原則声明で「持続可能な森林経営（ＳＦ

Ｍ）」の理念が打ち出された。本年５月の第５回国連森林フォーラム会合

（ＵＮＦＦ）において、ＳＦＭを促進するための森林に関する国際的な法的

枠組み（森林条約）の総括的検討がなされたが、条約交渉開始の合意が得ら

れなかった。これは、合意の基礎となるＳＦＭの不可欠かつ最低限の要素

（最低基準、ミニマムスタンダード）について各国のコンセンサスが得られ

なかったことが一つの原因となっている。

このため、ＳＦＭの環境的な側面からの最低基準を検討するとともに、自

主的に取り組むべき事項をまとめた「行動規範」を検討し、ＵＮＦＦ等にお

ける行動規範に関する議論に活用・貢献する。

なお、本年のＧ8サミットのコミュニケに、違法伐採対策の推進が盛り込ま

れた。これを受け、今後は木材の合法性や、ＳＦＭの証明方法、各国におけ

る違法伐採対策の進捗状況の評価と経験の共有が課題となっている。ＳＦＭ

の最低基準や行動規範の検討を行う本調査の成果は、違法伐採対策にも活用

できる。

２．事業計画

３．施策の効果

ＳＦＭの最低水準、各国における具体的取組を促進するための「行動規

範」を提案することにより、ＵＮＦＦ等における世界の森林保全のための国

際的な法的枠組み作りの議論に貢献するとともに、ＳＦＭに向けた各国の具

体的行動を促す。また、Ｇ8における国際的な違法伐採対策の取組にも貢献す

る。

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

(2)行動規範の検討
　他の国際的・各国の行動規範調査
　国際的に合意可能な行動規範の検討
(3)国際的な法的枠組み構築のための提案
　受け入れ可能な基準・指標、行動規範
　について合意形成、まとめる
ＵＮＦＦ会合日程 ＵＮＦＦ(６)、７ アジア地域会合 ＵＮＦＦ８

(1)ＳＦＭの基準・指標の調査
　国際機関・森林認証等調査



持続可能な森林経営に向けた国際的な行動規範等策定調査

Ｈ１８

２００６年(H18)
UNFF7

２００７年(H19)
UNFFアジア会合

２００８年(H20)
UNFF8

ロシア・サミット
（専門家会合）

ドイツ・サミット 日本・サミット

G８等

活 用

国連森林フォーラム（ＵＮＦＦ）継続 (UNFF6は２００６年２月開催予定）

Ｈ１９ Ｈ２０
活 用

行動規範の

提 案

Ｇ８による国際的違法伐採対策の検討にも活用

（２）行動規範案の策定
・国際的・各国の行動規範等の検討
・国際的に合意可能な行動規範案の検討
（３）森林条約構築のための提案の検討
・総合的分析、まとめ
・国際ワークショップ開催による合意可能な
基準、指標や行動規範案をパッケージとし
てまとめる

（１）持続可能な森林経営（ＳＦＭ）について
の基準・指標の調査
・国際機関・森林認証制度、地域ごとのイニ
シアチブのSFM基準・指標等
・海外ＮＧＯの基準・指標の取組調査
・国際ワークショップの開催等による情報の
共有と最低基準の検討
（２）行動規範案の策定
・国際的・各国の行動規範等の検討
・国際的に合意可能な行動規範案の検討

（１）持続可能な森林経営（ＳＦＭ）につ
いての基準・指標の調査
・国際機関・森林認証制度、地域ごと
のイニシアチブのSFM基準・指標等
・海外ＮＧＯの基準・指標の取組調査



(新)容器包装に係る３Ｒ推進事業費 ９０百万円（０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室

１．事業の概要

現行容器包装リサイクル法は、施行後10年の間に、最終処分量抑制等に

一定の効果を上げてきた。しかし、最終処分場のひっ迫は依然として深刻

であるとともに、発生抑制・再使用が進んでいない等の課題も指摘されて

おり、現在、中央環境審議会において見直しに向けた審議を行っている。

本事業は、同法の改正を契機に、国、自治体、事業者、国民の各主体が

今まで以上に連携・協働することを目指し、各種関連施策を集中的に実施

することにより、改正容器包装リサイクル法の効果を最大限に引き出すこ

とで、容器包装廃棄物の３Ｒをさらに推進することを目的とする。

具体的には、各主体の先進的な取組に対する表彰制度の創設や自主協定

の促進及び容器包装リサイクル法の適切な実施に係る取組等を行うもので

ある。

２．事業計画

①容器包装廃棄物の３Ｒ促進に係る表彰事業(平成18年度～)

・優良小売店及び容器包装製造事業者等評価制度の創設

・マイバック運動等容器包装削減優良事例表彰制度の創設

②地域における容器包装廃棄物のリデュース・リサイクル推進モデル事業

(平成18年度～)

・特定の地区における自主協定・自主的取組によるレジ袋等の容器包装廃

棄物の削減や３Ｒの推進を先進的に進めるモデル事業の実施

③容器包装リサイクル法施行に係る適正化推進事業(平成18年度)

・ただ乗り事業者対策

・制度改正に係る情報提供

３．施策の効果

○容器包装廃棄物のリデュース・リユースが促進され、一般廃棄物の排出

量の減少にも資することが期待される。

○調査等で把握した自治体や事業者の先進的取組を、他の自治体や事業者

に水平展開することで、全体的に取組の底上げを図ることが期待される。

○レジ袋に係る施策の推進や具体的な負担による行動の変革を促す措置に

より消費者の意識向上が期待できる。



(新)容器包装に係る３Ｒ推進広報事業費 １２１百万円（０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室

１．事業の概要

現行容リ法は、リサイクルの推進、最終処分量の抑制等に一定の成果を

上げているものの、国民の意識向上と行動の変革等が課題として残されて

いる。

よって、法改正のタイミングを捉えて、制度改正に係る各種施策と連動

し、強力な広報事業を集中的に実施することにより、改正容器包装リサイ

クル法の効果を最大限に引き出すことを目指す。

２．事業計画(平成18年度)

○10月の３Ｒ推進月間に、レジ袋の発生抑制施策や表示制度等の普及啓発

キャンペーンを、児童生徒、若者、主婦、高齢者、事業者等国民各層に

対し、新聞、業界紙、雑誌、インターネット等の媒体を活用して集中的

に実施することにより、取組を浸透させる。

○容器包装廃棄物の３Ｒ促進に係る表彰制度の実施に際し、表彰制度及び

表彰対象者等を新聞等の各種メディアを活用して国民各層に広く周知す

る。

○ただ乗り事業者に対する周知の効果が特に大きいと考えられる新聞等の

各種メディアを活用し、ただ乗り事業者に対して、制度趣旨の周知徹底

と義務履行、説明会への参加等を呼びかける。

３．施策の効果

○改正容リ法及び関連施策の国民各層への浸透が期待できる。

○各主体への環境教育・普及啓発の徹底による意識向上と容器包装廃棄物

の３Ｒ推進に向けた積極的な取組の一層の推進が期待できる。

○再商品化義務を履行しない特定事業者(ただ乗り事業者)の減少に資する。



法法 改改 正正

資源の有効利用資源の有効利用 環境負荷の低減環境負荷の低減

容器包装リサイクル制度容器包装リサイクル制度

リデュース・リユース
が進んでいない

最終処分場が
ひっ迫

意
識
の
変
革

マ
イ
バ
ッ
グ

の
推
進

簡
易
包
装

の
推
進

リ
タ
ー
ナ
ブ
ル

容
器
の
推
進

普
及
・啓
発

た
だ
乗
り

防
止

モデル事業 自主協定 広報事業 等々

目標

ツール

各主体の連携・共働による容器包装廃棄物の３Ｒの推進

等々

ＲｅｄｕｃｅＲｅｄｕｃｅ ＲｅｕｓｅＲｅｕｓｅ ＲｅｃｙｃｌｅＲｅｃｙｃｌｅ



（新）アジア太平洋地域における電気電子機器廃棄物適正管理事業

３０百万円（０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室

１．事業の概要

○ アジア太平洋地域におけるe-waste（電気電子機器廃棄物）の量の急増に

伴い、環境及び健康に及ぼす悪影響が懸念されており、バーゼル条約締約

国会合や３Rイニシアティブ閣僚会合においてもe-waste対策の必要性が確

認されたところである。

○ このため、バーゼル条約事務局では､アジア太平洋地域におけるe-waste

の最小限化、資源の有効再利用及び環境上適正な処理を確実にすることを

目的としたプロジェクトを計画している。

○ 中古利用目的も含む相当数の電子電気機器を途上国向けに輸出している

我が国としては、当事国としてe-waste問題に取り組む必要があり、多数国

に関わる問題であることから、国際機関であるバーゼル条約事務局と協力

してe-waste対策を推進することが妥当である。

○ 当該プロジェクトのうち、e-wasteに係る現状把握、地域ワークショップ

の開催、ガイドラインの策定作業等に対して我が国が事業を実施するもの

であり、平成18年度は、我が国として関わりの深い、タイ、マレーシアの

２か国についてe-wasteのインベントリーを作成する事業を行う。

２．事業計画（下線部の活動について事業を行う）

平成１８年：e-wasteインベントリー作成､パイロット事業､ワークショップ

平成１９年：ワークショップ､パイロット事業

環境上適正な処理に関するガイドライン作成

平成２０年：パイロット事業、国際会議

３．施策の効果

＜アウトプット＞ e-wasteインベントリー、e-waste情報データベース、適

正処理ガイドライン、法制度整備等

＜アウトカム＞

・e-wasteの適正な処理による環境汚染・健康被害の未然防止

・e-wasteのリサイクルによる資源の有効利用促進

・アジア太平洋地域の廃棄物政策担当者、産業界、ＮＧＯ等の能力向上

・関係者間のパートナーシップの構築



アジアにおける資源循環の推進方策に関する戦略的検討

３５百万円（３０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室

１．事業の概要

○ 近年、アジア諸国の著しい経済発展に伴い、鉄くず等の循環資源の需要

が急増しており、廃棄物についても国際的な流通が成立するようになった。

一方、これら循環資源の国際移動に伴い、リサイクルや廃棄物処理に係る

制度・技術が未熟な途上国における環境汚染が懸念されている。

○ また、３Ｒイニシアティブ閣僚会議が開催され、循環資源の不適正な国

際移動問題、途上国支援等が議論されたところ、そのフォローアップとな

る施策展開が必要である。

○ 環境省では、平成15年度より、アジア各国と連携して不法輸出入の防止

及び循環資源の適正な管理体制を構築することを目的とした「不法輸出入

防止国際ネットワーク事業」を実施しており、バーゼル条約第７回締約国

会議等においても高い評価を受けている。当該ネットワークの強化に向け、

引き続き我が国がイニシアティブを取ることが必要。

○ 平成18年度は、ワークショップの開催やウェブサイトの拡充により、ア

ジア各国のバーゼル条約当局や税関等の間で情報交換等を引き続き行うほ

か、中古品を装った不法な輸出入が懸念される廃棄物等に関する現地調査

やネットワークを通じて提供される情報等をもとに、トレーサビリティ確

保の方策等の循環資源の輸出入のあり方に関して、戦略的な検討を行う。

２．施策の効果

＜アウトプット＞

アジア各国の関係法令データベース（ウェブサイト上に掲載）

＜アウトカム＞

・廃棄物等の不法輸出入防止に関するアジア各国間のネットワーク構築

・アジア各国のバーゼル条約担当官、税関担当官等の能力向上

・循環資源の不法輸出入の未然防止



アジアにおける資源循環の推進方策に関する
戦略的検討

●中古品の基準・
認定に関する
調査

●循環資源の有価
性に関する調査

(2)循環資源の輸出入のあり方に関する検討(2)(2)循環資源の輸出入のあり方に関する検討循環資源の輸出入のあり方に関する検討

【調査内容】
輸出相手国におけ
る中古品の市場や
認定基準等の調査

【調査内容】
輸出相手国における、
循環資源の市場の有
無及び処理状況

●循環資源の輸出入におけるトレーサビリティの確保等の検討

●国内外における主な循環資源の発生・処理状況や環境法令等の把握

(1)不法輸出入防止ネットワーク
事業を通じたアジア各国との
連携強化

(1)(1)不法輸出入防止ネットワーク不法輸出入防止ネットワーク
事業を通じたアジア各国との事業を通じたアジア各国との
連携強化連携強化

●不法輸出入防止
ワークショップの開催

目的：バーゼル条約担当官間での情報共有
参加者：バーゼル条約担当官、税関職員等

●ウェブサイトの拡充

各国担当官の情報交換の場の提供
各国の関係法令等の掲載

【調査対象】
香港（中古テレビ）
ベトナム（パチンコ台）

等

【調査対象】
韓国（丸タイヤ）
〃 （チップタイヤ）
中国（石膏ボード）

等



廃棄物処理等科学研究費補助金（競争的資金）

， （ ， ）１ ６５０百万円 １ １５０百万円

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

１ 事業の概要

循環型社会形成の推進及び廃棄物に係る諸問題の解決に資する研究及び

次世代型の廃棄物処理技術の開発に関する課題を公募・採択し、これらの

研究・開発を推進することにより、廃棄物の安全かつ適正な処理、循環型

社会形成の推進等に関する行政施策の推進及び技術水準の向上を図る。

また、アジア等を中心とした国際的な３Ｒシステム構築に向けた政策・

技術の研究開発を強力に進める。

事業の概要と対象とする分野については、次のとおり。

項 目 研 究 事 業 技 術 開 発 事 業

次世代廃棄物処理技術基盤整備事業名 廃棄物処理対策研究

循環型社会の推進及び廃棄物の適対 象 【重点テーマ研究】

社会的・政策的必要性を踏まえテ 正処理に関するもので、本事業によ

ーマを設定し、テーマに即した課題 り実用化が見込まれ、かつ汎用性及

、 、を効率的・効果的に推進 び経済効率性に優れ 既に基礎研究

応用研究を終えた段階の技術開発を【若手育成型研究】

対象若手研究者の独立性を確保し、より

流動的な環境の中で研究を進められ

るよう、若手研究者を育成

【一般テーマ研究】

、 、重点テーマ 若手研究者に限らず

廃棄物の適正処理、循環型社会構築

に向けた課題を広く選定

【３Ｒイニシアティブ特別枠】

３Ｒシステム構築のための研究開

発の推進

○学術的必要性 ○技術開発の独創性評価の
○社会的必要性 ○社会的必要性

○研究の独創性 ○経済性基 準
○計画の妥当性 ○実施計画の妥当性・実現可能性

○実施能力



２ 事業計画

毎年度、公募により研究テーマ、開発技術を募り、学識者である委員に

より評価を行う。評価の高い課題を選定し補助対象とする。

３ 施策の効果

○ 廃棄物を適正に再生及び処分するための処理技術の研究や技術開発等

の成果をゴミゼロ型・循環型社会形成の一層の推進に活用できる。

○ 社会的必要性の高い研究・開発課題の実用化を図ることにより、産業

の発展とそれに伴う雇用創出が見込まれる。

○ 国際的な３Ｒシステムの評価研究を通じて、アジア地域等国際的な地

域レベルでの３Ｒシステムの構築が図られる。



「重点テーマ研究」
○ 循環型社会形成推進のための社会システムの分
析・評価研究
○ 生産・消費段階における廃棄物発生抑制・資源循
環システム化技術研究
○ 安全、安心のための廃棄物管理技術に関する研究
「一般テーマ研究」
○ 廃棄物処理に伴う有害化学物質対策研究
○ 廃棄物適正処理研究
○ 循環型社会構築技術研究
「若手育成型研究」
○ 一般テーマ研究と同様の内容について、若手研究
者を対象とするもの

廃棄物処理等科学研究費補助金による研究・技術開発

環境行政の施策支援 技術水準の向上

廃棄物処理対策研究 次世代廃棄物処
理技術開発＜研究の対象＞

＜技術開発の対象＞

ゴミゼロ・資源循環型技術研究イニシアティブの推進

「廃棄物適正処理技術」
○ 廃棄物処理施設関連技術
○ 最終処分場関連技術
○ 廃棄物不適正処理監視・修復技術等

「廃棄物リサイクル技術」
○ 生ごみ等有機性廃棄物、容器包装廃棄物、廃家

電、廃自動車、建設系廃棄物等のリサイクル技術
「循環型設計・生産技術」
○ リデュース・リユース・リサイクルに係る循環利

用設計・建設・生産技術

Ｈ１８要求額：
あわせて1,650百万円

「３Ｒイニシアティブ特別枠」
○ ３Ｒシステム構築のための研究開発



廃棄物処理施設整備費（公共）（循環型社会形成推進交付金等）

１２５，５３４百万円（１０７，８４７百万円）

廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課
浄化槽推進室

１．事業の概要

平成17年度において、廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク

ル）を総合的に推進するため、国と地方が協働し、広域的かつ総合的に廃

棄物処理・リサイクル施設の整備を推進する「循環型社会形成推進交付金

制度」を創設したところである。

平成１８年度においては、循環型社会形成の一層の推進を図るため、国

の支援措置の充実・強化を図ることとし、以下のような交付金制度の見直

しを行うものである。

・交付対象範囲の拡大等

①建築物、管理棟及び用地費の交付対象の拡大等

従来から、予算の逼迫による対象範囲の重点化の観点から、対象外

としていたごみ処理施設、し尿処理施設及び埋立処分地施設等の建築

物（上屋部分）や管理棟などについて、交付対象とする等の充実を図

る。

②合併処理浄化槽を設置する場合の単独処理浄化槽の撤去費の交付対

象化

既設の浄化槽のうち単独処理浄化槽が７５％を占めており、水環境

改善の観点からは合併処理浄化槽に転換させる必要があり、単独処理

浄化槽を撤去して合併処理浄化槽を設置する場合に、その撤去費用を

交付対象とする。

２．施策の効果

国と地方が構想段階から協働し、地方の実情に即した柔軟な計画と予算

配分のもと廃棄物処理・リサイクル施設の整備を総合的に進めることによ

り、地域における循環型社会の形成を本格的に推進し、国全体を循環型社

会に転換していく。



浄化槽整備事業（公共）

廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課浄化槽推進室

１．事業の概要

湖沼等公共用水域等の水質汚濁の大きな原因となっている生活排水の対

策を推進し良好な水環境や健全な水循環を確保するため、浄化槽整備に対

する国の支援措置の一層の充実・強化を図ることとし、以下のような助成

制度の見直しを行うものである。

○ 浄化槽整備事業総額 １８，９２９百万円

浄化槽整備費補助金 １０，４２９百万円

循環型社会形成推進交付金 ８，５００百万円

※この他、内閣府に計上している汚水処理施設整備交付金により浄化槽整

備を推進

○ 助成率・助成先等 １／３、市町村

○ 助成要件の緩和

・ 合併処理浄化槽を設置する場合の単独処理浄化槽の撤去費の交付対

象化

浄化槽の設置に際して支障となる単独処理浄化槽の撤去について、

新しく設置する浄化槽の整備と一体のものとみなし、その費用を交付

対象とする。

（１０万円を限度額に助成）

・ 湖沼法指定地域における高度処理浄化槽の普及促進

①湖沼法指定地域における浄化槽整備を促進するため、当該地域に限

り国庫助成の負担の割合を引き上げる。

助成率 １／３ → １／２

②湖沼法指定地域及び第６次水質総量規制の対象地域を市町村設置型

の整備戸数の要件緩和地域に追加。

２．施策の効果

浄化槽の整備により、湖沼等公共用水域等における生活排水対策が進み、

良好な水環境や健全な水循環が確保できる。



４９百万円（１３百万円）不法投棄早期対応システム整備費

廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室

１．事業の概要

平成13年度に地方環境対策調査官事務所による不法投棄監視体制の強化

のため、情報（位置情報、事案概要、画像等）を現場から入出力できる

「環境破壊行為早期対応システム」を開発し、各ブロック内の不法投棄事

案の情報管理ツールとしてこのシステムを活用してきた。本事業では、近

年の情報通信技術の向上を踏まえ、陳腐化してきた現行のシステムにイン

ターネットや携帯電話への対応機能を付加するとともに、都道府県等から

の要望が多く、有効な活用が見込まれる優良対応事例データベースを加え

るなどシステム改良を行う。

これにより、不法投棄監視における情報の管理・活用を高度化し、本年

10月に発足する地方環境事務所とブロック内の都道府県等との連携を強化

することにより、不法投棄への早期対応強化を図る。

２．施策の効果

＜アウトプット＞

インターネット対応システム、事案管理データベース、事例データベ

ース、

＜アウトカム＞

システムの導入により、地方環境事務所がその地域における不法投棄

対策情報センター的機能を担うとともに、都道府県等と協働で不法投棄

対策に当たることなどにより「不法投棄撲滅アクションプラン」を具体

的かつ効率的に遂行できる。



 

地方環境事務所を核とした産業廃棄物 不法投棄早期対応システム 
－不法投棄撲滅アクションプラン 当面の目標「５年以内に早期対応により大規模事案（5000トンを超えるもの）をゼロとする」の達成－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

次年度以降 

ﾌﾞﾛｯｸ内の状況報告 

不法投棄 
ホットライン 

住民等 

未連携 

都道府県等 

重要案件 
調査 

地方環境事務所 

「環境破壊行為 
早期対応ｼｽﾃﾑ」 

事案管理 
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

環境省 

 

住民等 

不法投棄 
ホットライン 

③不法投棄実態調査データベース 
実態調査の効率化を図り、全国的な不

法投棄等の状況を早期に集計すること

により、具体的な対策が展開できる 

対 応 
 ○地方環境事務所間・職員間・県等との情報の共有化 
  インターネット対応にすることで、国、県の関係職員ごとに情報入力・活用可能とする 

 
不法投棄撲滅アクションプラン 

不法投棄の原状回復や未然防止の

先進事例について県との間で情報

を交換・蓄積・共有し、地方公共団

体との連携強化を図ることによっ

て不法投棄撲滅に寄与する 

環境省 

不法投棄（第16条） 

情報の蓄積と共有 
都道府県等 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
網 

情
報 

報
告 

立
入 

改
善
指
導 

 

処理施設（第12条） 

 

国
・
県
の
協
働
対
応 

地方環境事務所 

携帯電話 

報
告  

□事案管理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 
 
 
□事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（新規）

 
 

 
「地方環境行政データベース」 

現ｻｰﾊﾞの継続利用 

H17 年 10 月設置法施行により地方環境
事務所の体制強化 

県等の不法投棄担当者による地方ブロック

会議／セミナーの開催等、情報の共有化 

① 事案管理データベース 
住民の110番通報等を受けて地方環境事務

所は県と早期に協働対応する。対応経過・

結果等の履歴は即時記録・管理される。 

統一様式により情報が正確に管理でき、監

視・指導等が的確で効果的、効率的に行え

る。 

 

② 事例データベース（新規） 
全国的な先進事例を事案対応ノウハウとし

て都道府県等に提供して産業廃棄物行政の

円滑な運用が図られる 

 

目的：地方環境事務所の体制強化・機動性確保 
新システム  

 
現システム 効 果 

現 状  
○県との不法投棄等に関するシステム上の情報連携

ができていないため県との協働対応が滞っている 
○システムはインターネット対応でなく専用端末の

ため利用者が限られる等使い勝手が悪く活用が進

まない 
○国、県とも監視が不十分の結果、大規模事案を未

然に防げなかった 

 



産業廃棄物処理業優良化推進事業費 ８５百万円（５２百万円）

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

１．事業の概要

産業廃棄物の適正処理対策を推進するためには、不法投棄等に対する規

制強化とともに、優良な処理業者の育成や、優良業者が市場の中で優位に

立てるような仕組みづくりが必要である。

また、優良な処理業者による資源循環ビジネスは、循環型社会ビジネス

の実現や環境と経済の統合に向けて鍵を握る部門のひとつでもある。

このため、産業廃棄物処理業の優良化を推進し、さらには資源循環ビジ

ネスの育成と活性化を図るため、処理業者の優良性に係る評価制度と評価

基準の設定及びその高度化等の検討、産業廃棄物処理業の将来ビジョンや

これからの新しいビジネスモデルの提示など、優良処理業者の育成と産廃

処理ビジネスの活性化を推進するために必要な各種調査・事業を実施する。

２．事業計画

（１）優良業者に係る情報を公開するネットワークシステムの構築

（２）優良性に係る評価基準の高度化、多量排出事業者の優良化指標の検討

（３）新ビジネスモデルのモデル的支援

（４）地方事務所と連携した処理業者及び排出事業者の優良化に向けた普及

啓発

３．施策の効果

○悪質な業者が淘汰され、市場原理を通じて優良な産業廃棄物処理業者が

市場の中で優位に立つ構造転換の推進

○産業廃棄物処理ビジネスの振興



産業廃棄物処理業優良化推進事業について

廃棄物＝不要なもの

環境負荷等の悪影響

処理コスト負担の
動機付けがない

↓
安かろう悪かろう

の処理
↓

悪貨が良貨を駆逐
（優良業者が市場の中で
優位に立てない）

無責任状態での経済原則

不法投棄など不適正処理
の横行
↓

産業廃棄物に対する
国民の不信感の増大

↓
処理の破綻

廃棄物＝不要なもの

将来世代にわたる健康
で文化的な生活の確保

排出事業者が最後
まで責任を持つ

↓
確実かつ適正な処理

↓
排出事業者が優良
業者を選択

(悪質業者が市場から淘汰され
る)

自己責任が伴う中での
経済原則

安全･安心できる適正
処理の実現
↓

産業廃棄物に対する
国民の信頼の回復

↓
循環型社会の構築

廃掃法改正
（規制強化）
による
構造改革

廃掃法改正
（規制強化）
による
構造改革

中環審意見具申(H16.1.18)

産業廃棄物処理業界の優良化に対
しインセンティブを付与すべき

《既存施策》
■経営実態等の把握
■優良性に係る評価基準の設定
■優良な処理業者育成のための情報イ
ンフラの整備

《新規施策》
○地方環境事務所と連携した優
良化制度の普及啓発
ミニフォーラム等を開催し、処理業者、
排出事業者に対して普及啓発を実施

○新ビジネスモデルの支援
処理業の新たなビジネスモデルにつ
いて、モデル事業として支援を行う

○優良性の評価基準の高度化
評価基準の高度化・詳細化、排出事
業者の優良化のための評価指標の検討

処理業者

の優良化
と資源循
環ビジネ
スの促進
へ

処理業者

の優良化
と資源循
環ビジネ
スの促進
へ

資源循環ビジネスの振興



電子マニフェスト普及促進事業費 １８０百万円（１８０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

１．事業の概要

電子マニフェストシステムにおいて、情報の大量処理や通信の高速度化

に対応できるよう、インターネットを利用したシステムの大幅な改良を図

るとともに、普及啓発を行うことにより、電子マニフェストの普及拡大を図

る。

２．事業計画

（１）普及啓発事業

電子マニフェストの普及促進を図るため、ｅ－ラーニング技術の導入

やキャンペーンを実施するとともに、自治体の協力を得てブロック別、

業界別に説明会を行い、計画的に普及啓発を図る。

（２）電子行政報告システムの構築

情報処理センターに集約される廃棄物情報を活用し、加入者の行政報

告の簡便化を支援する仕組みを構築し、行政報告の合理化を推進する。

（３）社内会計管理システムと電子マニフェストとの融合システムの推進

紙マニフェストの情報を管理するシステムを活用している事業者、処

理業者が多く存在することから、民間で開発・販売している種々の社内

会計管理・廃棄物情報管理システムソフトについて、一体的使用がどの

程度可能かについて、認証する仕組みの検討を行う。

３．施策の効果

○廃棄物処理システムの透明性の向上

○排出事業者の処理責任の認識の徹底

○排出事業者・処理業者の情報管理の合理化

○行政の監視業務の合理化



電子マニフェスト普及促進事業

○産業廃棄物の発生、運搬、処分の流れを排出事業者に自己管理させる目的で導入された。
○紙マニフェスト又は電子マニフェストにより、排出事業者が運搬・処分の完了を確認
○行政が事後的に産業廃棄物の流れを監視できる。

○衆議院環境委員会及び参議院環境委員会における廃棄物処理法改正案に対する附帯決議

産業廃棄物の不適正処理事案に迅速に対応するため、電子マニフェストの義務化も視野
に入れつつその普及拡大を図る方策を検討すること。

マニフェストとは

電子マニフェスト

不適正処理の防止に効果的

普及状況
○マニフェストの使用は
年間４～５千万件。
うち、電子化比率２％
（１５年度実績）

○ハウスメーカー、大手
製造業者、全国チェーン
のリース業等で最近急速
に普及

義務化の問題点
○数的に多い中小・零細の排出事業者は、
事業者ごとの排出量やマニフェストの使用
件数は多くないため、電子マニフェストの
普及が進んでいない。

○排出事業者、収集運搬業者、処分業者の
三者がすべて紙マニフェストによる社内管理
体制を電子化対応に切り替える必要がある。

紙マニフェストに比べた利点
○排出事業者、処理業者にとって、情報管理の合理化につながる。
○偽造がしにくく、行政の監視業務も合理化できる。

普及拡大
目標（平成２０年度末における紙マニフェスト総件数の３０％以上）

①電子化普及促進プランの策定等
②電子マニフェストシステムの高速化・大容量化
③普及啓発事業（ビデオ、冊子、キャンペーン等）



（新）低濃度ＰＣＢ汚染物の適正処理実証調査事業

２５百万円（０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

１．事業の概要

○ ＰＣＢ廃棄物の処理については、現在、ＰＣＢ廃棄物の太宗を占める

高圧トランス等について、全国５カ所のＰＣＢ廃棄物処理施設を整備し、

処理を推進。

○ 今後、ウエス、汚泥等のＰＣＢ汚染物について、効率的な処理技術の

開発を踏まえ、処理体制の整備に着手。

○ また、低濃度ＰＣＢ汚染物については、「低濃度ＰＣＢ汚染物対策検

討委員会」における原因究明調査結果を踏まえ、①原因究明結果を踏ま

えた処理責任の整理、②処理対象範囲、③処理期限、④処理方法など処

理の基本的方向について検討。

２．事業計画

○ ＰＣＢ廃棄物処理のための拠点的施設整備事業において、高圧トラン

ス等の処理施設の整備に加え、平成１８年度においては、北九州二期事

業において安定器、感圧複写紙、汚泥等のＰＣＢ汚染物の処理施設の整

備に着手。

○ 低濃度ＰＣＢ汚染物については、平成１８年度に低濃度ＰＣＢ汚染物

の適正処理実証調査事業（新規要求）を実施し、既存の処理技術による

低濃度ＰＣＢの実証試験を行う。

３．施策の効果

○ 国内において長期にわたり処分されていないＰＣＢ廃棄物について、

確実かつ適正な処理が推進される。

ＰＣＢ廃棄物量

安定器：約３６０万個（機器重量 約１万トン）、汚泥：約２万トン

感圧複写紙：７２２トン

○ また、ＰＣＢの量そのものはわずかであるが、台数が約１２０万台と

多い低濃度ＰＣＢ汚染物について、確実かつ効率的な処理が推進される。



低濃度汚染物等を含めたPCB処理対策の推進
第１段階

日本環境安全事業株式会社が
全国５カ所に処理施設を整備

○高圧トランス・高圧コンデンサ

・１台当たりのＰＣＢ含有量が多い

第２段階 第３段階

○ウエス、汚泥等のＰＣＢ汚染物
・ＰＣＢ含有量が少ない
・近年、効率的な処理技術が開発

平成１８年度に北九州２期事業において
ＰＣＢ汚染物の処理施設の整備に着手

○低濃度ＰＣＢ汚染物
・微量のＰＣＢが混入
・処理の基本的な方向を検討中

○既存の処理技術による低濃度ＰＣＢ
汚染物の適正処理実証調査事業

効率的な処理の推進



（新）クリアランス廃棄物管理システム整備費

５４百万円（０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

１．事業の概要

平成 年の原子炉等規制法の改正により、原子力発電施設の解体に伴って17

発生する廃棄物のうち、クリアランスレベル以下の廃棄物（クリアランス廃

棄物）であることが確認されたものについては、通常の産業廃棄物として再

生利用や処分を行うことを可能とする「クリアランス制度」が創設され、平

成 年度から実施されることとなった。18

このクリアランス制度においては、クリアランス廃棄物の適正かつ円滑か

つ適正な処理を確保するため、制度運用に関する主務大臣への意見陳述など

環境大臣の関与が法律上位置づけられたところであり、この制度を適切に機

能させるため、クリアランス廃棄物管理システムを整備・運用する。

２．事業計画

(1) 連絡対応システムの構築

主務大臣からクリアランスに関する認可及び個別確認の結果の連絡を

受けた際の連絡対応要領等を作成する。また、連絡結果等の情報を集約

管理するデータベースを構築する。

(2) 実態把握システムの構築

クリアランス廃棄物の適正処理状況を把握するため、放射能レベル等

の実態調査手法を確立し、地方環境事務所に放射能測定機器を整備する。

(3) 疑義対応システムの構築

確認結果に疑義が生じた場合の疑義対応要領を作成するとともに、疑

義の発生に機動的に対応するための体制構築を行う。

３．施策の効果

原子炉等規制法に基づく環境大臣の関与を適正に実施することにより、ク

リアランス廃棄物の適正かつ円滑な処理を実現する。



（新）環境政策の超長期ビジョン策定 ３７百万円（０百万円）

総合環境政策局総務課

１．事業の概要

近年の地球温暖化、国際的相互依存の進展、日本の人口減少等の長期的趨

勢の中で、今後の持続可能な社会の形成を目指すために、2050年頃の地球、

アジア及び日本の環境を見通した超長期の展望を専門的な知見から検討し、

それに基づく政策提言を行う。

（17年度中に策定予定の新環境基本計画において、将来展望の方向性を示

すこととし、それを踏まえて引き続き検討を行うことでビジョンを完成させ

ていく。）

２．事業計画

（18年度）有識者を交え、日本の高齢化、世界的な人口問題、アジア諸国の

経済成長など日本の環境政策に影響を与える社会経済の動向について検討

し、複数シナリオによる将来展望を行う。また、そのために必要な情報収

集を行う。さらに、2050年頃に実現すべき持続可能な社会の姿について検

討を行う。

（19年度）2050年頃に持続可能な社会を実現するための対策・技術の選択肢

及び道筋（ロードマップ）について検討を行う。そして超長期ビジョンを

取りまとめる。また対外的に発信するための国際シンポジウムを開催する。

３．施策の効果

超長期のビジョンを提示することにより、幅広い関係者による取組につい

て方向付けを行うことができる。また、アジア地域及び世界における議論に

知的な貢献を行うことができる。



環境政策の超長期ビジョン

社会経済の将来展望

人口（総人口、高齢化）
資源・食料需給

予測モデル貿易・産業構造
数値データベース消費パターン

土地利用、都市構造
………………

日 本

「持続可能な社会」ビジョン 環境の将来展望

（例） 循環型社会 廃棄物リサイクル
低炭素型社会 温暖化
自然共生型社会 越境大気汚染
安全安心な社会 ヒートアイランド
環境立国 海洋環境

自然資源ア ジ ア
………………

対応策・政策手段の検討

技術開発・普及

ライフスタイルなど需要面の変化世 界
制度的対応



環境と経済の好循環のまちモデル事業（一般会計・石油特会）

２，６３２百万円（２，５５１百万円）

総合環境政策局環境計画課

１．事業の概要

環境基本計画の見直しを踏まえ、社会の要素も加味した環境と経済の好循

環を実現するまちづくりについて、地域の創意工夫のアイデアを募り、第三

者からなる検討委員会によって選定された各地域に対して、以下の事業を集

中的に実施した上で、その環境、経済、社会の３つの側面の統合的な効果を

把握・評価し、国の内外に情報提供する。

（一般会計：142百万円）（１）地域エコ推進事業

選定された地域における、社会の要素も加味した環境と経済の好循環の

ための具体的な事業計画の策定、地域の各主体が連携する協議会の活動、

事業計画に掲げる地域住民向けセミナーの開催等のソフト事業の実施、事

業の効果の把握と評価を、国の委託事業として実施する。

また、平成１６年度から始まった本事業の成果と新たな本事業の意義を

広く普及させるために、シンポジウムを開催するとともに普及啓発用パン

フレットを作成する。

（石油特会：2,480百万円）（２）地球温暖化を防ぐ地域エコ整備事業

選定されたモデル地域において、環境と経済の好循環を目指して行われ

る代エネ、省エネに係る二酸化炭素排出削減効果を有する具体的なまちづ

くり事業（風力発電設備の設置、建物の高断熱・遮熱化等）の実施に要す

る費用を交付金として交付する。

２．事業計画

地域の事業計画の策定、事業の実施、事業効果の把握と評価、事業成果の

普及を３か年計画で進める。

なお、本事業は平成１６年度及び平成１７年度から実施している２０か所

の事業実施地域に加え、平成１８年度に新たに５か所の地域で事業を実施す

る。

３．施策の効果

本モデル事業を実施することにより、二酸化炭素排出量削減等を通じた環

境保全、雇用の創出等による地域経済の活性化、地域コミュニティの再生等

による地域社会の活性化が同時に実現される。これにより、環境、経済、社

会が統合されたまちづくりの成功事例を広く国の内外に示し、このような取

組を普及させていく。



環境と経済の好循環のまち環境と経済の好循環のまちモデル事業モデル事業 ～～「平成のまほろば」「平成のまほろば」まちづくり事業～まちづくり事業～

○○ 事業のねらい事業のねらい

環境保全をバネ
にしたまちおこし
のモデル

二酸化炭素排出量の削減等を通じ、
環境を保全

地域発の創意工夫を活かし、
幅広い主体の参加を得た、
特色あるまちづくり

雇用の創出等により、
経済を活性化

環境保全活動を通じた
地域コミュニティーの再生等により、
地域社会を活性化

○○ 予算の概要予算の概要 （全国からの公募により選定された地域において、以下の予算を活用）

実施体制の整備と普及啓発などソフト事業の
実施

二酸化炭素排出量を削減する具体的まちづく
り事業の実施

（石油特会以外の事業の実施）

（ 石 油 特 会 ）
・風力発電設備の設置
・燃料電池、水素供給設備の設置
・建物の高断熱・遮熱化、複層ガラスの導入
補助
・民生部門における代エネ・省エネ機器等に
よる二酸化炭素排出削減実証事業の実施
・木質ペレットストーブの導入 等

「地球温暖化を防ぐ地域エコ整備事業」

（ 一 般 会 計 ）
・地域の各主体が連携する協議体の活動（勉
強会の開催、地域資源マップの作成等）

・具体的な事業計画の策定
・地域住民向けセミナーの開催、環境インスト
ラクターの育成、エコショップ等の認定など
事業計画に掲げるソフト事業の実施
・効果の把握、評価

「地域エコ推進事業」

実施地域：平成１８年度選定地域 大規模３か所、小規模２か所（新規）
平成１６・１７年度選定地域 ２０か所（継続）

予算規模 平成１８年度選定地域３か年合計（一般会計／石油特会）
１か所当たり 大規模（約２０００万円／５億円）、小規模（約１２５０万円／１億円）

平成１８年度予算：１．４１５億円（一般会計）＋２４．８億円（石油特会）
シンポジウム・パンフレット作成等：１，００３万円

（例）
・エコタウン事業
・エコ・コミュニティ事業
・エコツーリズム推進事業
等

設備設置者は
最低１／３を負担



（新）環境統計等の環境データの整備利用推進費

６４百万円（０百万円）

総合環境政策局総務課

１．事業の概要

（１）環境投資等実態調査の検討・実施

企業を対象に、環境負荷の低減を図る環境投資の動向を包括的に調

査する。

（２）環境統計等の環境データの整備・利用のあり方検討

環境統計等の環境データについて整備のあり方を総合的に検討する

とともに、その有効な利用方法を検討する。

２．事業計画

（１）環境投資実態調査：H18年度にパイロット調査、H19年度から本格調査

の実施毎年１回調査を行い、結果を公表する。

（２）環境統計等の環境データの整備・利用のあり方検討

①整備のあり方検討：H19年度中を目途に結論を得る。

②利用のあり方検討：H18年度に統合利用のためのモデル地域の選定、情

報収集、統合利用モデル整備手法の検討を開始し、H19年度中に検討

結果を踏まえた総合利用マニュアルの整備を行う。

３．施策の効果

（１）事業の実施によるアウトプット

環境投資実態調査結果の公表を行う。環境データを重ね合わせる上での

技術的・制度的課題を抽出し、各主体に総合利用マニュアルの形でフィー

ドバックする。環境統計・環境データの整備・利用のあり方につき、検討

結果を公表する。

（２）事業の実施によるアウトカム

経済活動に即した政策立案や、様々な環境保全施策の効果・影響の把握

がより一層推進されるとともに、環境ビジネスの振興にも役立てられる。

また、事業者や行政における、より簡便な環境データの収集を可能にする

ことにもつながる。



（新）環境統計等の環境データの整備利用推進費

事業者、利用者のニーズに即した利便性
の高い環境データの提供の必要

環境配慮の実態が不明

施策立案のための
データの確保

より効果的な
施策・事業の実施

環境影響評価等
のコストの低減

○ 企業の環境投資実態等に関する
調査の検討、パイロット調査の実施

（平成１８年度）

○ 新規環境統計調査の本格実施
（平成１９年度～）

① 不足している環境データの分析、
環境統計等のデータ収集体制の検討

（平成１８年度～）

② 環境データの総合的利用の検討
（総合利用モデル事業、マニュアル整備）

（平成１８年度～）

環境統計等の環境データの
整備・利用のあり方の検討

環境統計等の環境データの
整備・利用のあり方の検討

追加実施すべき
統計調査・調査
体制の反映

「環境投資」等に関する
新たな環境統計調査の実施

「環境投資」等に関する
新たな環境統計調査の実施

調査実施結果
のフィードバック

環境ビジネスの振興 より簡便で有効なデータ利用実態に即した施策の推進



国等におけるグリーン購入推進経費 ６６百万円（３１百万円）

総合環境政策局環境経済課

１．事業の概要

平成17年４月28日に閣議で決定された「京都議定書目標達成計画」にお

いて、温室効果ガスの排出削減に資する製品を始めとする環境物品等への

需要の転換を促すため、グリーン購入法に基づき、国は環境物品等の率先

的調達を行うとしており、また、同法において、国の責務として、環境物

品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずることと

されている。これらに基づき次の施策を行う。

○ライフサイクルアセスメント（LCA）手法を用いて、特定調達品目中で著

しく温室効果ガス増加に影響を与えている品目を調査し、重点改善を検

討する品目を定め、当該品目の排出の増加要因を分析し、排出抑制のた

めの適正な基準を設定、強化する。

○グリーン購入の推進が遅れている市区町村においてグリーン購入を推進

させるため、地域性・人口分布・経済圏の異なる複数のモデル自治体を

指定し、グリーン購入推進のための技術支援及びワークショップを行う。

○モデル自治体での成功及び失敗要因を分析し、地域・規模に応じたグリ

ーン購入推進のためのマニュアルを整備する。

２．事業計画

（平成18年度）

○重点検討品目としてＬＣＡベースでの基準強化（５品目）

○品目の追加、要件変更について整理・拡充

○全国の小規模自治体（人口５万人以下）よりモデル自治体を公募し、５

カ所程度を指定し、自治体に対しグリーン購入のための調達方針の作成、

市民への普及啓発活動を支援する。

○上述のモデル自治体と連携し、既往の街おこしなどのＮＰＯなどと連携

しワークショップの中でグリーン購入計画を立案させ、実施する。



（平成19年度）

○重点検討品目としてＬＣＡベースでの基準強化（15品目）

○品目の追加、要件変更について整理・拡充

○平成１８年度の推進モデルをより大きい規模の自治体で実施、小規模モ

デル自治体をさらに５カ所加え推進のためのマニュアルを整備する。

３．施策の効果

○国等の調達物品によるＣＯ２削減効果の促進

○グリーン購入の推進の阻害要因の詳細な把握

○グリーン購入の推進しない小規模地方自治体に推進を促すモデルの構築

○小規模自治体へのグリーン購入への関心の高まり。



グリーン購入法ライフサイクルの視点の強化

従来 強化案

提案募集

検討委員会

基本方針

特定調達品目
○判断の基準
○配慮事項

６月～７月

８・１０・１２月

企業の得意
な範囲のみ
提案

提案募集 ＋ 重点改善品目

検討委員会

改善検討委員会

基本方針

京都議定書の目標達成のために積
極的な運用をしたい

強化部分

商品更新の早くエネルギー消費の大きい品目
エネルギー使用量の抑制と削減目標値を規定
Ｅｘ ノートパソコンの消費電力等



地方公共団体へのグリーン購入の推進地方公共団体へのグリーン購入の推進

従来

環境省 都道府県＋政令市 市町村

グリーン購入法基本方針説明会（毎年）

一定の成果は挙げているが、小規模な自治体では十分理解されていない！
国と同じレベルは様々な観点で困難なため足踏み！

モデル自治体

自治体

サプライヤーＮＰＯ等

ガイドラインを作り、自治体・ＮＰＯ・サプライ
ヤーと連携し実践・改良

それぞれの地域にあったグリーン購入を
作り込むプロセスを模索
街づくりや市民活動という元々存在した
枠組みを巻き込むことで無理のない推進
モデルの模索
成功例のバリエーションを増やし推進し
易いガイドラインに取りまとめる



（新）環境ベンチャー・コミュニティビジネス育成基盤調査

３０百万円（０百万円）

総合環境政策局環境経済課、環境計画課

１．事業の概要

バイオマス活用や自然素材利用などで、ベンチャーやＮＰＯが、行政と

連携して環境保全を目的とするビジネスを展開し、環境問題解決と事業活

動を両立する取組が始まっているが、人材・資金などで多くの課題がある。

これら課題に取組み、展開の基盤整備を目指して、以下を行う。

①起業を目指すベンチャー・ＮＰＯ向けの研修プログラムの開発

環境分野のベンチャー・ＮＰＯを対象として、環境事業の戦略の建て方、関係

者の動員・協力方法、人事資金管理などに関し、セミナー、ビジネスコンテスト

により内容・研修効果を実際に検証しながら、研修プログラムを、開発する。

②環境分野のベンチャー・コミュニティビジネス支援事業の実態調査

資金・事務所提供、立ち上げ支援等の事業について、環境改善の効果、行

政との連携等を調査し、環境保全に効果のある支援のあり方をまとめる。

２．事業計画

①環境分野のベンチャー・ＮＰＯ向けの研修プログラムの開発

平成１８年度～１９年度

・試行的研修プログラムの作成、セミナー・コンテストでの効果検証

平成２０年度

・環境分野ベンチャーのための研修プログラムのとりまとめ、普及

②環境分野のベンチャー・コミュニティビジネス支援事業の実態調査

平成１８年度～１９年度

先進的事例の洗い出し・実態調査、環境改善効果等の検証・

平成２０年度

・環境保全に効果のあるビジネス支援のあり方のとりまとめ

３．施策の効果

人材育成のための研修プログラムが開発され、効果的な環境分野のベン

チャー支援策が提示されることにより、環境保全について経済的に自立し

ながら効果を上げる事業が、各地で展開される基盤が作られる。



１８年

１７年 「環境ダイナマイト！2005」（ＮＰＯ主体）で
プロトタイプ実施

モデルプログラム、
ノウハウ集に
集約

幅広く活用

自治体のＮＰＯサポートセンター、インキュベーションセンター
大学のＮＰＯ講座、起業講座
ビジネススクールの講座

環境・ビジネス面
でのスキル

・戦略づくり
・資金・人材調達

・事業運営

・関係者との協
力構築

研修プログラム作成

地方ＥＰＯ、ＮＰＯ、ビジネススクールが実施
ビジネスパーソン、大学、研究者と協力

セミナー実施

ビジネス・プランコンテスト

試行

実習として

参加

１９年～

新しい取組： ビジネスとして環境問題に取り組む

成果をプログラムへフィードバック

起業支援策

環境保全効果を
高める支援策の
あり方とりまとめ

自治体などで展開

・情報の提供

・資金（コミュニティ
ファンド、融資、助
成）

・サービス提供

など

人材・能力開発

地域の環境保全
に役立てる視点

から

必要な要素、効果
的な手法を検討

課題への取組

支援メカニズム

地域での環境ベンチャー・コミュニティビジネス



（新）環境に配慮した設備投資の普及促進事業

１４百万円（０百万円）

総合環境政策局環境経済課

１．事業の概要

環境ビジネスの普及のために、有用なビジネス分野のすそ野を拡大すると

同時に、事業者のニーズに即した環境に配慮した設備投資の促進の在り方を

調査すべく設備投資案件に関する環境配慮についての専門家の評価を導入し

たモデル事業を実施する。

①環境に配慮した設備投資案件の評価委員会の設置し、対象分野を決定

（平成18年度より3年間）

②モデル事業への参加案件を公募

③モデル事業実施の結果、環境保全上の効果を事後的に検証・評価

（平成19年度より3年間）

④上記と平行して、環境ビジネスの分野別の有効性の調査

等を実施する。

２．事業計画

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１以降

環境投資推進モデル事業の実施

環境投資推進モデル事業のフォローアップ

環境投資分野別の有効性調査

３．施策の効果

モデル事業の実施及びその後のフォローアップ調査により、現状の課題を

抽出し、将来の環境ビジネス普及促進施策の方向性を具体的に示す。

また、事業者が積極的に市場に参入できるように、モデル事業における環

境投資分野の選定及び有効性調査の結果を提示することにより環境ビジネス

発展にむけた政策誘導を図る。



環 境 省

中小事業者のための環境投資推進モデル事業の流れ

対象となる事業分野の決定

モデル事業の公募

モデル事業の選定

事業の実施／効果の検証

事業の評価

有識者等による
検討会

中小企業を中心とする
環境投資案件の公募

事業者向け説明会
情報収集・検討
参加の意思決定

応募
環境投資評価
委員会による選定

民間事業者

（原則として、中小事業者）

事業者による
事業の実施

第三者による
環境面の効果検証

事業者による
進捗状況報告環境投資評価委員会

による事後評価

環境投資評価
委員会の設置

学者、金融機関、
環境NGO、行政 等

結果の通知

第三者による
環境保全状況報告

普及方策の検討



（新）企業の社会的責任（ＣＳＲ）に基づく地域環境パートナーシップ

促進事業 ３７百万円（０百万円）

総合環境政策局環境経済課民間活動支援室

１．事業の概要

企業に社会的責任（ＣＳＲ）に基づく取組が様々な形で求められている

が、地域企業にとっては、地域社会の中で、住民やＮＰＯと連携する活動

を行い、地域の環境作りに役立つことが求められる。こうしたＣＳＲ活動

は、地域の環境問題解決の重要な要素となっている。

本事業では、ＣＳＲに基づき、ＮＰＯや地域社会とのパートナーシップ

で取り組む地域企業の取組を各地に普及するため、以下を実施する。

①事例調査を行い、優れた事例を掘り起こし、優秀な事例を表彰する。

（掘り起こす事例）

・環境を企業戦略に位置づけている中小企業

・環境教育活動、エコマネーへの参加など、地域社会への貢献活動

・地域のＮＰＯ，専門家が参加した社員への環境教育

②事例の分析・データベース化。普及事例集、モデルツール作り。

２．事業計画

１８年度 各地域での概況調査、事例集の作成、試行的表彰

１９年度 優秀事例分析のための詳細調査、事例データベースの作成

調査、事例のデータベースと連動した表彰制度の構築

２０年度 事例から抽出されたＣＳＲ活動成功のためのポイント集作成

表彰制度に基づく表彰の実施

調査地域分：１地域あたり３．８（百万円）×８地域

地球環境パートナーシッププラザ分：６．８（百万円）

３．施策の効果

地域レベルでのＣＳＲに基づく取組を掘り起こし、表彰などで応援し、

地方環境事務所、地方環境パートーシッププラザのネットワークを活用し、

優良事例とそのエッセンスを全国に広げる。その結果、全国で地域企業と

パートナーシップを組んだ環境問題への取組が広がっていく。



企業の社会的責任(ＣＳＲ)に基づく地域環境パートナーシップ促進事業

・全国的視点か
らの評価

・調査全体設計

・取りまとめの
技術指導

・指針的要素の
抽出

・表彰全体企画

・各地域での
事例収集

・取りまとめ

・分析

・収集／デー
タベース化

実施スキーム

事例

推薦

民間活動支援室・
環境経済課

地球環境パート
ナーシッププラザ、
ＮＰＯ

地方環境事務所

地方環境パート
ナーシッププラザ、
ＮＰＯ

表 彰

事例・評価集を取りまとめ、公表

事例だし協力

地元企業

環境カウンセ
ラー

ＥＡ２１審査人

ＮＰＯ

地方局

自治体

事例

企業とのパートナーシップでの取組が

全国に展開

フィードバック

具体的な取組
指針／ツール

へ

企業

地域 NPO

地域企業のＣＳＲ活動 掘り起こして全国
に普及

枠組提示

フィードバック

地域企業ＣＳＲ
活動の具体例

・環境を企業戦略に位置づ
けている中小企業
・環境教育活動、エコマ
ネーへの参加など、地域
社会への貢献活動
・地域のＮＰＯ，専門家が参
加した社員への環境教育



環境技術実証モデル事業 ３００百万円（２００百万円）

総合環境政策局総務課環境研究技術室

１．事業の概要

環境技術については、有用と思われる技術でも環境保全効果等についての

客観的な評価が行われていないために、地方公共団体、企業、消費者等のエ

ンドユーザーが安心して使用することができず、普及が進まない場合がある。

このため、既に適用可能な段階にありながら、普及が進んでいない先進的

環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証する事業を

モデル的に実施する。

平成18年度は、平成20年度以降の本格事業実施に向け、環境技術実証の経

済的・社会的波及効果を把握しつつ、環境情報開示型の環境ラベルの導入や

シンポジウムの開催等により更なる普及促進を図るとともに、米国等の類似

制度との間での国際連携（実証データの相互受入）にも着手する。

２．事業計画

平成15～19年度の５カ年間、実証を行う技術分野を毎年度新たに追加しつ

つモデル事業を実施し、環境技術実証の手法・体制の確立を図る。

【参考】平成15～17年度に実証の対象とした技術分野の例

①酸化エチレン処理技術分野、②小規模事業場向け有機排水処理技術分野、③山岳トイレ技術

分野、④化学物質に関する簡易モニタリング技術分野、⑤ヒートアイランド対策技術分野（空

冷室外機から発生する顕熱抑制技術）、⑥VOC処理技術分野（ジクロロメタン等有機塩素系脱

脂剤処理技術）、⑦非金属元素排水処理技術分野（ほう素等排水処理技術分野）、⑧湖沼等水

質浄化技術分野

３．施策の効果

・モデル事業終了後（平成２０年以降）の本格事業実施に向け、望ましい

技術実証の手法・体制を確立。

・ベンチャー企業等が開発した優れた環境技術の普及が促進されることに

より、環境保全とあわせ、地域の環境産業の育成に資する。

・地方自治体研究機関等の実証機関としての技術的対応能力が強化される。



環境技術実証モデル事業

既に適用可能な段階にありながら普及が進んでいない先進
的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的
に実証する事業をモデル的に行う。

プロジェクトの概要

○環境技術については、有用と思われる技術でも環境保全効
果等についての客観的な評価が行われていないために、自治
体や消費者などのエンドユーザーが安心して使用することが
できないことから、普及が進まない場合がある。

○本事業の実施により、環境技術の普及が促進され、環境保全と
地域の経済活性化が図られる。
○特に、知名度に乏しいベンチャー企業、中小企業等の技術
の普及において効果が大きいと考えられる。

研究開発の背景と効果

年次計画

15年～18年度：実証試験実施要領の作成、実証の実施
19年度：実証試験実施要領の作成、実証の実施、モデル事
業全体の成果のとりまとめ

環境省、地方公共団体、（独）国立環境研究所等

参加機関

環境技術の環境保全効果等
に関する客観的評価の不足

ユーザーが安心して技術を
利用できない

環境技術の普及が十分進まない

現在の問題点

環境技術実証モデル事業
先進的環境技術の環境保全効果等を第
３者が客観的に実証し、そのデータを公表

○ユーザーによる環境
技術の利用の促進

○環境保全への貢献

○地域の環境産業の発展

環境産業の発展

環境保全への貢献



ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業

７００百万円（４００百万円）

総合環境政策局総務課環境研究技術室

１．事業の概要

○ナノテクノロジー分野は、新規産業の創出や成熟産業の変革をもたらす可

能性を有することから急速に発展している分野であり、第三期科学技術基

本計画においても、第二期に引き続き、重点分野とされる見込み。特に、

環境分野等他分野への応用は重視すべきとされているところ。

○ナノテクノロジーを環境技術に応用することにより、小型化・高機能化の

メリットを活かした革新的な環境技術の開発を目指す。具体的には、産学

官連携により以下のナノテクノロジーを活用した環境技術を開発する。

(1)超小型・高機能環境モニタリング技術（H17.7.中間評価）

(2)健康・生態影響の多角的評価システム（H17.7.中間評価）

(3)有害物質の高効率除去膜（H17.7.中間評価）

(4)環境汚染修復のための新規微生物の迅速機能解析技術の開発（拡充）

(5)新たな炭素材料を用いた環境計測機器の開発（拡充）

(6)環境負荷を低減する水系クロマトグラフィーシステムの開発（拡充）

(7)ホウ素等に対応可能な排水対策技術の開発（新規）

(8)酸化チタン光触媒担持体による環境水質の浄化技術の開発（新規）

２．事業計画

各技術について５ヶ年間で技術の実用化を図る。ただし、各技術とも、３

年目に中間評価し、中止も含めた見直しを行い、予算要求に反映させる。

(1)～(3)：平成15～19年度（17年度中間評価）(4)、(5)：平成16～20年度、

(6)：平成17～21年度、(7)、(8)：平成18～22年度

３．施策の効果

・アウトプット：超小型・高速・高機能な測定分析システムや、高効率・

低コストな有害物質除去・浄化技術等の開発

・アウトカム：新たな環境産業の創出や活性化に資する。また、革新的環

境技術により、各種の環境保全施策の高度化が期待される。



ナノテクノロジーを活用した環境技術開発事業（その１）

１）超小型・高機能環境モニタリング技術の開発

→ 個人が身の回りの有害物質の状況を把握し

意識改革・環境配慮型行動様式へ転換

２）新たな炭素材料を用いた環境計測機器の開発

→ 小型で省電力なＸ線源・電子線源を用いて、

広域・高密度なエアロゾル観測及び現場での非破壊分析が可能

環境モニタリング

１）健康生態影響の多角的評価システムの開発

→ 迅速・正確な健康・生態影響の評価により

環境配慮型製品の製造・普及の促進

２）環境負荷を低減する水系クロマトグラフィーシステムの開発

→ タンパク質等、有機溶媒下で変性する物質についても、

生体内と同じ状態（水溶媒下）で分析が可能

健康・生態影響評価

O3センサ

NO2センサ

VOCセンサ

エアロゾル
センサ

解析

解析
監視・解析センタ環境モニタリング

無線LAN

環境応答組織

有害化学物質

ナノ構造体

ダイヤモンドまたはCNTを用いた
電 界 放 出 型 電 子 源

エアロゾル
（PM2.5や黄砂)

出射電子線
特性X線

温度により担体の疎水性が変化

降温

昇温

ナノ
制御

親水性表面

疎水性表面



１）有害物質の高効率除去膜の開発

→ 環境ホルモン等の効果的除去のほか、農業排水

からの肥料の回収・再利用等への波及効果も期待

２）環境汚染修復のための新規微生物の迅速機能解析技術の開発

→ 様々な場所・条件で採取された多数の微生物群の中から、

環境保全効果を有する微生物を探し出すことが可能

３）ホウ素等に対応可能な排水対策技術の開発 【新規】

→ ナノレベルの構造制御膜等により、ほう素等を含む排水を

高効率かつ安価に処理。ふっ素・硝酸等処理への応用も期待。

４）酸化チタン光触媒担持体による環境水質の浄化技術の開発 【新規】

→ 畜産し尿排水等を光触媒により高効率かつ安価に処理。し尿中の

エストロゲン（女性ホルモン）も分解し、より安全な排水を実現

環境汚染防止対策

有害物質

分子鋳型

マイクロ細胞単離・機能解析システム

微生物

微
生
物
細
胞

２μm

微生物機能を細胞レベルで測定可
能なナノデバイスによる各種セン
サー

マイクロ流路等

機能解析

化学物質１ 化学物質２ 化学物質３

ウエル１

ウエル２

ウエル３

呼

吸

活

性

センサー計測

データ時系列

ナノテクノロジーを活用した環境技術開発事業（その２）

供給水

生産水

分離機能層
精密細孔構造設計（ナノ制御）

支持膜
ナノ相分離

基材

逆
浸
透
膜

ほう素等

光触媒を担持した不織布プリーツフィルタ



環境技術開発等推進費（競争的資金）

１，３６９百万円（８１５百万円）

総合環境政策局総務課環境研究技術室

１．事業の概要

社会的要請や総合科学技術会議における環境分野の検討等を踏まえ、緊

急に開発すべき環境技術分野を特定し、国立試験研究機関、独立行政法人、

民間企業等において実施される当該分野に係る研究・開発課題を支援する

ことにより、環境技術の開発・普及の推進を図る。

具体的には、以下の領域を対象として、国立試験研究機関、独立行政法

人、民間企業等から研究・開発課題の提案を募集する。

① 基礎研究開発（研究開発の期間：３カ年）

② 実用化研究開発（地域の独自性・特性を活かした研究・開発課題枠

を含む。研究開発の期間：２カ年）

③ 自然共生型流域圏・都市再生技術研究の分野（研究開発の期間：４

カ年）

④ 統合型研究開発（研究開発の期間：３カ年）

⑤ フィージビリティスタディー研究（研究開発の期間：１カ年）

⑥ 大気中アスベスト濃度の迅速な測定分析技術等、アスベスト飛散抑

制対策に資する研究開発（新規）（研究開発の期間：２カ年）

２．事業計画

毎年度実施する（平成１３年度から）。

新規実施課題数の拡充を図るとともに、アスベスト飛散抑制対策に資す

る研究開発領域を創設する。

３．施策の効果

本事業の実施により、環境技術の分野における競争的な研究開発環境が

形成され、未解明の環境問題についての基礎的研究、実用化が急がれる技

術開発が効率的に推進される。

また、本事業の成果は、環境行政の重要課題解決の促進、地域や民間に

おける環境保全の取組などに活用される。



地球環境研究総合推進費（競争的資金）

４，３２６百万円（３，０１５百万円）

地球環境局総務課研究調査室

１．事業の概要

地球環境問題への適切な対応には、正確かつ最新の科学的知見が重要な役

割を担っている。本経費は、地球環境問題の解決に対し科学的側面から貢献

することを目的としており、オゾン層の破壊、地球の温暖化、酸性雨など、

様々な地球環境問題を対象とし、産学民官の研究機関に所属する研究者から、

提案公募方式により研究課題を募っている。

本経費については、地球環境保全政策の科学的な支援という観点を第１に

指向し、地球環境保全に関する関係閣僚会議が策定する「地球環境保全調査

研究等総合推進計画」との整合性を図りつつ、学際的・国際的な観点からの

運営を図っている。

２．事業計画

１研究課題当たりの研究期間は3～5年間。新規、継続含め、17年度は37の

ボトムアップ型研究課題（研究テーマを公募しその中から課題を選定する仕

組み）及び4つのトップダウン型プロジェクト（研究テーマや代表者を事前に

定めた上で、細部を公募し競争的に選定する仕組み）を実施中。継続予定の

研究課題については中間評価等を実施し、その結果を研究計画や資源配分へ

適切に反映させつつ、研究を実施する。

また、17年度から研究分野毎に設置しているプログラムオフィサーの活用

により、適切な研究の進行管理を通じて、研究成果の一層の充実を目指す。

３．施策の効果

研究成果は、地球温暖化対策を始め地球環境政策の立案･実施に科学的基

盤を与えるとともに、IPCC等の国際的取り組みに貢献する。更に最新の研究

成果を判り易く広報することにより、地球環境問題の普及啓発に貢献する。



地球環境研究総合推進費（平成２年度～）

・わが国の研究資源の総力を結集し、チャレンジングな研究
を推進するための政策反映指向型競争的資金
・わが国の研究資源の総力を結集し、チャレンジングな研究
を推進するための政策反映指向型競争的資金政策反映指向型競争的資金

・地球環境政策の立案・推進には、

科学的な裏付けや科学的なデータが不可欠

・地球の温暖化をはじめ、様々な地球環境問題が深刻化
→ 問題解決に向けた取り組みとして、科学研究は有効
かつ重要なものの一つ

・地球環境政策の立案・推進には、

科学的な裏付けや科学的なデータが不可欠

・地球の温暖化をはじめ、様々な地球環境問題が深刻化
→ 問題解決に向けた取り組みとして、科学研究は有効
かつ重要なものの一つ

背景と目的背景と目的

・地球環境保全に関する関係閣僚会議の作成する「地球環境
保全調査研究等総合推進計画」と整合性を図りつつ、

・ボトムアップ的な仕組みとトップダウン的な仕組みを活用し、
地球環境研究を総合的に推進

・専任のプログラムオフィサー（ＰＯ）を設置し、研究者に対する
指導助言体制を強化IPCC（気候変動に関する政府間パネル）：地球温暖化に関する最新の科学的知見をまとめ、

温暖化防止政策に科学的な基礎を与えることを目的として1988年に設立された国連の組織
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）：地球温暖化に関する最新の科学的知見をまとめ、
温暖化防止政策に科学的な基礎を与えることを目的として1988年に設立された国連の組織

地球環境政策を科学的に支える研究地球環境政策を科学的に支える研究を、総合的に推進し、
地球環境問題の解決に寄与

制度の特徴制度の特徴

IPCC第３次評価報告書(2001)
　引用文献の構成

15,315

187

326

139

日本人筆頭論文数

引用論文数

（世界全体）

推進費の研究成果

IPCC第３次評価報告書(2001)
執筆者の構成

1,428

23

48

25

推進費の研究参画者

執筆者数

（世界全体）

執筆者数

（わが国）

その他

わが国の主な研究者が推進費研究に参画わが国の主な研究者が推進費研究に参画 推進費研究成果はわが国による貢献の主を占める推進費研究成果はわが国による貢献の主を占める

・例えば温暖化対策において、京都議定書の第２京都議定書の第２
約束期間以降の政策立案を科学的に支えるデータの約束期間以降の政策立案を科学的に支えるデータの
提供提供 等
・例えばIPCC第4次評価報告書に対し、わが国の生産
論文の引用比率を、飛躍的に拡大し、国際的な地球
環境政策の検討に貢献 等

期待される成果期待される成果



学校等エコ改修と環境教育モデル事業(一般会計・石油特会)

1，５４５百万円（１，０３０百万円）

総合環境政策局環境教育推進室

１．事業の概要

地域社会の基礎単位である学校及びその校区において、環境への負荷の

少なく快適な学校環境づくり、学校と地域が協力した環境教育をモデル的

に推進する。

（１）地球温暖化を防ぐ学校エコ改修事業（石油特会：1,500百万円）

学校の特徴に応じた二酸化炭素排出削減効果を有する省エネ改修、新

エネ導入の最も効果的な組み合わせ（断熱、遮光、緑化など）による

施設整備に要する費用の一部を補助する。

（２）学校等エコ改修と環境教育事業（一般会計：45百万円）

各自治体で行われる「地球温暖化を防ぐ学校エコ改修事業」を技術面

からサポート。また、エコ改修を素材とした、環境教育のプログラムづ

くり等を行う。さらに、平成17年の結果を踏まえて、さらに効果的な事

業を行うための研究を進める。

２．事業計画

原則３年間で実施する。平成17年度採択校については、引き続き改修工

事を進める。平成18年度は、対象校を増加させ、気候や周辺環境等の立地

条件や学校施設のタイプ等を考慮し、平成17年度にモデル校として採択で

きなかったタイプの学校について、事業を実施する。

補助先 地方公共団体

補助率 １／２

平成17年度採用 10校程度 1,000百万円

平成18年度新規採用校 5校程度 500百万円

３．施策の効果

学校や校区内の施設のエコ化による二酸化炭素排出量削減と、これを題

材として地域での環境教育の普及、環境建築技術者の育成等を図り、環境

負荷の少ない地域づくり、地域における環境保全意識の醸成を促進する。



 
 

学校等エコ改修・環境教育モデル事業  
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★ 学校での環境教育の進展 

★ 地域が参加した環境教育の展
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コ改修の技術的な研究 
〇全国への普及 

・実際の改修によって得られた成果を全国的

視点から評価し、モデル的な技術の組合せ
 
 

 
球温暖化を防ぐ学校エコ改修事業 学校等エコ改修と環境教育事業
 自治体へのサポート事業 
設のエコ化において適切な技術の組合せ

われるよう助言 

校・地域での施設のエコ化を素材とした環
一体的取組 
境教育に関する研究 

開 

 

技術者の拡大 

る学校の災害対応機能



国連持続可能な開発のための教育の10年促進事業

６８百万円（９百万円）

総合環境政策局環境教育推進室

１．事業の概要

2005年から日本が提案した「国連持続可能な開発のための教育の10年（ES

D）」が開始され、我が国においても「持続可能な開発のための教育」を主体

的に展開していくことが求められている。

ESDでは、環境保全の視点に加え、「文化及び健康等の社会的な視点」及び

「貧困等の経済的視点」を踏まえた環境教育の実施が求められる。ESDの内容

としては、このような様々な視点に関する知識のみではなく、持続可能な社

会・地域づくりに参画する力を育むことが重要となる。そのため、実際の取

組においては、地域とともに学ぶことが必要となり、教材やプログラムは、

地域の特性を踏まえ、具体的な行動につなげるものが必要となる。しかし、

現状ではこれらを地域で行うノウハウがない。そのため、モデル地域でプロ

グラム作成及びそれを活用したモデル授業・講座を実践し、地域での実践に

おけるノウハウを蓄積し、全国にその手法を広げる。

２．事業計画

（１）ESD全国事務局の設置・運営

各地域でESDを具体的に進めるための取組を支援するための事務局を設置

し、各地域へのESDの内容レクチャー、実施プログラムの助言等を行う。

（２）教材・プログラム作成

全国事務局からの助言・サポートを踏まえ、地域の関係者らを巻き込ん

で教材・プログラムを作成し、学校の授業などでモデル的に実施する。

３．施策の効果

地域に根ざした参加型の「国連持続可能な開発のための教育の10年」の教

材・プログラム作成手法が具体的に示され、本省からの情報発信及び地方環

境事務所等・地方環境パートナーシップオフィス等を通じて、ブロック内各

主体との情報共有を行うことにより、国内におけるESDの取組が促進される。



環境

環境教育 ESD環境教育

国連・持続可能な開発のための教育(ESD)の10年が2005年から始まった

ESD 知識のみではなく、地域の人とともに学び、持続可能な社会・地域づくりに参
画する力を育む

地域に根ざした教育、地域が主体となる取組

環境

開発、経済、産
業、貿易、人権、
貧困、健康

地域における
ESD教材・プログラムづくり＆実践

○専門家による検討会
・教材・プログラムの枠組作成
（文科省と連携）
・モデル地区への助言
・モデル地区における取組評価
・教材・プログラムの枠組改善

○各地域への助言、サポート

○成果のとりまとめ・情報発信

教材・プログラム作成

モデル授業・講座の実施

助言、枠組提示

報告、フィードバック

事務局（全体調整、助言）
モデル地区７ヶ所
（主体は、NPO等）

地方環境事務所
地方環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｵﾌｨｽ

ブ
ロ
ッ
ク
内
各
地
域
へ
の
波
及



（新）環境体験学習人材育成支援事業 １４百万円（０百万円）

総合環境政策局環境教育推進室

１．事業の概要

平成15年７月に成立した「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の

推進に関する法律」では、民間の人材認定等事業の国への登録制度が盛り込

まれ、環境教育にかかわる人材育成等の促進及び活性化が期待されているが、

当制度は一般の活動リーダー等、いわば、人材育成の裾野を拡大していくた

めの効果が期待されるものの、人材育成にかかる指導者層や活動の企画立案

・調整等高度な技能を有する人材の育成には、資金や分野の偏り等の課題も

あり、これをＮＰＯ等の民間団体のみに委ねることは必ずしも好結果をもた

らさないと考えられる。

このため、大学等の教育機関及びＮＰＯ等民間団体の連携による一体的な

かつ総合的な環境体験活動の指導者等の育成方策を検討し、その結果をもと

に具体的な指導者等の人材育成施策を展開し、環境教育・環境学習の一層の

推進に資する。

２．事業計画

指導者等高度な環境体験活動促進にかかる人材の育成を、大学等の教育機

関やＮＰＯ等の団体において、具体的に実施するために必要なシラバスやテ

キストの整備を行う。

また、単なる座学のみならず、インターンシップが重要であるため、イン

ターンシップを受け入れることが可能な団体の発掘等を行う。

その後、試験的に指導者等人材の育成のための研修を実施する。

３．施策の効果

大学等の教育機関及びＮＰＯ等民間団体の連携による一体的なかつ総合的

な環境体験活動の指導者等の人材育成について、シラバスやテキストの作成

やインターンシップの受け入れ可能な団体の調査を支援することにより、人

材育成方策を具体的に民間に示し、民間による環境体験学習指導者等の人材

育成の促進及び活性化が期待される。



環境体験学習人材育成支援事業

シラバスやテキストの作成

インターンシップ受入可能な団体の調査

環境体験学習の人材育成の支援

環境体験学習の人材育成のための
研修の実施
・大学等の教育機関やＮＰＯ等の民間団体におい
て実施。

環境体験学習に係る指導者等

体験活動リーダー
普及啓発を担う人材

一般向けに知識を教える人材

・リーダーの育成
・活動の企画立案、
調整等を行う人材

民間団体に
よる養成
（登録制度）

民間団体のみでは
養成が難しい人材

民間団体のみでは養成が難しい人材 （リーダー

育成の指導者や活動の企画立案・調整を行う人
材）を育成する方策について、大学等教育機関や
民間団体等と連携協力しながら展開することが必
要。

etc.

環境体験学習上級指導者等
育成方策検討調査



我が家の環境大臣事業 １５０百万円（１５０百万円）

総合環境政策局環境教育推進室

１．事業の概要

環境にやさしい活動をすることを宣言する家庭を｢エコファミリー｣、そ

の家庭の代表者を｢我が家の環境大臣｣として任命し以下の支援事業を行う。

（１）団体の登録、教材・会報誌等の配付（継続）

地方公共団体の協力を得て、複数の｢エコファミリー｣で構成される団体

（親族、自治会、ＮＰＯ、学校、企業等)の登録を引き続き行うとともに、

エコファミリー向けに教材・会報誌等の配付を行う。

（２）団体へのアドバイス体制の整備（拡充）

団体の要請に応じ環境専門家によるアドバイスが行えるよう、体制を整

備する。

（３）ウェブサイトを通じた登録、情報提供（継続）

ホームページを通じてエコファミリーを募集し、エコライフに役立つ情

報や参加型コンテンツの提供等を行う。

（４）エコファミリー表彰制度（拡充）

エコファミリーを対象として年度末にレポート等を募集し、エコファミ

リーの取組を表彰する

（５）イベントの開催（拡充）

地域のエコファミリーの交流の場として地域ごとにイベントを開催する。

２．事業計画

平成１７年度に、インターネットプログラムの構築やファミリーエコク

ラブ制度等の整備を行い、１０年間でエコファミリーに１００万世帯が登

録することを目標とする。

３．施策の効果

環境にやさしい活動に取り組む家庭が増加することにより、以下の効果

が期待できる。

・民間部門におけるCO２の削減

・グリーンコンシューマーの増加、環境保全活動への積極的な参加等



我が家の環境大臣事業

生活の基盤である家庭における環境保全活動・環境教育を推進するため、環境に配慮した取組を

行うことを宣言する家庭を「エコファミリー」、その代表者を「我が家の環境大臣」として募集・登録し、

支援を行う。

ウェブサイトを通じた情報提供ウェブサイトを通じた情報提供
・エコライフに関する情報提供

・家庭における取組記録（日記、環境家計簿機
能等）コンテンツ

・参加、交流型コンテンツ

・全国のイベント等の紹介

団体登録者に対する教材等の提供団体登録者に対する教材等の提供
・団体代表者を通じて家庭で取り組めるエコライフ事

例集等の教材等を配付

環境専門家等のアドバイザーの派遣環境専門家等のアドバイザーの派遣

・団体の要請に応じ環境専門家等の派遣やアドバイス

提供

イベントの開催イベントの開催
・エコファミリー同士の交流の場、発表の場、その他の国民への普及啓発の場として全国でイベントを開催

エコファミリー表彰エコファミリー表彰
・取組レポート等を募集し表彰、登録団体の取組表彰、優秀事例を全国へ紹介 等

ウェブサイト登録 団体登録

複数の家庭（世帯）で構成され
る団体

例） 親族、自治会、企業、ＮＰＯ 等
個々の家庭

グリーン購入の促進

家庭部門の
二酸化炭素の削減

自然環境保全の
取組促進

家 庭

我が家の
環境大臣

家 庭
我が家の
環境大臣

家 庭
我が家の
環境大臣

家 庭
我が家の
環境大臣

家 庭
我が家の
環境大臣 家庭における取組の促進



（新）知床世界自然遺産地域における保全・共生推進調査費

６５百万円（０百万円）

自然環境局自然環境計画課

１．事業の概要

○平成17年7月の第29回世界遺産委員会において、「知床」（北海道）が新た

に世界自然遺産として登録された。

○登録後は知床が有する世界的に顕著な普遍的価値（OUV：Outstanding

Universal Value）を保全する重い国際的責務が生じ、特に「海域管理計画

の早期策定（策定期限：平成20年度）」や「IUCNの評価報告書に示された

課題（管理のための指標の開発、登山道管理戦略の策定、科学的な調査研

究の推進等）」など、知床の世界自然遺産登録に際して勧告された措置に

ついて的確な履行が求められる。

○知床が有する世界的に顕著な普遍的価値の保全と適正な利用を図っていく

ため、生態学的に持続可能な資源利用のあり方を整理するとともに、世界

遺産による付加価値化（ブランド化）など具体的な方策を検討し、知床が

有する世界的に顕著な普遍的価値と共生した地域づくりを目指す。

○本調査は学識経験者の協力を得て、関係機関（北海道、林野庁、地元等）

と連携して行う。

２．事業計画

H18年度 H19年度 H20年度事業内容

(1）登録勧告への対応

海域管理計画の策定 <調査・ 検討> <策定>

IUCN評価報告書に示された課題 <検討・実施>

(｢海と森の生きもの調査｣を含む)

評価調査団の招致

(2）OUVと共生した地域づくり <調査・ 検討> とりまとめ><

３．施策の効果

○知床世界自然遺産地域の保護と適正利用の推進

○知床が有する世界的に顕著な普遍的価値と共生した地域づくりの推進



知床世界自然遺産地域における保全・共生推進調査費知床世界自然遺産地域における保全・共生推進調査費

➣平成１７年７月：
「知床」の世界自然遺産登録

世界遺産委員会における勧告への対応

世界的に顕著な普遍的価値の保全
（OUV：Outstanding Universal Value)北海道

林野庁

斜里町・羅臼町

環境省

関係省庁

地元関係団体

科学委員会

知床世界自然遺産地域
における保全・共生推進調査

●海域管理計画の策定（策定期限：2008年）

●IUCNの評価報告書に示された課題

（観光客の管理、登山道管理戦略の検討、

科学的な調査研究の推進、エゾシカ・ヒグマの管理、

管理指標・水準の開発等）

●IUCNによる評価調査団の招致（登録後２年以内）

国際的責務

勧告への速やか
かつ的確な対応

勧告への速やか
かつ的確な対応

知床の
世界的に顕著な
普遍的価値と
共生した地域づくり

知床の
世界的に顕著な
普遍的価値と
共生した地域づくり

知床世界自然遺産地域の保全と適正利用の推進

条約上の責務の
履行

条約上の責務の
履行

●持続可能な資源利用のあり方の整理

●世界遺産による付加価値化（ブランド化）方策の検討



（新）知床世界遺産センター（仮称）整備事業費

３５百万円（０百万円）

自然環境局自然環境計画課

１．事業の概要

○平成１７年７月の第２９回世界遺産委員会において、「知床」（北海道）

が新たに世界自然遺産として登録された。

○登録に伴い、知床が有する世界的に顕著な普遍的価値（OUV：Outstanding

Universal Value）を保全していくことが日本の責務となった。世界遺産条

約第５条においては、当事国に対し、世界自然遺産の保護、保存等のため

の研修センターの設置等を促進すること、学術的調査を奨励することが求

められている。

○このため、以下のような機能を有する「知床世界遺産センター（仮称）」

を整備する。

①調査研究・モニタリング

②情報の収集・管理・提供

③普及啓発

④人材育成 等

（参考）世界遺産条約 第５条 （ｅ）

文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的又は地

域的な研修センターの設置又は発展を促進し、並びにこれらの分野におけ

る学術的調査を奨励すること。

２．事業計画

平成１８年度～２０年度

H18年度 H19年度 H20年度事業内容

（１）基本計画、基本設計

（２）実施設計

（３）施設整備

３．施策の効果

○知床世界自然遺産地域の保護と適正な利用の推進



知床世界遺産センター（仮称）

～知床世界自然遺産地域の保全管理の拠点施設～

知床世界遺産センター（仮称）

～知床世界自然遺産地域の保全管理の拠点施設～

＜自然環境＞

・気候
・流氷
・植生（森林植生、草本植生、外来種等）
・動物（鳥類、海棲哺乳類、陸棲哺乳類、魚類等）
・自然景観 等

＜社会環境＞
・河川工作物の設置状況
・利用者数 等

自然環境及び社会環境に関する情報の収集を行い、
ＧＩＳ等を活用して一元化し、提供

世界遺産を人類全体の宝として保全し、持続可能な
活用を図っていくための普及啓発を実施

調査研究・モニタリング、情報の収集・管理・提供、
普及啓発等を実施してくための人材を育成

■調査研究・モニタリング ■情報の収集・管理・提供

■人材育成

■普及啓発

知床世界自然遺産地域の保護と適正な利用の推進



世界自然遺産地域保全対策費 １８百万円（１６百万円）

自然環境局自然環境計画課

１．事業の概要

○「屋久島」と「白神山地」は、我が国で最初の世界自然遺産として平成５

年に登録され、世界自然遺産地域として必要な保全管理を進めてきた。

○しかし、マナーの欠如や利用上の課題が依然として見られ、今後、保全状

況を評価すべき物件として世界遺産委員会において審議される可能性もあ

ることから、世界遺産本来の目的についての普及啓発の強化や保全管理手

法の向上を図っていく必要がある。

○また、世界遺産地域の管理手法をより地域参加型のものに転換していくた

めの方策を検討するとともに、策定後１０年が経過した管理計画の改定

（屋久島及び白神山地）、利用者負担による施設維持管理の可能性（屋久

島）等を検討する。

○本年７月に世界自然遺産として登録された「知床」については、入込者の

増加による影響を未然に防ぎ、適正な保全管理に向けた検討を行う。

２．事業計画

（１）白神山地及び屋久島については、平成１８～１９年度

（２）知床については、平成１７～２１年度

地域名 事業内容 17 18 19 20 21

白神山地 管理計画の改定、地域参加型保全管理手法の

検討等

屋久島 管理計画の改定、利用者負担による施設維持管

理の検討、地域参加型保全管理手法の検討等

知床 適正な保全管理に向けた検討

３．施策の効果

・過剰利用等による自然環境への影響を抑制するとともに、適正な利用を

推進することにより、世界自然遺産としての価値を将来にわたって保全。

・開発途上国等における保全管理のモデルとして、導入可能な方策を確立。



世世界界自自然然遺遺産産地地域域保保全全対対策策費費  
 

 

「白神山地」・「屋久島」 

平成５年：我が国で最初の世界自然遺産

として登録 

 

＜
 
世界遺産登録に伴う影響＞ 

・入込者数の増加による影響（白神山地、屋久

・登山者による踏圧、し尿等による水源地の汚

・地域社会に対する社会的影響 等 

世界自然遺産地域保全対

・地域参加型保全管理手法の検討 等 
 

■白神山地 
・管理計画の改定 
・地域参加型保全管理手法の検討 等 

■知床  
・適正な保全管理に向けた検討 

●

「知床」 

平成１７年：世界自然遺産として登録 
 

島では 1.5～2.0 倍程度増加） 
染  
策費 

白神山地 

知床 

● 

● 
■屋久島 
・管理計画の改定 
・利用者負担による施設維持管理の検討 
屋久島 
世界自然遺産としての価値を将来にわたって保全 
世界遺産本来の目的についての普及啓発の強化や保全管理手法の向上 
 



（新）広範な関係者の参加による魅力的な国立公園づくり推進事業

４２百万円（０百万円）

自然環境局国立公園課

１．事業の概要

近年の環境保全に関する社会全体の関心、例えば、よりよい景観を求める

動き（景観法の成立）や環境保全活動への参画意識などが高まるにつれ、国

立公園に求められる役割・期待も多岐にわたってきている。また、三位一体

改革による国立公園に関する国と地方の新たな役割分担により、利用者の安

全確保にも責任が増大している。

そのため、広範なニーズを反映した、国立公園を軸とした地域連携・活性

化を推進するとともに、安全・快適な国立公園づくりを進める。

（１）「国立公園の新たな運営戦略（仮称）」の策定

国立公園運営の基本的考え方、運営プログラムに盛り込むべき内容、

作成方法等を示した指針を策定。

（２）各国立公園で「国立公園戦略的運営協議会（仮称）」を設置、「国立

公園戦略運営プログラム（仮称）」を策定

各公園の一団の地域ごとに、学識者、地元自治体、公園事業者、利

用者の代表等の関係者による多様な主体の参画の場を確保。協議会に

おいて、運営プログラムを策定し、協議会構成員が連携・分担して景

観形成など魅力ある公園づくりを実施。

２．事業計画

18年度 基礎的資料や事例の収集、利用者と公園内の住民の意識調査、

利用者の運営管理への参加手法の検討、運営の分担方法の整

理等を行い、運営戦略を作成、各公園で協議会の設置準備

19～20年度 各公園で協議会を設置、プログラムを策定、実施

３．施策の効果

○国立公園の戦略的な運営体制を確立し、景観形成など幅広い環境問題や

風格のある国土づくりへの対応を促進。

○利用者のニーズを的確に反映し、多様な主体の参画を得て、自然公園等

事業、グリーンワーカー事業などを組み合わせ、公園管理水準を向上。



国立公園戦略的運営の推進 

 
         対応すべき課題の多様化 

○国立公園への多様な期待     ○国と地方の新たな役割分担 
   ・温暖化対策          ・公園内の安全対策への責任増大 

・景観形成           ・直轄施設の拡大   
・環境保全活動への参加の拡大 

    ・観光立国 
 
 多様な課題、ニーズに対応して施策を総合的に展開し、広範な関係者との連
携・分担による地域活性化が急務 
 
 
 
 
           国立公園戦略的運営プログラムの展開 

 
             国立公園の新たな運営戦略 

              全国的な視点の基本方針 
 
      

 

国立公園戦略的運営協議会設置 

○各公園の地域ごとに設置 
○学識者、関係行政機関、公園事業者、利用者の代表等、 
多様な主体の参画の場 

       
 
     国立公園戦略的運営プログラムの策定 

○協議会ごとに、地域で関係者が連携して取り組む具体的課題を整理 
  

    
 
  
 
           協議会参加者が役割分担して、取組 

            環境省では・・・ 
 
 
     自然公園等事業  ｸﾞﾘｰﾝﾜｰｶｰ  山岳トイレ  ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾝｼﾞｬｰ 
 

国立公園を核として景観形成、観光立国を推進 



自然公園等事業〔公共〕 １４，５８６百万円（１２，５３１百万円）

自然環境局自然環境整備課

自然環境計画課

１．事業の概要

○ 三位一体改革において整理された国と地方の新たな役割分担に基づき、

国立・国定公園等の整備を推進し、自然と共生する地域づくりを更に進

める。

○ 国立公園の保護上及び利用上重要な公園事業並びに国民公園等の整備

について、直轄事業により着実に実施する。

特に、国立公園の集団施設地区の景観形成及び登山道整備等について

目標年次を設定した上で重点的に推進する。

○ 自然環境整備交付金により、地方の行う国定公園等の整備を支援する。

２．事業計画

（１）国立公園の直轄事業（保護上及び利用上重要な公園事業）

① 山岳地域の適正な利用を推進するため、登山道整備（標識、洗掘箇

所の修復、植生復元等）を重点的に実施。

② 利用拠点の良好な景観を形成するため、展望台からの眺望の再生、標

識の一斉更新、駐車場の修景緑化等を重点的に実施。

③ 失われた自然を積極的に取り戻すため、自然再生事業を更に推進。

（２）国民公園等の直轄整備

新宿御苑、京都御苑等及び千鳥ヶ淵戦没者墓苑に係る施設整備を実

施

（３）国定公園等の交付金事業（交付率：４５％、交付先：都道府県）

① 国定公園事業

② 国指定鳥獣保護区（国立・国定公園区域外）における自然再生事業

③ 長距離自然歩道整備事業（国立・国定公園区域外）

⇒ 国民保養温泉地整備事業を交付金の対象に追加

３．施策の効果

国立・国定公園等における自然環境の保全・再生及び自然とのふれあい

の場の整備の推進。





国立公園等管理体制強化費（アクティブ・レンジャー）

３１５百万円（２００百万円）

自然環境局総務課自然保護事務所管理指導室

１．事業の概要

自然保護事務所が果たす本来的な機能である国立公園の管理、野生生物の

保護及び地域の自治体・専門家・ＮＰＯとの連携の強化を図りながら、国民

に顔の見える環境省自然保護官の現地管理体制を確立するための事業。

２．事業計画

自然保護官が行う業務のうち、自然保護地域内のパトロール、利用者への

指導、自然解説などの現地業務や自然公園指導員等のボランティアとの連絡

調整を主体的に担当するアクティブ・レンジャー（自然保護官補佐）を平成

１７年６月に６０名雇用したところであるが、まだ十分な対応とは言えない

ため、さらに４０名程度雇用（合計１００名程度）し、現地管理体制の一層

の充実強化を図る。

（１）主な業務

・パトロール

・利用者指導

・自然解説

・自然公園指導員及びパークボランティアとの連絡調整

（２）配置計画

地方環境事務所（７か所）

自然保護官事務所（７９か所）

これらの中から今後、配置する地区を検討。

※環境省の非常勤職員として雇用。公募により全国から広く募集の上、選

考。

３．施策の効果

専門的な知見を持ったアクティブ・レンジャーを現地に配置し、管内の

国立公園等を対象として計画的、定期的にパトロールや利用者指導などを

行うことにより、自然保護及び利用上の問題を早期に捉え適時的確な対策

に繋げるなど、国立公園等の管理水準を高めることが可能となる。



 （アクティブ・レンジャー）

国立公園等管理体制強化費

フットワークと機動力の強化

【アクティブ・レンジャーの役割】
○国立公園等のパトロール
○利用者の指導や自然解説
○地域ボランティアとの連絡調整など

　　　　　【導入の方法】
○全国の国立公園や野生生物の重
　要な生息地に１００名程度配置
○環境省の非常勤職員として雇用
○公募により全国から広く募集

自然保護官を補佐する

アクティブ・レンジャーを導入

問題の早期発見とタイムリーな対策の実行

知床半島（知床国立公園） 尾瀬ヶ原（日光国立公園）

（パトロール） （自然解説）

○ 国 立 公 園 な ど 現 場 体 制 の 強 化

○全国に２４６名の自然保護官等を配置しているが、広大な保護地域の
　管理や業務の増大に追われ十分な現地パトロールが行えない。
○現地管理体制の強化が急務。

職員一人あたり
国立公園管理面積：8,800ha



国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業費

３５０百万円（２９９百万円）

自然環境局国立公園課

１．事業の概要

国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、地域の自然や社会

状況を熟知した地元住民等を雇用し、地域の実情に対応した迅速できめ細

かな自然環境保全活動を推進し、国立公園等の管理のグレードアップを図

る。

特に二酸化炭素吸収源対策、特定外来生物法全面施行を受けた外来種対

策、景観法の施行を受けた景観形成の取り組みをさらに充実・強化する。

２．事業計画

全国２８箇所の国立公園等で、以下の予算額をもって事業を実施してき

たところ

平成１３年度 １．９億円

平成１４年度 ５．２億円

平成１５年度 １．５億円

平成１６年度 ３．０億円

平成１７年度 ３．０億円

３. 施策の効果

上記事業により、国立公園の管理のグレードアップを図るとともに、観

光立国・良好な景観形成の実現や地球温暖化防止に貢献 また 環境分野。 、

での新たな雇用の確保や地域の活性化にも寄与。

事業費100百万円あたり、概ね4,000人日の雇用見込み。



国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（グリーンワーカー）事業

アウトプット国立公園等の保全管理上の諸問題 国立公園等の保全管理の充実

○高山植物の盗採や高山蝶等の密猟
○外来動植物の侵入による自然生態系への
影響の懸念

○山岳地や湖沼・海岸等での投棄物・漂着
物の処理に苦慮

○利用集中期のお花畑等への踏み込み
○集中山岳地の登山道が荒廃
○人為による裸地化や里地里山・人工林の
放置による生物多様性の喪失

○野生動植物の生息・生育地への違法な車
両の乗り入れ

等

○監視活動の充実
○外来種の除去・捕獲
○投棄物・漂着物回収
○ﾊﾟﾄﾛｰﾙや制札による立
入り制限
○登山道の伝統的工法に
よるきめ細かな維持管
理の実施
○植生復元、里山の間伐
促進
○監視活動

等

世界に誇れ
る国立公園
づくり

山頂での埋設ゴミの回収
スノーモービル等乗り入れ禁止区域での指導

自然や社会状況を熟
知した地元住民等を
雇用し事業を実施



エコツーリズム総合推進事業費 １７２百万円（１５０百万円）

自然環境局総務課自然ふれあい推進室

１．事業の概要

エコツーリズム（自然環境や歴史文化を対象とし、それらを学ぶととも

に、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のあり

方）の普及・定着へ向け、「エコツーリズム推進会議（小池大臣議長）」

において、５つの推進方策をとりまとめ、事業を進めているところ。

今後は、概念やノウハウが行き渡っていない、人材が育っていない等の

課題を克服するため、モデル事業をはじめとする推進方策を着実、かつ効

果的に展開して普及・定着を進めるとともに、さらにエコツーリズムの取

り組みが適正に展開するよう、各種事業を実施する。

２．事業計画

引き続き推進方策に取り組むとともに、自治体などへの幅広い支援とし

ての全国セミナーの開催やアドバイザーの派遣を行う。また、エコツーリ

ズムの推進に必要な調査、国立公園における仕組みづくり等を実施する。

３．施策の効果

エコツーリズムの推進により、次の効果を期待できる。

①地域資源の持続的利用の促進

②地域住民及び旅行者の環境保全意識の向上

③多彩なプログラム提供による利用の分散、通年観光化

④環境学習・環境教育の機会の提供

⑤新たな雇用の機会の創出

⑥地域活性化、地域経済への貢献

⑦自然公園行政、野生生物行政などへの理解の促進

⑧都市と農山漁村の共生・対流、観光立国、地域再生など、国の重要

施策への貢献

⑨持続可能な社会づくりへの貢献



エコツーリズム総合推進事業費

地域（主に自治体）

（エコツーリズム憲章）

理念の普及（主に旅行者）

エコツアー総覧

情報の流通
（事業者・利用者）

エコツーリズム推進セミナー

生態系ごとの適正収容力
算定手法調査

動植物等への配慮事項調査

モデル事業

エコツーリズム大賞

（エコツーリズム推進マニュアル）

国立公園内
エコツーリズ
ムの仕組み
づくり

第１ステージ
＜普及・定着＞
①理念の普及
②情報の流通
③底辺の拡大

第１ステージ
＜普及・定着＞
①理念の普及
②情報の流通
③底辺の拡大

第２ステージ
＜展開・深化＞
①先進国への
キャッチアップ
②確実な環境配慮

の推進
③国立公園における
先導的事業実施

第２ステージ
＜展開・深化＞
①先進国への
キャッチアップ
②確実な環境配慮

の推進
③国立公園における
先導的事業実施

底辺の拡大

エコツーリズムとは
自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を
持つ観光のあり方

環境配慮への取り組み促進

エコツーリズムの効果
①地域資源の持続的利用の促進、②地域住民や旅行者の環境保全意識の向上、③多彩なプログラムによる利用の分散、
通年観光化、④環境学習・環境教育の機会の提供、⑤新たな雇用の創出、⑥地域活性化、地域経済への貢献、⑦自然公
園行政。野生生物行政などへ理解の促進、⑧都市と農山漁村の共生・対流、観光立国など、国の重要施策への貢献

旅行者 事業者

アドバイザー
派遣



（新）温泉資源の保護対策等に関する検討調査

１０百万円（０百万円）

自然環境局自然環境整備課

１．事業の概要

昭和２３年に温泉法が制定され、温泉ゆう出目的の土地の掘削等に対する

規制が行われているが、法制定以降、温泉を取り巻く状況は大きく変化して

おり、特に、近年は技術進歩に伴う大深度掘削、大型動力装置の設置による

揚湯量の増加等を背景として、新たな温泉の掘削によるゆう出量の減少など

既存の温泉への影響が懸念されている。

このため、温泉資源の制約が懸念される地域等を対象に、温泉地における

ゆう出量の経年変化の動向、温泉資源の制約問題が顕在化している地域内外

における新規掘削、温泉利用施設建設等の事例、都市開発・温泉開発との関

係、大深度掘削別の動向及び安全対策など温泉資源の保護対策等に関する現

状と要因の分析を行う。

さらに、各都道府県における温泉掘削等の規制状況など、実態を調査し、

分析結果を踏まえて、都道府県等への提言を行う。

２．事業計画

平成１８年度から２０年度までの３ヵ年計画で実施する。

文献調査や現地調査による知見等の収集及び地域の実態把握等を行い、温

泉源の保護を図る上で有効な手法・対策を立案する。

３．施策の効果

温泉資源の量的制約問題が懸念される地域の実態を把握するとともに、大

深度掘削の状況及び集合住宅等での大量利用など、温泉資源の保護に関する

情報を収集・整理し、「限りある自然資源」である温泉の保護と持続的利用

に資する施策の推進を図る。



温泉資源の保護対策等に関する検討調査フロー

温泉法
温泉源の保護（法第三条、第九条）
温泉源を保護するため、温泉の掘削、増掘、動力装置を設置する場合は都道府県知事の許可が必要

温泉の現況 温泉地の課題
○全国の源泉数は増加したが、 ○温泉資源の保護・管理
自噴泉は減少し、動力泉が増加

１）源泉状況把握
、 、平成 15年度末現在の数値は 昭和 40年度当時に対し

２ ）温泉地における温泉資源の・ （ヵ所） ： 約 2.3倍温泉地数
制約問題・ （孔） ： 約 2.3倍源泉数

具体的提言利用自噴泉： 約 800孔減

３）未利用泉への指導利用動力泉：約 8,000孔増
温 泉 に 関する制度の・ （千Ｌ／分 ： 約 2.4倍湧出量 ）
見直し検討項目・ （孔 ： 約 101倍未利用源泉数 ） ４）掘削源泉での過剰揚湯回避

最近 10年間での など
都道府県等への提言・大深度掘削の割合
①温泉保護地域の（ 1,000m以上：全体の４３％）
指定

②掘削時の距離制限

温泉地実態調査 ③掘削時の口径制限１． （各５地域×４類型＝２０地域）
（ 、 、 、 、 、調査内容：・温泉資源の経年変化動向 湧出量 泉温 泉質 水位 時間値

④掘削時の深度制限季節値、施設の種別と軒数、種別ごとの使用量、収容定員と
宿泊者数、浴槽規模 他）

⑤採取量の制限・未利用源泉の実態
（各５地域）①安全採取型、②安全採取ぎみ型、③過剰採取ぎみ型、④過剰採取型

⑥集中管理方式の
可能性２．都道府県調査

条例、掘削許可の基準、行政指導のあり方等

３．アンケート調査（都道府県、温泉施設等）

調査結果の取りまとめ

温泉資源の保護対策等に関する検討会



特定外来生物防除等推進事業 ４５４百万円（２０４百万円）

自然環境局野生生物課

１．事業の概要

（１）特定外来生物防除直轄事業

以下の重点地域において環境省直轄により防除事業を実施する。

①奄美大島及び沖縄本島やんばる地域において、希少野生動物等を捕食す

るジャワマングースの完全排除を目指し、集中的なワナの配置や移動抑

制柵の設置など戦略的に防除事業を実施する。

②ラムサール条約湿地など環境省が所管する保護水面や環境省レッドリス

ト掲載種の生息地においてオオクチバス等の防除事業を実施する。

③国立公園等保護上重要な地域のうち特に重点的対策を要する地域におい

て、外来生物対策の検討・防除事業を実施する。

（２）広域分布外来生物防除モデル事業

都道府県の区域を越えて広域に分布して被害を及ぼすおそれがあるアラ

イグマ、カミツキガメ、アルゼンチンアリ等の外来生物について、地方公

共団体と連携した防除のためのモデル事業を実施する。その成果を防除手

法のマニュアルとしてとりまとめ、各地の防除に活用する。

２．事業計画 （年度）

17 18 19 20 21

(1)特定外来生物防除直轄事業

①沖縄・奄美地方ﾏﾝｸﾞｰｽ防除

②ｵｵｸﾁﾊﾞｽ等防除推進事業

③国立公園等外来生物重点防除事業

(2)広域分布外来生物防除モデル事業

①ｱﾗｲｸﾞﾏ防除ﾓﾃﾞﾙ事業

②ｶﾐﾂｷｶﾞﾒ等防除ﾓﾃﾞﾙ事業

３．施策の効果

重点地域における集中的な防除の実施により、完全排除への道筋をつける

とともに、国や地方公共団体等、各主体の役割に応じた総合的・効果的な防

除の推進方策を明らかにすることにより、外来生物による日本の生態系等に

係る被害を低減し、被害の拡大防止を図る。



特定外来生物防除等推進事業
＜被害の増加に対応した肉厚な施策の推進＞

外来生物法に基づく特定外来生物の指定外来生物法に基づく特定外来生物の指定

広域分布外来生物防除モデル事業広域分布外来生物防除モデル事業特定外来生物防除直轄事業特定外来生物防除直轄事業

マングース防除事業（沖縄・奄美地方）マングース防除事業（沖縄・奄美地方）

オオクチバス等防除事業オオクチバス等防除事業

国立公園等外来生物重点防除事業国立公園等外来生物重点防除事業

アライグマ防除モデル事業アライグマ防除モデル事業

カミツキガメ防除モデル事業カミツキガメ防除モデル事業

被害の増加に対応した防除
施策の一層の強化・拡充

被害の増加に対応した防除
施策の一層の強化・拡充

地方公共団体が行う被害防
止対策の技術的支援策強化

地方公共団体が行う被害防
止対策の技術的支援策強化

アルゼンチンアリ・セアカゴケグモ等防
除モデル事業

アルゼンチンアリ・セアカゴケグモ等防
除モデル事業

ミズヒマワリ等外来水草防除モデル事
業

ミズヒマワリ等外来水草防除モデル事
業



外来生物対策管理事業費 １５６百万円（５６百万円）

自然環境局野生生物課

１．事業の概要

既に指定されている特定外来生物や今後追加指定される特定外来生物の

適正な管理を実施するため、次の事業を行う。

（１）特定外来生物の選定及び飼養等基準の策定等の調査

①特定外来生物の選定のための専門家会合の開催、②要注意外来生物

等の生態特性等の情報収集、③特定外来生物の飼養等基準の策定、個体

識別の実行体制の確立など施策実行に必要な調査の実施。

（２）外来生物対策に必要な情報のインターネット上での提供

法制度や申請手続、特定外来生物情報、要注意外来生物リストなどの

情報を随時ホームページ上で公開するとともに、インターネット上で関

係者が双方向の情報共有を行うためのシステムの機能拡充を進める。

（３）特定外来生物の適切な飼養等の確保

①飼養等許可の申請・届出の審査、立入検査の推進、規制内容の周知

など飼養者による特定外来生物の適正管理の確保。②人の生命身体に被

害を及ぼすおそれがある特定外来生物の適切処分のための体制の整備。

（４）水際での輸入管理

①輸入審査に際しての専門家による種同定作業の実施、②任意放棄個

体の適切な処分など税関での円滑な輸入規制の実施体制の強化、③海外

から非意図的に侵入する外来生物について専門家によるリスク評価や対

策の検討、④輸入業者・旅行者等への効果的な普及啓発の実施。

２．事業計画

外来生物対策の推進について必要となる経常的な経費である。

今後、規制対象種の増加に伴い、適切な規模の予算の確保と効率的な事

業の実施が必要となる。

３．施策の効果

適切かつ迅速な規制対象種の選定、国民への情報提供、飼養される特定

外来生物の適正管理、水際での輸入管理体制の強化等により、外来生物法

の実効性を確保し、侵略的な外来生物による我が国の生態系等に係る被害

の低減を図るとともに、新たな被害の発生を封じ込める。



外来生物対策管理事業

（１）特定外来生物等の
新規指定関係

（３）国内での特定外来
生物の適切な管理関係

（４）外来生物の適切な
輸入管理関係

特定外来生物の選定に
よる被害の予防

①特定外来生物を選定する
ための意見を聴く専門家
会合の開催

②未判定外来生物、要注意
外来生物等についての生
態特性情報等収集

③飼養等基準の策定、個体
識別措置の実施体制整備
（既指定種も対象）

特定外来生物の適正
な管理・処分の推進

①飼養等許可申請の審査、
立入検査の推進、規制内
容の周知等による適正飼
養の確保

②人の生命身体に被害を及
ぼすおそれのある個体が
野外で発見された場合の
早期引取り・処分体制の

整備

円滑な輸入規制の実施

③物資等に付着し非意図的
に侵入する外来生物の調
査・専門家による対策の検
討

①専門家による同定作業の
実施、②任意放棄個体の適
切な処分、④旅行者・輸入
業者等への普及啓発の実施
とより効果的なあり方検討。

非意図的導入対策

（２）外来生物情報の提供

法規制、申請手続方法、特定外来生物の生態情報等のインターネットでの国民への提供等

国民・事業者との情報の共有



（新）国土生態系ネットワーク形成推進費

４９百万円（０百万円）

自然環境局自然環境計画課

１．事業の概要

○生物多様性を保全し、生態系を健全かつ安定的に存続させるためには、生

物種の生態特性に応じて森林や水系など生息・生育空間のつながりが確保

された生態系ネットワークを形成することが必要である。

○しかし、森林の減少や分断により、希少猛禽類のイヌワシのように行動圏

が広範囲におよぶ野生生物においては、生息に適した環境の分断・孤立化

が進む結果、地域の生態系の縮小や種内の遺伝的多様性の低下により地域

個体群の絶滅が危惧されている。また、里地里山では過疎化や農林業の停

滞により自然の荒廃が進んでいることや、地方や都市郊外等では今後の人

口減少により土地利用に余裕が生じることが想定できることから、効率的

に自然共生型の国土利用へ誘導していくことが求められる。

○そこで、自然性・希少性・多様性の観点から自然環境の量、配置、質の目

標水準を明らかにし、全国・広域レベルでの生態系ネットワークのゾーニ

ングを図ると伴に、その形成のための保全・再生・創出すべき優先地域の

明確化を図る。それを基に、今後各省庁と連携した重点的な措置を推進す

ることにより、国土の自然環境等の質的向上を図る。

２．事業計画

事業内容 H18年度 H19年度 H20年度

(1)基礎ﾃﾞｰﾀの収集・解析

自然環境･社会環境に係るﾃﾞｰﾀ収集･解析･評価

目標設定、指標種の設定

(2)生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のｿﾞｰﾆﾝｸﾞ

(3)生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ形成のための保全・再生・創出

優先地域の設定

３．施策の効果

○全国及び広域レベルのゾーニングに基づく優先地域から重点的に生態系ネ

ットワークの形成を推進し、健全な生態系の保全と回復を図る。

○新・生物多様性国家戦略の見直し(第３次国家戦略の策定)への反映。



生態系ネットワークの形成

・地域個体群の孤立化

・遺伝的多様性の劣化

・地域の生態系の縮小 等

質の高い生態系ネット
ワークの構築が必要

生態系ネットワークの分断・劣化

生物多様性の保全・回復

全国・広域レベルの生態系ネットワークの形成

各省庁連携した施策・事業
の重点的な実施の推進

保全・再生・創出すべき
優先地域の明確化

重要生態系の抽出

人間活動等による
自然環境の損失状況

分析

各空間レベル（全国、広域地方、都道府県、市町村、地区）
でのネットワークの形成が必要

都道府県レベル 市町村レベル全国、広域レベル 既存保護区等の
指定状況

マクロスケール ミクロスケール
整合

「ﾄﾞｲﾂ・ｼｭﾚｰｽｳﾞｨｯﾋ=ﾎﾙｼｭﾀｲﾝ州景域ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を一部加筆修正



里地里山保全・再生モデル事業調査費 ９６百万円（７９百万円）

自然環境局自然環境計画課

１．事業の概要

○里地里山は、動植物の生息空間として、生物多様性保全上重要な役割を担

っているが、近年の過疎化による手入れ不足や、都市近郊の開発などによ

り、里地里山の消失や質の低下が顕在化してきている。

○環境省では、平成16年度より、全国４箇所のモデル地域において、国（農

林水産省・国土交通省）、都道府県、市町村、ＮＰＯ、専門家等が参画す

る協議会を設立し、対策の検討を開始しているが、モデル地域だけでなく、

全国各地で里地里山保全の関心が高まり、支援の要請が大きくなっている。

○このため、新たに、生物多様性保全上特に優れた里地里山（重要里地里

山）の候補地を全国から募集し、自然環境・社会環境・保全活動の実態に

ついて把握を行った上で、有識者により構成する検討会により、重要里地

里山の選定を行う。

さらに、４地域におけるモデル事業の成果や課題も踏まえ、重要里地里山

における保全管理のガイドラインを取りまとめる。

２．事業計画

事業内容 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

モデル地域の地域戦略策定

モデル事業

重要里地里山選定

ガイドライン策定

３．施策の効果

○我が国における生物多様性保全上特に優れた里地里山の特定が可能。

○国民の里地里山保全への認識を深め、併せて、全国各地の様々な主体によ

る里地里山保全活動を適切な方向に促進。



重要里地里山の選定

【現 状】
・国土の約４割が里地里山

・全国を対象とした、里地里山
保全施策が、必ずしも十分に
講じられていない

・施策を講じる優先順位が必要

【現 状】
・国土の約４割が里地里山

・全国を対象とした、里地里山
保全施策が、必ずしも十分に
講じられていない

・施策を講じる優先順位が必要

【手 法】
・全国から重要里地里山の候補を募集

・以下の特性を踏まえ、有識者検討会
で、重要里地里山を選定
①生物多様性特性
②社会的特性
③景観・文化特性
④ふれあい・地域活動特性 等

【手 法】
・全国から重要里地里山の候補を募集

・以下の特性を踏まえ、有識者検討会
で、重要里地里山を選定
①生物多様性特性
②社会的特性
③景観・文化特性
④ふれあい・地域活動特性 等

【効 果】
・将来に亘り保全を図るべき、
里地里山の特定が可能

・施策等の集中により、効率的
かつ効果的な保全が可能

・重要里地里山の情報発信、
ＰＲにより、全国の里地里山
保全活動を、適切な方向に
促進

【効 果】
・将来に亘り保全を図るべき、
里地里山の特定が可能

・施策等の集中により、効率的
かつ効果的な保全が可能

・重要里地里山の情報発信、
ＰＲにより、全国の里地里山
保全活動を、適切な方向に
促進

重
要
性

取
組
成
果
の
波
及

重要里地里山（最重要）

重要里地里山

その他の里地里山



自然再生活動推進費 ６５百万円（４９百万円）

自然環境局自然環境計画課

１．事業の概要

○平成１５年１月に施行された自然再生推進法第４条において、国及び地方

公共団体の責務として、「地域住民、特定非営利活動法人その他の民間の

団体等が実施する自然再生事業について、必要な協力をするよう努める」

こととされており、具体的には、同法第１１条において、自然再生の実施

者の相談に応じる体制の整備を図ること、また、第１５条においては、財

政上の措置等を講ずるよう努めることとされている。

○平成１７年７月現在、同法に基づく自然再生協議会が全国１５箇所で設立

されており、今後さらに増えていく見込み。

○そのため、同法第１１条に示された体制整備の一環として、引き続き相談

窓口業務に必要な情報基盤の整備やホームページにおける情報提供と、法

第１７条第２項に示された自然再生専門家会議の運営を行う。

○さらに、自然再生に関わるNPO等の人材を育成するため、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等を通じ

て、活動団体と専門家との連携を構築するとともに、再生手法の検討や情

報の交換を行い、自然再生の普及啓発を図る。

２．事業計画

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度事業内容

(1）地域データ収集整備

(2) 専門家ネットワーク形成

(3) 自然再生専門家会議運営

(4) 情報収集・提供システムの整備

(5) 技術的活動支援

３．施策の効果

○自然再生推進法に基づく自然再生事業を行うＮＰＯ等民間団体の活動基盤

の強化。

○ＮＰＯ等民間団体の活動を中核とするきめ細かな自然再生事業の推進によ

る地域固有の生態系回復の円滑な推進。

○地域の自主的な自然再生の取組が継続されるための体制づくりの推進。



自然再生活動推進費

各地域の自然再生推進法に基づく自然再生事業の取組（概要）

実施者に
よる発意・
呼びかけ

自然再生協議会の組
織化
　（地域の多様な主体
による自主的・積極的
参加）

自然再生全体構
想及び自然再生
実施計画の作成

（1）自然再生関連地域
データの収集整備
（民間からの相談に対
応するための基本的情
報基盤の整備）

　実施者による自然再生事業の実施
　及び維持管理

○モニタリングを実施、評価し、結果を事
　　業に反映

○自然再生事業実施地において、環境学
　　習の実施

主務大臣・知事
（主務大臣：環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）

（3）自然再生専門家会議の運営
（自然環境に関し専門的知識を有する学識経
験者等の会議）

（4）自然再生に関する情報収集・提供システムの整備（ホームページ管理・作成）

送付（写し）

意見

進捗状況の報告

主務大臣は助言に際し、
意見を聴く

自然再生推進法の流れ（例）

自然再生活動推進

(5)自然再生事業の
技術活動支援
（ワークショップ等に
よる再生手法の検
討、情報交換）

一般、協議会メンバー向け情
報提供・交流の場

行政間の連絡調整
強化、情報収集

専門家同士の横の連
携強化、知見の向上

民間団体等へ
の活動支援

(2)地域における専門家
のネットワーク化
（科学的知見を適時的
確に得るため地方専門
家会議を運用）

助言



（新）生物多様性国家戦略の見直し検討調査費

１４百万円（０百万円）

自然環境局自然環境計画課

１．事業の概要

○我が国は生物多様性条約を平成５年に締結し、平成７年に同条約に基づき

「生物多様性国家戦略」を策定した。

○その後、社会状況の変化を踏まえて見直しを実施し、平成１４年３月に現

行の「新・生物多様性国家戦略」を策定した。

○同戦略では、「自然環境の状況や社会経済の変化に柔軟かつ適切に対応す

るため、５年後程度を目処として見直しを行う」こととされている。

○これまで現行戦略に基づき、関係各府省と連携して、自然再生推進法、カ

ルタヘナ法、外来生物法の制定をはじめとする各種施策を推進してきた。

○現行戦略の策定以降の状況や社会経済の変化を的確に踏まえた上で、策定

から５年後にあたる平成１９年中を目途として現行戦略を改定し、人と自

然が共生する社会の実現へ向けた政府の取組を促進する。

○見直しに当たっては、全国の有識者・関係団体からの意見を踏まえ、専門

家による詳細な検討を基に作業を実施することとし、その本格的な改定作

業を平成１８年度より開始する。

２．事業計画

18年度前半 18年度後半

（１）生物多様性に関わる社会経済状況等の

変化の分析

生物多様性の現況と社会状況等の変化の分

析・評価

各種団体との意見交換会

（２）施策に関する検討

専門家による検討会

有識者ヒアリング

３．施策の効果

○第３次生物多様性国家戦略を策定する。

○政府が一体となって戦略に位置付けられた施策を進め、「人と自然の共生

する社会」を推進する。



生物多様性国家戦略の見直し

生物多様性条約の採択（平成4年5月）：平成5年12月発効
（第６条に国家戦略の策定について規定）

生物多様性国家戦略の決定（平成7年10月）生物多様性国家戦略の決定（平成7年10月）

新・生物多様性国家戦略の決定（平成14年3月）新・生物多様性国家戦略の決定（平成14年3月）

平成１９年中を目途に改定平成１９年中を目途に改定

５年後程度を目途として見直し

生物多様性・社会環境等の
変化の分析・評価

各種団体・ＮＰＯ等との意見交換

有識者へのヒアリング

専門家による検討会

平成１８年度から見直し作業を本格化平成１８年度から見直し作業を本格化



広域分布型鳥獣保護管理対策事業 １２０百万円（２０百万円）

自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室

１．事業の概要

平成１６年秋に発生したツキノワグマの大量出没による人身被害、高い

水準で推移しているサル等による農業被害等の人と鳥獣のあつれきを回避

するため、これら鳥獣のうち県域を越えて分布する地域個体群の維持、被

害の軽減を図ることが重要となっていることから、関係省庁と連携し以下

の事業を実施する。

(1) 広域保護管理指針の策定

わが国の生物多様性確保を進める視点から、国、関係都道府県が連携

して、地域個体群の維持、農林水産業被害の軽減等を目的とした保護管

理対策の方向付けを行う広域保護管理指針を策定する。

(2) 広域保護管理指針の策定・検証のための各種調査

広域保護管理指針の策定に必要な生息状況、生息環境等各種調査を実

施するとともに、指針に基づき実施された各種対策の効果を検証するた

めに各種の調査を実施し、広域保護管理指針にフィードバックする。

(3) 広域保護管理指針に基づいた保護管理対策に関する知識・技術の習得

具体的な保護管理対策を実施する市町村職員等を対象に、広域保護管

理指針の考え方、効果的な保護管理対策の実施に関する技術・知識を習

得させるための研修を実施する。

２．事業計画 (年度)

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

広域保護管理指針の策定

広域保護管理指針の策定・検証
のための各種調査

広域指針の基づいた保護管理対
策に関する知識・技術の習得

３．施策の効果

鳥獣の地域個体群の状況や各種被害の状況を踏まえ、広域的な保護管理

指針が策定され、関係都道府県等が統一的な考え方の下に各種保護管理対

策を実施することにより、地域個体群を維持しつつ農林水産業被害等各種

被害を軽減できる。



全国で全国で111111人死傷（クマによる被害人死傷（クマによる被害H16H16））
農林業被害額農林業被害額200200億円億円
絶滅のおそれのある地域個体群の存在絶滅のおそれのある地域個体群の存在
（下北半島のサル、西日本のツキノワグマ他）（下北半島のサル、西日本のツキノワグマ他）

特定鳥獣保護管理計画特定鳥獣保護管理計画

連携した施策

被害の減少被害の減少
地域個体群の維持地域個体群の維持

適切な保護管理のための各種モニタリング調査適切な保護管理のための各種モニタリング調査

市町村職員の知識・技術の向上市町村職員の知識・技術の向上

フ
ィー
ド

フ
ィー
ド

広域保護管理指針広域保護管理指針
（国・関係都道府県）バッ

ク
バッ
ク

広域分布型鳥獣保護管理対策事業広域分布型鳥獣保護管理対策事業



動物愛護管理推進費 １６４百万円（４３百万円）

自然環境局総務課動物愛護管理室
１．事業の概要
改正法の効果的かつ着実な運用を図るために、次の事業を展開。

（１）基本指針検討・推進事業（新規）
動物愛護管理施策を総合的に推進するため、新たに環境大臣が定める

こととなった基本指針の調査（動物愛護管理センサス）、策定、フォロ
ーアップ等の実施

（２）個体識別措置推進事業（新規）
技術マニュアルの策定、データベース・ネットワークの整備、普及啓

発事業の実施等による所有者明示措置の推進等
（３）飼養動物との共生基盤強化事業（拡充）等
① 総合的な普及啓発

動物愛護管理功労者表彰式・シンポジウムの実施、各種普及啓発媒体
の作成・配布、地方環境事務所における動物愛護週間行事等の実施

② 各種基準、ガイドライン等の策定等
動物取扱業、実験動物、処分方法、動物愛護推進員、動物愛護管理セ

ンター等に係る各種基準・ガイドライン等の策定及び見直し
（４）調査連絡事務費・動物の適正飼養推進事業費（継続）

２．事業計画
（１）基本指針の検討事業

平成１８年度に基本指針を策定。以降は、フォローアップ等を実施。
（２）個体識別措置推進事業

３年間で個体識別の技術マニュアルの策定、データベース・ネットワ
ークの整備・運用、個体識別機材の貸出し等の普及啓発を実施

（３）飼養動物との共生基盤強化事業等
① 総合的な普及啓発

平成１３年度から継続して実施中。平成１８年度からは、その内容を
拡充して実施。

② 各種基準、ガイドライン等の策定等
３年間で、順次、動物取扱業、実験動物、処分方法、動物愛護推進員、

動物愛護管理センター等に係る各種基準・ガイドラインの作成及び見直
し等を実施。

（４）調査連絡事務費・動物の適正飼養推進事業費
平成１３年度から継続して実施中。

３．施策の効果
（１）アウトプット

基本指針の策定、各種普及啓発事業の実施、動物愛護管理データの整備、
個体識別データベース・ネットワークの整備、個体識別・動物取扱業・実
験動物、動物愛護推進員等に係るガイドライン等の整備等

（２）アウトカム
総合的・計画的な動物愛護管理施策の推進、国民の動物愛護管理意識

（動物愛護管理法の周知率）の向上、個体識別措置の普及率の向上、犬ね
この引取り数及び殺処分数の減少 、実験動物の福祉の向上



○基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定
○動物取扱業の適正化
○個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の

全国一律化
○動物を科学上の利用に供する場合の配慮

等

基盤整備（普及啓発、基準作成等）

基本指針の検討・推進

個体識別措置推進

○基本指針検討・推進事業（新規）

○個体識別措置推進事業（新規）
○飼養動物との共生基盤強化事業（拡充）
○調査連絡事務費（継続）
○動物の適正飼養推進事業費（継続）

改正動物愛護管理法

予算要求



(新)希少野生動物野生順化特別事業費 ６５百万円（０百万円）

自然環境局野生生物課

１．事業の概要

絶滅の危機に瀕した種については、種の絶滅を回避するために、飼育

下で安定的に個体数を増やし、野生復帰させることにより、野生個体群

の回復を図る必要がある。しかし、飼育下で生育した動物をそのまま放

鳥・放獣しても、野生下での生存率は極めて低いことから、野生順化の

訓練を行うことが不可欠である。

このため、野生絶滅したトキ及び個体数が危機的レベルにまで低下し

ているツシマヤマネコについて、以下の事業を行う。

①野生復帰計画（プログラム）の策定

②野生順化訓練の実施

③周辺環境整備に対する支援

④野生復帰及びモニタリングの実施

⑤地域住民のコンセンサスづくり

※順化施設の整備等は別予算で対応

２．事業計画

トキに関しては、平成２０年度から、ツシマヤマネコに関しては、

平成２２年度から試験的な放鳥・放獣を計画しており、このために野生

復帰計画の策定、野生順化訓練の実施、地域住民のコンセンサスづくり

などを適宜実施していく。

３．施策の効果

種の絶滅を回避することにより、

①生物多様性の確保

②周辺環境整備などによる、人間にとっても望ましい自然環境の再生

③野生個体数の増減に基づく自然生態系の評価

④環境教育の推進

などが図られる。



希少野生動物野生順化特別事業の流れ

野生復帰計画（プログラム）の策定
（順化訓練、放鳥・放獣、その後の監視方法など）

順化施設の設計
（施設整備費）

順化訓練の実施
（飛行・採餌・繁殖・社会性など）

周辺環境整備
に対する支援

（ボランティア・NPO活動の支援）

野生復帰の実施
（放鳥・放獣など） 野生復帰個体の監視

（モニタリング）

地域住民の
コンセンサスづくり

（普及啓発活動・パンフレットなど）

順化施設の整備
（施設整備費）

ﾄｷ：H20～
ﾂｼﾏﾔﾏﾈｺ：H22～

＜目標＞

種の絶滅の回避
野生個体群の回復



クールシティ推進事業 ３０８百万円（６０百万円）

環境管理局 大気生活環境室

水環境部 水環境管理課、地下水・地盤環境室

１．事業の概要

ヒートアイランド対策を通じた都市の熱環境改善を図るため、下記の事業

を実施する。

（１）ヒートアイランド現象に関する調査及び観測

① 環境影響の調査

② 気温等の広域測定

熱環境評価ツールの開発（新規）③ 都市の

④ ヒートアイランド対策に関する普及啓発

（２）環境技術を活用した対策技術のヒートアイランド対策の開発・検証

① 大都市オフィス街をモデル地区とした熱環境管理推進事業

② 都市内水路等を活用した実証モデル調査（新規）

③ 地下湧水等を活用した対策技術の効果検証及び地下水・地盤環境保

全の評価（新規）

地下熱の利用に伴う地下水・地盤環境を含めた熱影響評価（新規）④

（３）熱中症予防情報の提供及びモニタリング（新規）

２．事業計画

３．施策の効果

ヒートアイランド現象、及びその影響、対策効果等は現段階では定量的な

評価が困難である。本事業によって、定量的な施策目標を作成・実行するた

めの影響指標や評価手法を検討し、ヒートアイランド対策の推進を図る。

項目 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

環境影響の調査

気温等の広域測定

都市の熱環境評価ツールの開発

ヒートアイランド対策に関する普及啓発

大都市オフィス街をモデル地区とした熱環境管

理推進事業

都市内水路等を活用した実証モデル調査

地下湧水等を活用した路面散水等対策技術の効

果検証及び地下水・地盤環境保全の評価

地下熱の利用に伴う地下水・地盤環境を含めた

熱環境評価

熱中症予防情報の提供及びモニタリング



クールシティ推進事業

ヒートアイランド現象に関する調査及び観測

○ヒートアイランド現象による人・生物・大気環境などへの影響に関する調査

○気温等の広域測定の増強実施（首都圏・近畿圏・中部圏）

○数値シミュレーション等を用いた視覚的なアウトプットが可能な熱環境評価ツールの開発

○パンフレットの作成等により、ヒートアイランド対策大綱や国の取組を紹介

環境技術を活用したヒートアイランド対策
の検証

○大都市における緑化や緑地の活用等の事業による効
果を検証

○都市内の小河川や水路等の植生護岸化や、大気との
接触水面拡大による効果の検証

○地下熱を利用したヒートポンプ等の効果を地盤環境へ
の影響も含めて総合的に検証

○地下湧水等を活用した路面散水等の対策技術の効果
を地盤環境保全も含めて総合的に検証

熱中症予防情報の提供とモニタリング

○ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）の推定値を用いた熱中症の予防情報の提供と、ＷＢＧＴの実測器を用いてのモニ
タリングを通じた推定値の精度向上



（新）使用過程車対策実証実験

４５百万円（０百万円）

環境管理局自動車環境対策課

１．事業の概要

従来から自動車排出ガス対策については、大気汚染防止法や自動車ＮＯ

ｘ・ＰＭ法等に基づく各種施策を進めているところであるが、個別の自動

車のＮＯｘ・ＰＭ排出基準については、大気汚染防止法に基づく新車に対

する基準のみが設定されている。

平成17年度から世界で最も厳しい「新長期規制」が導入されているが、

新長期規制適合車への代替には時間を要する。また、現行制度においては

継続車検時にＮＯｘやＰＭの規制をしておらず、このため耐久劣化や整備

不良による高排出車（ハイエミッター）の存在が指摘されている。汚染が

著しい地域においてＮＯｘ・ＰＭの排出量を効果的に低減させるためには、

使用過程車対策が不可欠である。

このため、不特定多数の道路走行自動車排出ガス濃度を測定する方法と

して有効と考えられるリモートセンシング（ＲＳＤ）を活用し、ＮＯｘ・

ＰＭの排出実態を把握するための実証実験を行う。

２．事業計画

調査項目 H18 H19

○実証実験

・市場等の施設への出入

・法対策地域への出入

○実験結果の検討・評価

３．施策の効果

使用過程車からのＮＯｘ・ＰＭ排出量を効果的に低減させることにより、

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の目標である平成２２年度における二酸化窒素、浮

遊粒子状物質に係る環境基準の達成を図る。



使用過程車対策実証実験

大

気

環

境

の

改

善

大気汚染防止法に
基づく使用過程車
の許容限度

ハイエミッター車
の実態把握

継
続
検
査
な
ど
使
用
過
程
車
対
策
に
反
映

国土交通省
新たな排ガス検査等の使用過程車対策の検討

環境省

使用過
程車の
許容限
度の検
討

ハイエ
ミッ
ター車
のスク
リーニ
ング手
法の検
討

Ｈ15～17 Ｈ18～19

低減対策調査 実証実験

ＲＳＤによ
る測定方法
の適用可能
性を検討

ＲＳＤに
よるハイ
エミッ
ター車の
判定条件
を設定

不特定多数の車からＲ
ＳＤによりハイエミッ
ター車をピックアップ

シャシダイナモ装置で測定

高度な低減技術

↓

劣化・故障時には
正常時との差が大

ディーゼル車の規制
対象物質は黒煙のみ
（告示）

使
用
過
程
車
対
策
が
よ
り
一
層
重
要
に

単体規制の強化

現状と課題

成果

②ＲＳＤによるハイ
エミッター車判別精
度の検証

①実走行車両におけ
るハイエミッター車
実態把握

Ｈ20～

要
す
れ
ば
告
示
の
改
正

データの活用

実走行車両の排ガス実
態が把握できていない。



オフロード特殊自動車排出ガス対策事業費 ８９百万円（１０百万円）

環境管理局自動車環境対策課

１．事業の概要

公道を走行しない特殊自動車（オフロード特殊自動車）からの排出ガス量

は、自動車全体からの排出量に対して、NOxで25.1%、PMで11.8%を占めており、

平成18年度よりオフロード特殊自動車についても新たに規制が開始されるこ

ととなった。規制開始に伴い、下記の施策を実施することにより、規制が円

滑かつ確実に推進されるように努め、大気環境の改善を進める。

①規制を受ける対象者に対する制度の周知

②規制を担保するための立入調査等の体制の強化

③規制適合車への買い替え促進のための金融・税制面での支援措置

④適正な点検整備や燃料使用に対する指導・助言

⑤基準等に関する国際調和の推進

⑥可搬式発動発電機等の汎用エンジンに対する排出ガス対策の検討

２．事業計画

平成17年5月25日「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」公布

平成18年1月頃 同政省令の公布

平成17年度中 燃料の種類その他の事項についての指針公表

平成18年10月頃 規制の開始

平成22年度中 法律の施行状況に対する点検の実施

３．施策の効果

【アウトプット】

・規制対象車の規制適合車の使用率（100%）

・指針に則した整備の実施率（100%）

・適正な燃料の使用率（100%）

【アウトカム】

・平成22年における年間排出量削減効果 NOxで約9万トン、PMで約2千トン

・平成22年における排出量押し下げ効果 NOxで約4～5%、PMで約1%

・全国的なバックグラウンド濃度の低下



これまで未規制であった公道を走行しない特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行う。これまで未規制であった公道を走行しない特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行う。

オフロード特殊自動車の排出ガス規制
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（５月公布）

公道を走行するもの（オンロード車）
・・・・・道路運送車両法により規制
公道を走行しないもの（オフロード車）
・・・・・これまで未規制

特殊自動車についてのこれまでの排出ガス規制

型式指定エンジン搭載車両の届出 車両（新車）に基準適合表示を付す

基準適合車両の使用

道路運送車両法との相互利用

国による使用指針の公表、報告徴収、立入検査、基準適合命令 等

エンジンメーカーの申請

車両メーカーの届出

エンジンの型式指定

使用者
次の買換時に、基準適合表示付き車両を選択

※現在使用中のものは規制対象外

その他

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の規制の枠組み

バックグラウンド濃度の
引き下げを期待

オフロード車にもオンロード車と同等の規制を導入

（NOｘ排出量９万トン、PM排出量２千トン削減できるものと期待）



（新）自動車の市街地走行騒音検討・調査

１１百万円（０百万円）

環境管理局総務課環境管理技術室

１．事業の概要

日本では、自動車単体の騒音規制としてトラック・バス、乗用車及び二輪

車に対して、

①加速走行騒音：市街地を走行する際に発生する騒音

②定常走行騒音：一定の速度で走行する際に発生する騒音

③近接排気騒音：停車時にエンジン、排気管から発生する騒音

の規制が行われている。

一方、自動車の安全・環境規制について国際的な基準調和に向けて国連

欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（ＵＮ／ＥＣＥ／ＷＰ２９）

において議論が行われており、日本も積極的に参加しているところである。

その中で、騒音分野において、日本の加速走行騒音規制に当たる市街地走

行騒音規制について提案されており、可能な範囲で基準調和することが必要

であるが、日本の交通実態にあった規制の導入が肝要であり注意を払う必要

がある。

そこで、欧州にて導入が検討されている市街地走行騒音規制について詳細

な調査を行い、日本の現状の騒音規制（騒音値）との比較及び分析を行い、

自動車の市街地走行騒音測定法の問題点等を整理する。

２．事業計画

平成１８～２０年 欧州の市街地走行騒音対策の状況調査

平成１８～２０年 比較検討試験の実施、有効性の分析・検討

３．施策の効果

欧州で導入が検討されている市街地走行騒音規制について、現在、日本で

行っている規制と実走行等を含め比較検討を行い、中央環境審議会騒音振動

部会において検討を進めるための基礎資料とする。これらにより今後の自動

車単体騒音対策についてより有効な議論が可能となり、より有効な対策が実

施されることとなる。



（参考）

国際連合(UN)
United Nations

欧州経済委員会(ECE)
Economic Commission for Europe

自動車基準調和世界フォーラム(WP29)
World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation

安全一般
(GRSG)

衝突安全
(GRSP)

ブレーキと走行装置
(GRRF)

排出ガスとエネルギー
(GRPE)

排出ガスとエネルギー
(GRPE)

騒音
(GRB)
騒音騒音

(GRB)(GRB)
灯火器
(GRE)

国際連合(UN)
United Nations

欧州経済委員会(ECE)
Economic Commission for Europe

自動車基準調和世界フォーラム(WP29)
World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation

安全一般
(GRSG)

衝突安全
(GRSP)

ブレーキと走行装置
(GRRF)

排出ガスとエネルギー
(GRPE)

排出ガスとエネルギー
(GRPE)

騒音
(GRB)
騒音騒音

(GRB)(GRB)
灯火器
(GRE)

○ 自動車やその部品が国際流通商品であること、自動車における環境汚染の防止や安
全の確保が国際的に要求されていることから、自動車の安全／環境基準について基準調
和及び認証の相互承認について、国連の枠組み（WP29）のもと、国際的な議論が進展。
○ 騒音基準についても、騒音に関するワーキングパーティ（GR）において議論中
○ 我が国も、WP29の正式メンバーとして積極的に議論に参加

（国際的な検討体制）

日本をはじめ、EU
各国、米国等が正
式メンバー

自動車騒音基準の国際基準調和について自動車騒音基準の国際基準調和について

日本の自動車騒音規制の状況日本の自動車騒音規制の状況

騒音規制法騒音規制法

加速騒音規制加速騒音規制 定常走行騒音規制定常走行騒音規制 近接排気騒音規制近接排気騒音規制

自動車及び装置・部品の型式指定時に確認自動車及び装置・部品の型式指定時に確認

車検時、街頭検査時に確認車検時、街頭検査時に確認

現在、国連において国際的な基準調和活動が行われている分野現在、国連において国際的な基準調和活動が行われている分野

テストコースでの走行試験 停車状態での試験テストコースでの走行試験



アスベスト濃度、健康影響等の調査 １００百万円（ １３百万円）

環境管理局大気環境課

環境保健部企画課・保健業務室

廃棄物･リサイクル対策部適正処理･不法投棄対策室

１．事業の概要

アスベスト（石綿）に係る工場周辺住民の健康影響や建築物の解体等に伴

う環境中への飛散についての懸念が高まっていることを受け、工場周辺住民

対策及び環境汚染の未然防止を総合的に推進するため、以下の事業を行う。

（１）アスベスト廃棄物適正処理方策検討調査

アスベスト廃棄物の処理状況を調査し、既存の溶融処理技術等に加え、

新しい処理技術についても実証試験を行い、アスベスト廃棄物の飛散性に

応じた最適な処理方策の確立を行う。

（２）一般環境大気中のアスベスト濃度モニタリング

アスベストについて、平成１７年秋以降実施することとしている緊急全

国調査に引き続き、建築物解体現場を中心に大気環境モニタリングを行う。

（３）一般環境経由によるアスベスト曝露の健康影響調査

過去にアスベストを取扱っていた工場等の周辺の一般住民が、一般環境

経由によりアスベストに曝露され健康被害を受けた可能性があることが報

告されている。そのため、平成１７年度に実施する一般環境経由によるア

スベスト曝露の健康影響の可能性に関する分析・評価を踏まえ、リスクが

高いと考えられる地域について調査を実施する。

（４）測定技術者の育成事業

アスベストの飛散防止のため、大気中のアスベスト測定技術を地方公共

団体の規制担当者に習得させ、技術者を育成するため講習会を実施する。

（５）建築物解体時の石綿飛散防止マニュアルの検討

規制対象となっていない、石綿スレート等のアスベスト含有建築材料を

使用した建築物を解体等する際の石綿の飛散防止に係る作業手順等につい

て検討し、解体等工事マニュアルの素案を策定する。



２．事業計画

年度 年度 年度 年度 年度以降15 16 17 18 19

(1)ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物適正処理
方策検討調査

(2)一般環境大気中のｱｽﾍﾞｽ
ﾄ濃度ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

(3)ｱｽﾍﾞｽﾄ曝露の健康影響
アスベスト 17年度調査の調査
曝露健康影 分析等を踏ま
響調査実施 え、高ﾘｽｸ地域

の調査実施

(4)測定技術者育成

(5)建築物解体時の石綿飛
解体現場における飛散状況 作業手順等の検討及び 飛散防止対策の推進散防止ﾏﾆｭｱﾙの検討 ﾏﾆｭ
実態調査 素案の策定 に係る調査ｱﾙ

３．施策の効果

・環境上適切で、社会的・経済的にも現実的な処理方策を確立し、アスベ

スト廃棄物の適正処理を確保する。

・アスベストによる大気汚染の現状を把握し、今後の対策の検討に当たっ

ての基礎資料とするとともに、国民に対し必要な情報を提供する。

・一般環境経由によるアスベストの曝露と周辺住民の中皮腫の発病との関

係について新たな知見を得ることとなり、今後の行政施策の検討に資する

ものとなる。

・地方公共団体の規制担当者を対象に正確な石綿の環境濃度測定を習得さ

せる。

・アスベストの飛散防止のための解体等工事マニュアルを策定することに

より、解体等作業時のアスベストの飛散防止に資するものとなる。



（新）飛散抑制対策に資する技術開発の支援（競争的資金）

２００百万円（０百万円）

総合環境政策局環境研究技術室

１．事業の概要

アスベスト（石綿）問題への総合的対策の一環として、アスベスト飛散抑

制対策に資する技術開発の支援を行う。

具体的には、環境技術開発等推進費（競争的資金）において、「アスベス

ト飛散抑制対策に資する研究開発領域（研究開発の期間：２カ年）」を創設

し、国立試験研究機関、独立行政法人、民間企業等から、大気中アスベスト

濃度の迅速な測定分析技術等、アスベスト飛散抑制対策に資する技術の研究

・開発課題を公募し、優秀な提案に対して研究・開発費用の支援を行う。

※環境技術開発等推進費

公害の防止・自然環境の保全等に資する研究・技術開発の推進を図ることを

目的とした競争的資金（平成１３年度から実施）。

社会的要請や総合科学技術会議における環境分野の検討等を踏まえ、緊急に

開発すべき環境技術分野を特定し、国立試験研究機関、独立行政法人、民間企

業等から当該分野に係る研究・開発課題を公募し、研究・開発費用を支援する

ことにより、環境研究・技術開発の推進を図るもの。

２．事業計画

平成１８年度から２年間実施する。

３．施策の効果

より迅速なアスベスト濃度の測定分析法等が使用可能となることで、アス

ベストの一般環境中への飛散の一層の低減に資するものとなる。



揮発性有機化合物（ＶＯＣ）対策費 １９９百万円（２１０百万円）

環境管理局大気環境課

１．事業の概要

ＶＯＣ環境濃度等の把握、対策推進のための支援措置、ＶＯＣ削減に係る

普及啓発、科学的知見の充実及び削減目標に向けての進捗状況の各事業を実

施する。

２．事業計画

実施事業 17年度 18年度以降

１．ＶＯＣ環境濃度等の把握

・大気中のＶＯＣ濃度に係るモニタリング調査

・発生源からの排出量の把握

２．対策推進のための支援措置

(１）対策技術に関する調査

・処理装置の開発状況等に関する現状の把握

・諸外国における対策技術、取組等に係る調査

(２）自主的取組の推進に係る支援

・ＶＯＣ簡易測定方法の開発

３．ＶＯＣ削減に係る普及啓発

・グリーン購入等を活用した低ＶＯＣ製品の普及啓発

・脱ＶＯＣ製品の利用、開発促進に係る支援

４．科学的知見の充実

・新しいシミュレーションモデルの構築

５．削減目標に向けての進捗状況、レビューのあり方

の検討

３．施策の効果

平成１６年５月一部改正された大気汚染防止法に基づき上記の事業を実施

することにより、揮発性有機化合物の排出抑制対策を効果的に進め、もって

平成２２年度までにＶＯＣの排出量を３割程度削減する当初目標の達成を図

る。



揮発性有機化合物（ＶＯＣ）対策の概要

対策の推進 目標

法律による直接規制と事業者の自主的取組とのベストミックスにより効果的に実施 将
来

＜法律による直接規制＞ ＜事業者の自主的取組＞ 年
度（

［対策推進のための支援措置］ ［自主取組に係る支援措置］
○排出抑制技術に関する現状及び ○業種毎の優良事例集、 平
処理装置の開発状況の把握 対策推進マニュアル等の作成 成
○諸外国における対策技術・取組状況 ○簡易測定方法の策定 ２
の把握 ２

年
度）

［ＶＯＣ削減に係る普及啓発］
○グリーン購入等を活用した低ＶＯＣ製品の普及啓発 ま
○脱ＶＯＣ製品の利用、開発促進に係る支援 で

に
Ｖ
Ｏ
Ｃ

科学的知見の充実 排
出

○新しいシミュレーション 量
監視 モデルの構築 を

○除外物質に係る検討 ３
○大気中のＶＯＣ濃度に係る 割
モニタリング調査 程
○発生源からの排出量の把握 評価・検討 度

削
○削減目標に向けての進捗状況 減、
レビューのあり方の検討 す

る



（新）POPs条約に基づくダイオキシン類等非意図的生成物に係る

BAT/BEP推進事業 ３６百万円（０百万円）

環境管理局総務課ダイオキシン対策室

１．事業の概要

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）に基づき、

ダイオキシン類等非意図的生成物の削減対策を推進するため、我が国におけ

る利用可能な最良の技術（BAT）及び環境のための最良の慣行（BEP）の利用

の促進を図るとともに、途上国におけるダイオキシン類等対策のための技術

協力を進める。

（１）利用可能な最良の技術（BAT）及び環境のための最良の慣行（BEP）の

利用の促進

POPs条約に基づく「BAT及びBEP指針案」に盛り込まれた技術や取組に関

する我が国の利用実態等を調査し、技術的、経済的実情に応じたBAT及びB

EPの効果的な利用促進方策の検討を行う。

（２）アジア太平洋地域におけるダイオキシン類等対策の国際協力

アジア太平洋地域におけるダイオキシン類等非意図的生成物のモニタリ

ングに関する専門家会合の開催や実態調査等を通し、同地域でのダイオキ

シン類対策のベースとなる測定や削減対策等に関する国際協力を推進する。

２．事業計画

上記（１）については、１８年度から利用実態等の調査を開始し、その結果

を踏まえて利用方策の検討を行う。（２）については、１８年度から専門家

会合の開催、アジア太平洋地域における実態調査等を行い、これらの事業を

１９年度以降も継続する。

３．施策の効果

（１）条約締約国の義務として、我が国におけるBAT及びBEPの利用を促進し、

ダイオキシン類等非意図的生成物の削減に寄与する。

（２）アジア太平洋地域におけるダイオキシン類等非意図的生成物の測定技

術の向上、排出目録（インベントリー）の整備等、削減対策の基礎作りに

貢献する。



（新規）POPｓ条約に基づく
ダイオキシン類等非意図的生成物に係るBAT/BEP推進事業

BAT/BEP指針案
POPs条約に基づく
BAT/BEP専門家会合

BAT及びBEPの利用
の促進
（利用実態調査・
推進方策の検討）

アジア太平洋地域に
おけるダイオキシン類
等対策の国際協力
（専門家会合・
実態調査）

情報提供

作成

国内対応検討

ダイオキシン類の削減
アジア太平洋地域における
削減対策の基礎作りに貢献



水環境保全施策枠組み再構築事業（新規・拡充）

１６５百万円（６４百万円）

水環境部企画課、土壌環境課地下水・地盤環境室

１．事業の概要

水質環境基準は、設定から３５年を経過し、国民にとっては実感しにくく、

活動の推進力になりにくい状況にある。国際的な基準との整合もとれておら

ず、国際比較・協力や研究面での対応が困難なことが指摘されている。湖沼

や閉鎖性海域対策の中央環境審議会答申の中では水環境の目標の在り方やモ

ニタリング体制の拡充等が重要な課題となり、今回の湖沼法改正の附帯決議

でも指摘されている。また、三位一体改革による環境監視の補助金廃止の中

で、より効果的な監視の在り方が求められている。

以上を踏まえ、本事業において、水環境の目標を抜本的に再検討し、費用

対効果の高い監視体制を確保し、水環境保全施策の枠組みの再構築を図る。

２．事業計画 （平成１８年度～２０年度）

(1) 環境基準等の諸外国制度を解析した上で、全国で代表的な特性を有する

水域について、諸外国で採用されている項目を含む水質や水域利用状況等

の調査を行い、水質指標間や排水との相関等のモデル解析を行うことによ

り、環境基準生活環境項目の抜本的見直しの検討を行う。

(2) 水質以外も含めた水環境を評価しうる指標を体系立てて整理し、多くの

人々が共感できる水環境評価方法及び水環境保全目標の設定等の指針の策

定を行う。

(3) 公共用水域・地下水の水質を効率的・先進的な手法で把握するための監

視手法（例：自動計測、簡易監視、メダカの動きによる水質監視等）を開

発する。

(4) 公共用水域及び地下水について実施される水質監視の内容（項目、地点、

頻度、精度等）の合理性を評価するための基準を開発する。

３．施策の効果

・国際的にも通用する基準に基づいた合理的な水環境保全・向上対策の国内

外での実現

・多くの人が実感できる水環境に関する目標の確立による住民等多くの主体

の参加・協力の促進

・効率的・効果的な水環境の監視体制の確立



水環境保全施策枠組み再構築事業について水環境保全施策枠組み再構築事業について

•国民が実感しにくい目標 → 活動の推進力になりにくい

•世界に通じない目標 → 国際的な比較・協力、研究面でのハードル

•三位一体改革による水質監視補助金の廃止
＋

•湖沼環境保全制度や第６次水質総量規制に関する中環審答申や改正湖沼法の附帯
決議における今後の課題の指摘（水環境の適切な評価、より効果的な対策の在り方

等）

•国民が実感しにくい目標 → 活動の推進力になりにくい

•世界に通じない目標 → 国際的な比較・協力、研究面でのハードル

•三位一体改革による水質監視補助金の廃止
＋

•湖沼環境保全制度や第６次水質総量規制に関する中環審答申や改正湖沼法の附帯
決議における今後の課題の指摘（水環境の適切な評価、より効果的な対策の在り方

等）

•多くの人が実感でき、国際的整合性のある水環境目標
•効果的な水環境の監視・評価体制
↓ （新たな管理施策）

•水環境保全・向上を実感
•多くの主体の積極的な水環境保全への参加・協力
•世界の水環境改善に貢献

•多くの人が実感でき、国際的整合性のある水環境目標
•効果的な水環境の監視・評価体制
↓↓ （新たな管理施策）

•水環境保全・向上を実感
•多くの主体の積極的な水環境保全への参加・協力
•世界の水環境改善に貢献

再構築が再構築が

必要必要

その他の水質の環境基準には、
窒素・リン、大腸菌群数、化学物質
等がある。

環境基準（BOD/COD）の達成率

湖沼

海域

河川

S50 H15

BOD

COD

水環境保全施策枠組み再構築事業水環境保全施策枠組み再構築事業



（新）流出水対策推進モデル計画策定調査 ６６百万円（０百万円）

水環境部水環境管理課

１．事業の概要

湖沼の一層の水質保全を図るため、平成１７年６月に成立した改正湖沼水

質保全特別措置法において、農地や市街地等からの流出水による汚濁負荷へ

の対策が必要な地区を指定し、重点的にその対策を進める流出水対策地区制

度が新たに設けられたところである。

流出水対策は、今後、各湖沼の特性や状況に応じて様々の異なる対策を組

み合わせ、住民等の協力を得ながら行われていくことになり、計画的な実施

が重要である。本調査は、湖沼のタイプ別に、流出水対策地区として指定が

見込まれる代表的地域を調査対象として、有識者等の助言を受けつつ各種の

調査、流出水対策推進モデル計画の策定、計画策定手法の確立を行い、新し

い制度である流出水対策地区制度の着実な推進を図るものである。

２．事業計画

（１）調査対象

・流出水の汚濁負荷の主な要因等から調査対象地区を選定

（２）内容

1) 調査

・流出水対策に関係する資料、データ等の収集整理

・流出水対策に対する地域住民意向等の把握・分析

・対策実施前からの地区内水質の把握

・流出水対策の効果把握

2) 流出水対策推進モデル計画の検討・策定、計画策定手法の確立

（３）期間

３カ年

３．施策の効果

本調査により、流出水対策の効果的かつ効率的な推進を図り、湖沼の更な

る水質保全に資する。



－ 流 出 水 対 策 推 進 モ デ ル 計 画 策 定 調 査 － 
 

流出水対策地区 
計画策定の調査フィールド（流出水対策地区(候補)） 
の湖沼特性：流出水の主な汚濁負荷要因等から選定】 

 

流出水対策地区 

関係データ等 
収集整理 

：水質把握 

(営農上の対策) 

指定湖沼  流入河川 
流出 

流出 

(路面清掃等市街地での対策) 

効果 流出水対策地区 
流出水対策に係る地元住民意向等の把握・分析 

握 

 

全国の流出水対策のより効果的かつ 

効率的な推進による湖沼水質保全 

有識者等の助言を受け、湖沼の特性に

応じた、流出水対策推進モデル計画を

策定、計画策定手法確立

湖沼水質保全のための新しい制度である流出水対策地区制度の円滑なる推進のためのモデル計画の策定

活用 
モデル

【対象

対策

の把



水環境保全活動の普及支援事業 ３０百万円（１０百万円）

水環境部企画課

１．事業の概要

良好な水環境を求める国民のニーズは近年ますます高まっており、各地

の環境保全活動や環境教育に取り組む組織でも、水を重要な切り口として

と捉えたものが多くなっている。このため、地域における水環境保全活動

の普及を支援するための事業を行う。

例えば、今年から始めた「こどもホタレンジャー」環境大臣表彰を活用

して、こどもエコクラブや小学校などが行っているホタルの生息環境の保

全活動を広く紹介する。

また、快適な水浴場を「快水浴場」として選定するとともに、当該地域

の水環境保全活動を紹介する等により、全国的な水環境保全活動の推進を

図る。

２．事業計画

以下のような事業を通じて水環境保全活動の促進を図る。

・「こどもホタレンジャー」活動の表彰

・「快水浴場」の選定

など

３．施策の効果

各地の先進的活動事例についての情報が広く普及することにより住民の

創意工夫と意欲を活かした良好な水環境の保全活動が行われる。また、身

近で親しみやすい水環境についての住民の環境保全活動をきっかけとして、

廃棄物や地球環境問題等、幅広い環境保全の取組を促す効果も期待できる。



水環境保全活動の普及支援事業の概要

優れた保全活動例
をもとに

住民自ら行動展開

○地域住民、NGOの
水環境保全活動推進
水域ごとの優良事例を参考に
して地域の取組を拡大・深化

○こどもたちの水環境保全
活動推進
あらゆる年齢層の人々の水

環境保全活動への参加の促進

水
環
境
保
全
へ
の
意
識
啓
発

優れた水環境の保全
紹介・学習の場設置

○水環境保全活動セミ
ナー・シンポジウム開催
（名水百選、水浴場８８選
など）
・シンポジウム

・快水浴場の表彰

・全国大会・セミナー

水循環・流域管理・持続的水利用

○「こどもホタレンジャー」
事業の実施
次の世代の水環境保全活動への

いざない



（新）油汚染等汚染土壌対策促進費 ３０百万円（０百万円）

水環境部土壌環境課

１．事業の概要

土壌汚染対策法の施行により、種々の土壌汚染対策等が推進されている

ところであるが、法制定時に課題として残された油汚染土壌の対策につい

ても本年度中に対策ガイドラインを策定する予定であり、また、平成１８

年度には射撃場の鉛汚染対策ガイドラインを策定する予定としていること

など、今後、種々の具体的な対策手法を示しながら汚染土壌に対する対策

を推進していくことになる。

一方、これらの具体的な対策手法については、それを示すだけではなく、

それらが実地にどのように活用され、効果を発揮しているかを検証し、そ

の情報を広く共有できるようにすることが必要である。また、検証の結果

必要な改善を行って効果を高めることが重要である。

そのため、本年度中に策定する予定の油汚染対策ガイドラインなどが汚

染土壌に対する対策にどのように活用され、効果を上げているかを検証し、

課題について改善するものである。

（１）油汚染対策等のガイドラインに関し、関係業界、土地所有者、地方自

治体などに対するヒアリング、アンケート等の調査を行い、ガイドライ

ンの活用状況、対策の進展状況等を把握・整理

（２）（１）の結果をもとに、政策効果の検証を行い、更なる対策の促進に

向けた課題を抽出し、改善策を検討

２．事業計画

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

ガイドラインに関する検証、整理、改善

○油汚染対策ガイドライン

○射撃場鉛汚染対策ガイドライン

３．施策の効果

ガイドラインを策定して公表するだけではなく、その効果等を検証し、

改善することを通じて、更に一層汚染土壌対策を促進することができる。



油汚染等汚染土壌対策促進費

目

的

• 汚染土壌対策の目標、手法、期待
する効果が明確化

• 汚染土壌対策を実施しようとするイ
ンセンティブを付与

• 土壌環境の改善を推進検 証検 証

課題の抽出課題の抽出

改 善改 善

具体的・詳細なガイドラインの策定・公表具体的・詳細なガイドラインの策定・公表

・ 当初の目的が達成されているか？

・ 現場の実情に適合しているガイドラインであるか？



（新）優良土壌環境事業普及促進費 ２０百万円（０百万円）

水環境部土壌環境課

１．事業の概要

市街地にある工場跡地などで土壌汚染状況の調査や対策を行う事例が急増

してきており、土地の所有者等が行う自主的調査・対策（法に強制されない

土壌汚染調査・対策）や、不動産鑑定などの場面などで優良な業者選定の目

安を求めるニーズが大きくなっている。そのため、土壌汚染の状況を調査す

る事業者、現場で浄化事業を行う事業者、掘削除去した汚染土壌を処理する

事業者などについて、客観的な評価の目安を作成する。

２．事業計画

（１）土壌汚染調査・対策事業者が、受注時に行う発注者への業務優良性ア

ピールの実態や、発注者が知りたい受注者情報を調査し整理。

（２）地方自治体、土地を担保とした融資実行者、土地の鑑定評価者、土地

の売買仲介者が、調査又は対策実行者の信頼性、優良性などについて知

りたい情報等を調査し整理。

（３）調査結果をもとに、優良な土壌環境事業者（土壌汚染調査又は対策

（現地浄化、搬出、汚染土壌の浄化）事業者）の評価基準、評価方法、

表示方法、評価結果の活用法等を検討し評価ガイドラインを作成。

（４）優良土壌環境事業者の認証事業の実施は、ＩＳＯの認証等と同様、国

が関与せず民間事業に委ねることを想定。

平成１８、１９年度 実態調査、関係者の意向調査等の情報収集

平成２０年度 評価基準、評価方法、表示方法、活用方法等の検討。

優良土壌環境事業者の評価ガイドラインのとりまとめ

３．施策の効果

民間審査機関において評価ガイドラインを活用した評価又は格付け事業が

行われることで、優良な土壌環境事業の普及促進を図る。



評価ガイドラインの作成

優良土壌環境事業普及促進費

土壌汚染対策法

波及効果

土地売買仲介土地売買仲介

不動産鑑定不動産鑑定

融資実行者融資実行者
調査・対策発注者調査・対策発注者

地方公共団体地方公共団体

優良な業者選定の
目安を求める声

指定調査機関、汚染土壌浄
化認定施設

どのような業者が調査対策
を実施しているか不明

・技術者の種類と数

・調査・対策の受注件数

・契約事務の透明性

・リスコミ実施体制 など

中環審提言

法に基づく調査・対策 自主的な調査・対策の急増



（新）官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム実施経費

５０百万円（ ０百万円）

環境保健部化学物質審査室

１．事業の概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）公布時に製造・

輸入されていた物質（既存化学物質）については、従来から国により安全性

点検を進めてきたが、国際的な役割分担や官民の連携を図りつつ、効果的・

効率的に進めることが必要となっている。

この取組をより一層加速化するため、平成17年６月に、厚生労働省、経済

産業省及び環境省は、「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログ

ラム」を立ち上げることとした。

本プログラムにおいては、国と産業界が連携して既存化学物質の安全性情

報（物理化学的性状、毒性、生態毒性等）を収集し、分かりやすく国民へ情

報発信することを目的とし、当面、平成20年度までに生産・輸入量の合計が

1,000トン以上の既存化学物質を対象に情報収集・発信を進めることとしてい

る。

本プログラムの実施における国の役割を果たすため、以下の取組を行う。

①国際的取組により収集・評価された生態毒性等の情報の整理・発信

②事業者から提出されたデータ等について、専門家による信頼性評価の実施

③リスクの観点から点検の優先順位付けを行うための簡易暴露評価モデルの

開発

２．事業計画

平成18年度～平成20年度

３．施策の効果

○官民の連携により既存化学物質対策が促進される。

○既存化学物質の安全性情報が、一般に広く分かりやすい形で発信されるこ

化学物質の自主管理、リスクコミュニケーション、各種法制度におけとにより、

る安全性評価などへの活用が期待される。



官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム実施経費

国内製造・輸入量
1,000t以上/年

化学物質

国内製造・輸入量
1,000t未満/年

国際的な取組による
情報収集予定なし

国際的な取組による
情報収集予定あり

・安全性データの収集

事業者

・事業者が収集したデータの信頼性評価

・OECD等による取組を通じて収集・評価
された生態毒性等の情報の整理

・簡易暴露評価モデルの開発を通じ、優先的
に生態毒性試験を行う物質のスクリーニング

平成20年度までの取組

平成21年度以降の取組に向けての準備

環境省

・情
報
発
信



（新）欧州新化学品規制（ＲＥＡＣＨ）案調査検討費

４１百万円（ ０百万円）

環境保健部化学物質審査室

１．事業の概要

欧州において導入に向けた検討が進められている化学物質の総合的な登録

・評価・認可制度(REACH規則:Registration, Evaluation, Authorisation o

f CHemicals）においては、既存化学物質を含めた登録制度を始めとし、事業

者へのリスク評価の義務づけ、流通経路を通じた情報伝達、製品に含まれる

化学物質の対策といった、これまでの化学物質規制にはなかった考え方が盛

り込まれており、わが国でも、化学業界のみならず、電機・自動車業界等化

学物質を利用する業界やＮＰＯ等からその環境保全効果や経済への影響等に

ついて様々な評価がされ、その動向が注目されている。

本検討費においては、REACH規則案及び運用細則等の検討状況、導入に向け

た影響調査、利害関係者の議論の状況等について以下の調査・検討を行い、

国民、産業界に広く情報を提供するとともに、国際的な動向を踏まえた化学

物質審査制度の検討に資する。

２．事業計画

（１）ＲＥＡＣＨ導入動向調査

（２）既存化学物質登録促進調査

（３）製品中に含まれる化学物質規制調査

（４）化学品安全性報告書作成調査

（５）化学物質有害性情報伝達調査

（６）化学品庁機能等調査

いずれも平成18年度～平成20年度。

３．施策の効果

○化学物質審査制度の高度化・効率化のための見直しに向けた準備

○事業者・ＮＰＯといった国民への情報提供



欧州新化学品規制（ＲＥＡＣＨ）案調査検討費

1 既存化学物質の製造者等にも猶予期間を設けて登録を義務づけ
2 複数の事業者が共同で登録する枠組みを規定
3 成型品に含まれる化学物質も登録が必要
4  事業者に化学品安全性報告書の作成（リスク評価）を義務づけ
5 顧客への安全性情報提供の義務づけ
6 登録情報は欧州化学品庁で一元管理

EUで検討中のＲＥＡＣＨ規則案の主な特徴

・調査（現地調査、技術指針等の文献調査）

・国内利害関係者（事業者、ＮＰＯなど）への情報提供



（新）国際的観点からの有害金属対策戦略策定基礎調査

９９百万円（ ０百万円）

環境保健部環境安全課

１．事業の概要

水銀、カドミウム、鉛等の金属の大気中長距離移動、生物への蓄積、製品

の貿易に伴う移動等による、北極圏や途上国での環境汚染が国際的に問題と

なっており、国連環境計画（ＵＮＥＰ）において対応が検討されている。ま

た、電気電子機器等の製品に含有される有害金属について、来年から、欧州

で規制が実施され、我が国における輸入品を含めた対策が課題となっている。

こうした国際的な動きに積極的に対応し、有害金属に係る環境汚染を未然

に防止するため、以下の事業を行う。

① 我が国における高精度の環境監視

② 製品等に含有する有害金属含有量の測定及びマテリアルフローの把握

並びに排出目録の作成

③ アジア太平洋地域における環境監視及び将来濃度予測

④ 上記の調査を受けた有害金属対策国際戦略の策定

２．事業計画

18年度 19年度 20年度 21年度

①我が国の環境監視

②製品含有状況調査

試行調査 本格調査③アジア太平洋地域調査

当面方針 骨子作成 素案作成 戦略策定④有害金属対策戦略策定

３．施策の効果

我が国として、ＵＮＥＰにおける条約等の議論を含め、国際的な観点から

有害金属問題に対応するための総合的な戦略を策定する。



国際的観点からの有害金属対策戦略策定基礎調査

平成15年 世界水銀アセスメント
平成17年 カドミウム・鉛のアセスメント開始
平成19年以降 国際的な対策検討

国連環境計画 ＜事業内容＞

我が国における有害
金属の高精度環境
監視

東アジア地域における
環境監視・排出量調査、
モデル予測

平成18年７月より、電気電子製品中の水銀、
鉛、カドミウム等の使用禁止

欧州連合ＲｏＨＳ指令

製品等に含有さ
れる有害物質等、
生産・消費・廃棄
のフローの把握

我が国及びアジア太
平洋地域の有害金属
排出・汚染状況の把
握及び将来予測

有害金属対策国際戦略策定－平成18年度 当面の方針
平成21年度 戦略策定

○ 世界的な有害金属汚染に対する我が国及びアジア
太平洋地域の寄与を明らかにする
○ アジア太平洋地域を中心とした国際的な対策をとり
まとめる
－ 国際協調による排出抑制、貿易における配慮 等
○ 我が国で必要とされる対策をとりまとめる
－ 製品中の有害金属の使用抑制、環境への排出量
抑制 等：環境監視：発生源



（新）一般廃棄物処理におけるＲoＨＳ規制対象物質等対策調査

１６百万円（ ０百万円）

廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課

１．事業の概要

ＥＵ諸国では、廃電気・電子機器に含まれる重金属や臭素系化合物に起

因する廃棄物処理過程での汚染が問題となっている。このため、ＲｏＨＳ

指令により、平成１８年７月以降、電気・電子機器における鉛、水銀、カ

ドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニール（ＰＢＢ）、ポリ臭素化

ジフェニールエーテル（ＰＢＤＥ）の使用を禁止することとしている。こ

れらの規制等を踏まえ、我が国においてもこれら６物質を中心に製品中に

含まれる有害化学物質に対する規制強化の必要性が指摘されており、廃棄

物から再生された製品の安全性を含めて十分な検討・検証が必要な状況と

なっている。

このため、一般廃棄物のリサイクル関連施設や最終処分場等を対象とし

て、有害化学物質の排出状況に関する実態調査を行い、ポリ臭素化ビフェ

ニール（ＰＢＢ）、ポリ臭素化ジフェニールエーテル（ＰＢＤＥ）等Ｒｏ

ＨＳによる規制物質、揮発性、反応性の高い化学物質等の挙動を把握する

とともに、制御対策の検討、再生された製品の安全性の評価等を行うこと

により、一般廃棄物のリサイクルに関する有害化学物質対策の強化を図る

ものである。

２．事業計画

平成１８年度・調査対象施設等におけるプロセス構成の調査・検討及び

有害化学物質の発生等に関する文献調査

・破砕、圧縮、減容・再生施設等における有害化学物質実

態調査

平成１９年度・最終処分場、熱処理施設等における有害化学物質実態調

査

・再生製品の実態調査

平成２０年度・制御対策の検討

・再生製品に関する安全性評価

３．施策の効果

一般廃棄物のリサイクル及び再生製品の利用に伴う環境負荷の削減、安

全性の確保が図られる。



化学物質環境安全社会推進費 ８４百万円（ ６８百万円）

環境保健部環境安全課

１．事業の概要

国民の化学物質に対する不安の解消に向けて化学物質対策をより身近にす

るとともに、市民、産業及び行政等の社会全体による化学物質の環境リスク

削減の取組を進めるため、「情報の整備」、「対話の推進」及び「場の提

供」を通じて、リスクコミュニケーションを推進する必要がある。

これまで、ＰＲＴＲデータを読み解くための市民ガイドブックや化学物質

ファクトシート等の作成・普及、化学物質アドバイザー育成・派遣事業、及

び「化学物質と環境円卓会議」の開催等を通じ、リスクコミュニケーション

の推進に取り組んできたところであるが、これらの施策を引き続き推進する

とともに、平成１８年度より、新たに、地方環境事務所を活用し、地域の状

況に応じた化学物質の対策の推進に資するセミナー等を実施する。

本セミナーでは、各地域の中で中心となって活動してもらえることを想定

し、例えば、地域の環境NGOのリーダーや小中学校の先生などを対象とする。

２．事業計画

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

既存事業

地方環境事務所を活用した

地域セミナーの開催

３．施策の効果

各地域の中で中心となってもらえるような方々（例えば、地域の環境NGOの

リーダーや小中学校の先生など）に、化学物質やその環境リスクに関する正

確な情報を提供し、理解を促進することによって、化学物質とその環境リス

クに関する啓発普及（環境リスク教育）をより効率よく進めることができる。



リスクコミュニケーションの推進

市民

環境リスクなどの化学物質についての分かりやすい情
報の作成、提供

(15年度～)PRTRデータを読み解くための市民ガイドブックの作成
(15年度～)化学物質ファクトシートの作成
(16年度～)かんたん化学物質ガイドの作成
(16年度～)学習関連資料の作成
等

(13年度～)市民・産業・行政等からなる「化学物質と
環境円卓会議」の開設・運営

市民、産業、行政等による、環境リスクなどの化

学物質に関する情報の共有及び相互理解の促進

身近な化学物質に関する疑問に対して対応する人材の育成やリスクコミュニケーションの手法
の開発等

(14年度～) 化学物質アドバイザー育成・派遣事業
(17年度～) 簡易応答システムの開発・整備（Ｅ－ラーニングの導入等）
（18年度～）地方環境事務所による地域セミナーを活用したリスクコミュニケーション支援

情
報
提
供

参
加

情
報
提
供

整備された情報の解説 客観的かつ中立的な知見の提供

－化学物質環境安全社会推進費－

場の提供情報の整備

対話の推進



花粉観測体制整備費 １１６百万円（１０９百万円）

環境管理局大気環境課

１．事業の概要

（１）広域的な花粉観測体制を構築するために、関東、関西、中部、中国・

四国地域に引き続き、新たに九州地域を対象として観測体制を整備する。

（環境省直轄事業として実施）

具体的には、九州地域の山間部における花粉発生状況と都市部におけ

る花粉飛散状況を常時把握するために、花粉自動計測器（合計２０台）

を設置する。

（２）花粉症患者に対して適切な情報を提供するために、都市部の花粉の飛

散データと山間部の花粉の飛散データをリアルタイムで収集し、気象デ

ータと合わせた花粉飛散状況をホームページから情報提供する。

２．事業計画

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度以降

(関東地域) (関西地域) (中部地域) (中国・四 (九州地域) (東北・北都市部における花粉
国地域) 海道地域)自動計測器の設置

(関東地域) (関西地域) (中部地域) (中国・四 (九州地域) (東北・北山間部における花粉
国地域) 海道地域)自動計測器の設置

ｿｰﾗｰ発電の試行（2ヵ所）

花粉観測ｼｽﾃﾑの構築

試験運用

本格運用

３．施策の効果

花粉自動測定器を広域的に配備し花粉飛散データを収集することにより、

大気汚染物質と花粉及び花粉症との関連性を探るためのデータを蓄積する。

また、これらのデータを基に気象データと合わせた花粉飛散状況をホー

ムページ等で情報提供することにより、国民の健康保持に資する。



花粉観測体制の概要

山間部や都市部に設置した花粉自動計測器により、リアル
タイムで花粉飛散数を測定するとともに、そのデータを自動
送信しており、常に最新の情報がホームページからご覧い
ただけるようになっております。

Server



総合的な水俣病対策の充実強化

２，７６０百万円（ １，６８５百万円）

総合環境政策局環境保健部企画課特殊疾病対策室

国立水俣病総合研究センター

１．事業の概要

平成１８年５月に水俣病公式確認５０年の節目を迎えるに当たり、平成

１６年１０月の関西訴訟最高裁判決や平成７年の政治解決も踏まえ、４月７

日に発表した「今後の水俣病対策について」に基づき、医療対策等の拡充、

被害者等の高齢化に対応するための保健福祉施策の充実、胎児性水俣病患者

等への支援、水俣病発生地域の再生・融和（もやい直し）の促進、総合的な

情報発信等を行う。

２．事業計画

【拡充された総合対策医療事業の円滑な実施】

①保健手帳の拡充内容

・医療費（自己負担分）について、１か月の給付上限額の廃止

・はり・きゅう施術費及び温泉療養費の利用回数制限及び１回当たりの

給付上限額の廃止

②医療手帳の拡充内容

・療養手当の支給要件の緩和

・はり・きゅう施術費の利用回数制限及び１回当たりの給付上限額の廃

止

・温泉療養費の支給対象への追加

【今後の水俣病対策等】

○高齢化対応のための保健福祉施策の充実

・健康管理事業の充実

・介護予防等在宅支援モデル研究の実施（国立水俣病総合研究セン

ター）



○水俣病被害者に対する社会活動支援等

・胎児性水俣病患者等の日常生活・社会活動支援

・胎児性水俣病に関する社会的研究の実施（国立水俣病総合研究セ

ンター）

○水俣病被害者の慰謝対策

・水俣病公式確認５０年行事の開催等への支援

・メモリアル事業の実施

○環境保全の観点等からの地域の再生・振興対策

・水俣病発生地域間の交流等の推進

・フィールドミュージアム事業の実施

・水俣病問題の環境学習等の推進

○関係団体との連携及び国内外への情報発信の強化（国立水俣病総合研

究センター）

・水俣病関連資料の収集・整理の充実

・水俣病関連アーカイブス事業の実施

・国際的な水銀汚染関連情報の国際社会への発信

３．施策の効果

平成１８年に水俣病公式確認から５０年という節目の年を迎えるに当た

り、平成７年の政治解決や今般の最高裁判決も踏まえ、医療対策等の一層

の充実や水俣病発生地域の再生・融和（もやい直し）の促進等を行い、す

べての水俣病被害者の方々が地域社会の中で安心して暮らしていけるよう

にするとともに、国内外への情報発信や後世への教訓の継承に資する。



局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査

５５５百万円（ ５３０百万円）

環境保健部企画課保健業務室

１．事業の概要

幹線道路沿道の局地的大気汚染と健康影響との関係については、十分な

科学的知見がなく、国会における附帯決議において早期に調査を実施する

ことが求められるとともに、大気汚染による健康影響に係る訴訟において

も大きな争点となってきた。

平成１７年度から平成２２年度まで幹線道路沿道の住民を対象とした大

そら（SO規模な疫学調査「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査－

－」を実施し、幹線道路沿道における局地的大気汚染とRA）プロジェクト

呼吸器疾患との関係についての解明を行うものである。

２．事業計画

(1) 学童（小学生）を対象とした５年間の追跡（コホート）調査（愛称：

）を平成１７年度から開始したところであり、平そら（SORA）しらべ隊

成１８年度以降も継続して調査する。（平成１７年度から平成２２年

度）

(2) 平成１８年度より、未就学児を対象とした症例対照研究を実施する

予定。（平成１８年度から平成２２年度）

(3) 成人を対象とした調査を実施して、局地的大気汚染と健康影響との関

係を評価する予定。（平成１９年度以降）

３．施策の効果

従来から医学的知見が不十分とされてきた幹線道路沿道の局地的大気汚

染と呼吸器疾患との関係について、新たな知見を加え評価を行うことが出

来る。



未就学児を対象とした疫学調査研究のデザインイメージ

平成18年度

○環境測定（連続測定）
○環境測定（間欠測定）

① １歳半健診時に
ぜん息でない幼児
を登録

② ３歳健診時に１歳
半から３歳の間にぜ
ん息を発症した幼児
を把握

詳細健康調査
曝露評価

大都市圏で、
約５万人に
質問票調査

登録幼児に質問票調査

解析

ケース及びコント
ロールを選び、詳細
調査（訪問調査、ﾀﾞﾆ
ｱﾚﾙｹﾞﾝ、血液検査
等）及び曝露評価
（実測等）を実施

○ １歳半健診時に調査対象者を登録し、３歳健診時に健康調査を実施。
○ 期間中の新規発症者を症例（ケース）とし、同地区の健診受診者の同月齢児を対照（コント
ロール）として選定。

○ ケースとコントロールの一部を対象として選定し、詳細調査と曝露評価を実施

対象の登録

未就学児症例対照調査（ケース・コントロール・スタディ）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

症例・対照の選定 症例対照研究 解析



茨城県神栖市における有機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策に必要な

経費 １，７４６百万円（１，７４６百万円）

環境保健部環境安全課環境リスク評価室

１．事業の概要

茨城県神栖市において、自然界には存在しない有機ヒ素化合物であるジフ
か み す し

ェニルアルシン酸による環境汚染に起因する健康影響が生じていることにか

んがみ、早急にその原因解明及び健康影響への対応等が必要なことから平成

１５年６月６日の閣議了解に基づき対策を実施するとともに、昭和４８年の

「旧軍毒ガス弾等の全国調査」のフォーローアップ調査結果を受けた平成１

５年１２月１６日の閣議決定に基づく対策を引き続き実施するものである。

（１）茨城県神栖市におけるジフェニルアルシン酸による環境汚染及び健康

影響に係る緊急措置事業費

① 健康診査の実施

② 医療費及び療養手当の支給

③ 健康管理調査等の実施

④ 臨床医学等の専門家からなる検討会の開催による調査研究の実施

（２）健康に関する調査研究

① 動物実験による毒性発現メカニズム（病態）の研究

② 治療法の開発

③ 人への健康影響に関する調査研究

（３）環境調査等業務

茨城県神栖市で発見されたコンクリート様の塊の処理、神栖市汚染農

地における土壌モニタリング、Ａ分類の事案の継続的モニタリング、

及びＢＣ事案に関するモニタリングを行う。

（４）毒ガス情報センター

毒ガス情報センターにおける継続的な情報収集、収集した情報のデー

タベース化による国民の情報へのアクセスの確保、パンフレット作成な

どの情報の普及啓発を行う。



２．事業計画

年 度 15 16 17 18 19 20

(1)緊急措置事業費

(2)健康に関する調査研究

(3)環境調査等業務

(4)毒ガス情報センター

３．施策の効果

茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る

緊急措置事業等については、ジフェニルアルシン酸の健康影響等についての

解明を図る。また、国内における毒ガス弾等に関する環境調査等を着実に実

施するとともに、毒ガス情報センターにおいては、毒ガスに関する情報を継

続的に受け付け、集約した情報を分析し、周知広報を実施することにより、

被害の未然防止を図ることができる。



～１６年度～１６年度 １８年度１８年度

神栖

寒川・平塚
・習志野

Ｂ／Ｃ事案Ｂ／Ｃ事案

毒ガス情報センター
毒ガス情報センター

Ａ
事
案

・コンクリート塊処理方法検討

◆汚染メカニズム解明
《０．８億円》

《１億円》

※〔廃棄物処理行政との適切な役割分担〕

◆コンクリート塊の処理（新規）

◆汚染メカニズム解明（継続）

◆モニタリング（継続）

※〔廃棄物処理行政との適切な役割分担〕

◆コンクリート塊の処理（新規）

◆汚染メカニズム解明（継続）

◆モニタリング（継続）

◆汚染原因調査
・汚染源絞込み後、南
東９０㍍掘削開始
・コンクリート塊発見

◆汚染土壌処理
◆モニタリング

◆環境調査（裸地）
・裸地における地下
水・大気・物理探査・
土壌・表層ガス調
査・不審物確認調査
終了。

◆土地改変時の
環境調査
◆モニタリング

終了《２．５億円》
・平塚のみ地下水から

DPAA等毒ガス成分検出
・土地改変時対応を適切に
行えば、日常生活の危
険性なし
《０．５億円》

《１億円》

◆平塚事案対応（新規）

◆土地改変時の環境調査（継続）

◆モニタリング（継続）

◆平塚事案対応（新規）

◆土地改変時の環境調査（継続）

◆モニタリング（継続）

◆情報収集・地下
水調査の結果を
踏まえ評価
・要対応10事案決定

◆環境調査等 終了
・要対応10事案について土
壌、大気等調査等

《９．１億円》

◆モニタリング（新規）

・環境調査の結果、毒ガス成分を検出した事案への対応

◆モニタリング（新規）

・環境調査の結果、毒ガス成分を検出した事案への対応

◆情報収集
《０．６億円》 ◆情報収集〔各事案・新規事案〕（継続）

◆情報収集〔各事案・新規事案〕（継続）

◆緊急措置事業
◆健康影響研究

《合計で２．５億円》 ◆緊急措置事業（継続）
◆健康影響研究（継続）

◆緊急措置事業（継続）
◆健康影響研究（継続）

１７年度（１７．５億）
１７年度（１７．５億）

健康影響関係

その他
その他

◆水域調査 《０．１億円》

◆毒ガス汚染物性調査
《０．４億円》

◆汚染農地土壌モニタリング
◆汚染農地土壌モニタリング

■ 毒ガス対策関係の環境省における取組について



地方環境事務所計上予算 ６，５５９百万円（１，８９９百万円）

大臣官房政策評価広報課環境対策調査室

１．事業の概要

今日、廃棄物不法投棄対策、地球温暖化対策、外来生物対策、国立公園

の保護管理水準の向上など、国として軸足を地域に置いた環境施策の展開

が求められている。

これに対応し、組織の充実を図り、地域の実情に応じた機動的できめ細

かな施策を実施するため、全国７つのブロックに地方支分部局として地方

環境事務所が平成１７年１０月１日より設置されることになった。

実質新年度となる１８年度においては、新事務所の機能を十分に発揮し、

円滑に各業務を軌道に乗せることとする。

２．事業計画

（１）地域における関係主体とのネットワークの構築

・地域環境問題協議会経費

・地方環境パートナーシッププラザ整備事業

（２）地域における環境広報

・地方環境保全普及推進費

（３）地域環境情報の収集・整理及び発信

・地方環境パートナーシッププラザ整備事業（再掲）

・各地域における環境情報・データの収集等

（４）個別分野での地域環境問題への取組

・ゴミゼロ型社会推進事業費

・我が家の環境大臣事業

・化学物質環境安全社会推進費

・国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（ｸﾞﾘｰﾝﾜｰｶｰ）事業費

・国立公園等管理体制強化費（ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾚﾝｼﾞｬｰ）

・エコツーリズムモデル事業実施経費

・特定外来生物防除等推進事業費

３．施策の効果

これらの施策を実施することにより、地方環境事務所として機動的でき

め細かな現場部隊、地域環境力の活性化・支援拠点、地域の環境データバ

ンク等の機能を発揮していく。



， （ ， ）情報基盤の強化対策経費 １ ６３９百万円 １ ４４５百万円

大臣官房総務課環境情報室

大 臣 官 房 会 計 課

１．目的

環境行政の科学的・総合的な推進を図るため、環境の状況、環境への負

荷などの環境情報を体系的に整備し、環境省ホームページを通じて内外に

わかりやすく提供するとともに、その基盤となるＩＴ戦略に基づく電子政

、 。府構築を着実に実施し 環境省におけるスマートワークの推進を支援する

２．事業の概要

（１）新たなＩＴ戦略の推進

2006年に開始されるe-Japan戦略にかわる新たなＩＴ戦略に基づき、

電子政府の構築を図るため、利用者本位で透明性が高く、効率的で、安

全な行政サービスの提供と行政内部の業務・システムの最適化を図る。

（２）環境情報システム運用・整備

環境行政情報システム（環境省ＬＡＮ）について、行政事務支援、環

境情報の提供と交流等の各目的の達成のため、適切な運用及び拡充強化

を図る。

（３）霞が関ＷＡＮとの情報流通推進

霞が関ＷＡＮとの接続を継続し、各省庁間における情報流通促進のた

めの体制に協力する。また、霞が関ＷＡＮの流通情報として、国民等に

対する行政情報提供等を図る。

（４）環境情報の提供

環境省ホームページについて 「環境省における行政情報の電子的提、

供に関する実施方針」に基づき、動画配信や英語版ホームページの充実

強化等により、今まで以上にわかりやすい行政情報の提供を開始する。

（５）行政手続電子化推進基盤整備費

電子政府を実現するため、国民等と行政との間でこれまで書面を用い

て行われてきた申請・届出等の手続きについて、電子情報が紙情報と同

等に扱われるようインターネット等を用いたオンライン化を実施する。



インターネット

支所、下部事
務所等10Mbps

環境省HPサーバ

環境省ＬＡＮシステム

受信
動画有り
100Mbps

受信
動画有り
100Mbps

大臣会見
動画映像

1Gbps

ｲﾍﾞﾝﾄ映像
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ変換映像

配信
最大50Mbps←6Mbps

環境省ホームページの充実強化等

送信
動画有り
100Mbps

７地方環境事務所
100Mbps←10Mbps

送信
動画有り
100Mbps

第２拠点

第１拠点

FW

ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ閲覧

FW等ｻｰﾊﾞ増強

ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ増強アウトソーシングセンター

動画映像

地方事務所
動画映像

英語版ホームページ



インターネット自然研究所バージョンアップ事業費

７７百万円（６４百万円）

自然環境局自然環境計画課

１．事業の概要

○環境省では、平成１３年度より、自然情報を幅広く提供し、自然環境学習

の教材として役立つ情報システム兼ホームページ「インターネット自然研

究所」を運用しており、現在毎月約１００万件のアクセスがあるなど好評

を得ている。

○国民によりわかりやすく情報を提供するため、動画や音声を用いた自然環

境学習用コンテンツや、世界自然遺産の紹介をはじめとする既存ページの

充実、身近な自然に関する情報の追加等を行うとともに、カメラ付き携帯

電話からの画像投稿が可能となるシステムを導入するなど、システムの改

良を行う。

○また、生物多様性センターに設置したサーバ類や、全国各地に設置した固

定カメラの保守点検を行い、インターネット自然研究所の適正な維持に努

める。

２．事業計画

事業内容 平成17年 平成18年 平成19年 以降

自然環境学習用コンテ
ンツの追加及びシステ
ムの改良

維持管理費

３．施策の効果

○バージョンアップを実施することにより、利用者がさらに増加し、普及啓

発や環境教育・環境学習の推進に貢献する。
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インターネット自然研究所

ホームページ
http://www.sizenken.biodic.go.jp

各地の国立公園の風景、
野生生物のライブ映像の提供

桜前線、田植え前線など
生物季節に関する利用者から
の投稿情報の集計と公表

次世代携帯電話、ＧＰＳの
活用による自然情報セルフ
ガイドシステムの開発

RDB図鑑、猛禽類図鑑、国立
公園の最新利用情報、水辺の
自然を紹介する「みずが島」等

多様な自然情報の提供

自然情報セルフガイド

いきもの前線リアルタイム調査

ライブ映像の提供

マルチビジョン

固定カメラによる画像収集

国立公園の風景

野生動物の姿

桜前線

電話回線
衛星回線

インターネット自然研究所の概要
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固定カメラ

生物多様性センター（サーバ）

大画面で迫力あるよ

情報を見る

投稿する

尾瀬

タンチョウ




